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日新火災の現状

日新火災は、東京海上日動と同じグループの会社です。
日新火災は、東京2020オリンピック・パラリンピックを応援しています。



当社のシンボルマークは、ブルーの半円に表されている未来と、それに続くしなやか
な緑の曲線で描かれている道によって構成されています。このシンボルマークには、
１００年を超える歴史を背景に、より輝かしい未来に向かって歩み続ける日新火災の
意志が込められています。 

メインコーポレートカラーであるグリーンは「いきいきとした活動力・生命力」を、また、
サブカラーである鮮やかなブルーは「積極性・知性」を象徴しています。

※本誌は「保険業法（第111条）」および「同施行規則（第59条の2および第59条の
3）」に基づいて作成したディスクロージャー資料（業務および財産の状況に関す
る説明資料）です。

日頃より日新火災をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。
このたび、当社の経営方針、事業概況、財務状況等事業活動について
わかりやすく説明するため、ディスクロージャー誌「日新火災の現状
2019」を作成しました。
本誌が当社をご理解いただく上で、皆さまのお役に立てれば幸いです。

2019年7月

日新火災海上保険株式会社
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2 日新火災の現状 2019

平素より、皆さまには日新火災をお引き立て賜り、誠にありがとうございます。
2018年度は、地震・豪雨・相次ぐ台風の上陸など近年類を見ない規模・頻度の自然災害が発生し、各地に大

きな被害が生じました。被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。当社では災害発生直後から災
害対策本部を設置し、被災されたお客さまへ迅速かつ適切に保険金をお支払いするため、全国の社員および被
災地の代理店が総力をあげてお客さまへの対応を進めてまいりました。
当社は、お客さま本位の安心と補償をお届けし、最も身近で信頼されるリテール損害保険会社を目指すこと

を経営理念に掲げ、その実現に向けて取り組んでおります。
2018年度からスタートしました中期経営計画におきましても、お客さまに寄り添う気持ちを大切に、当社の

使命である「事故や災害の際に最もダメージを感じやすいリテールのお客さまをお守りすること」を徹底して追
求しております。シンプルでわかりやすい独自の商品とサービスをお届けすべく、2018年度は事業者向け賠償
責任保険「ビジサポ（統合賠償責任保険）」や工事物件を補償する「工事の保険（工事の保険特約付帯建設.

取締役社長

トップメッセージ



3日新火災の現状 2019

工事保険）」の補償内容を拡充したほか、自動車保険「ユーサイド（新総合自動車保険）」のロードサービスにつ
いて、よりお客さまにご安心いただける内容に刷新しました。
2019年度は、東京海上グループおよび当社の中期経営計画の２年度目にあたります。これまで進めてまいり

ました事業構造改革の成果を、リテールマーケットでの確かな成長につなげるとともに、中長期的に予測される
事業環境の変化を見据えた準備にも引き続き取り組んでまいります。「ビジネスモデルのさらなる進化」と「社
員一人ひとりの成長」を柱に、日々新たな挑戦を続け、長期ビジョン「代理店とともに『当社ならでは』の価値を
お届けすることで、お客さまから選ばれ成長する国内オンリーワンのリテール損害保険会社」の実現を目指して
まいります。
これからも当社は、経営理念の実現に向け、さまざまな取り組みを進めてまいる所存でございます。今後とも

一層のご愛顧、お引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2019年7月

日新火災は、お客さま本位の安心と補償をお届けし、
最も身近で信頼されるリテール損害保険会社を目指します。

◆ 安心を実感していただける的確で誠実な対応を常に心がけ、お客さまにとって
わかりやすい商品とご満足いただけるサービスを提供します。

◆ 健全性・収益性を確保し企業価値の向上をはかるとともに、積極的な情報開示
に努め、株主の負託に応えます。

◆ 代理店の自主性・独立性を尊重するとともに、お客さま本位の価値観を共有し、
相互の発展をはかります。

◆ 従業員一人ひとりがお客さま本位を実践し、いきいきと働くことができる企業
風土を築きます。

◆ 損害保険事業を通じて地域社会の発展に貢献するとともに、従業員・代理店の
地域活動や社会貢献活動への参画を支援します。

経 営理念



4 日新火災の現状 2019

当社は、お客さま本位の安心と補償をお届けし、最も身近
で信頼されるリテール損害保険会社を目指すことを経営理
念に掲げています。
安心を実感していただける的確で誠実な対応を常に心が
け、お客さまにとってわかりやすい商品と、ご満足いただけ
るサービスを提供し、地域社会の発展に貢献するよう取り組
んでいます。
また、お客さまをはじめとした社会からの要請に応えること
をコンプライアンスと捉え、コンプライアンスの徹底は当社
の経営理念の実践そのものであるとの認識のもと、事業活動
のあらゆる局面において、その徹底を最優先にしています。
そして、お客さまに寄り添い、多様化するニーズを鋭敏に
捉えながら、「お客さま本位」の保険事業をより徹底していく

お客さまにご満足いただくために
お客さま本位の業務運営

お客さま本位の業務運営方針

ために「お客さま本位の業務運営方針」を策定し、その方針
に基づいた具体的な取り組みを強化しています。
社会環境が大きく変化し、リスクも多様化する中で、保険
事業の存在意義は、お客さまの暮らしや事業の安心・安全・安
定に貢献することであり、事故や災害といった非日常的な状
況の中でも、お客さまに安心していただくための「寄り添う力
の担い手」となることが、当社に求められている使命です。
当社は、これからも、お客さまに寄り添う気持ちを大切に、

「事故や災害の際に最もダメージを感じやすいリテールのお
客さまをお守りすること」を徹底して追求し、真に必要とされ
る良い会社“Good.Company”を目指し、代理店と一体と
なって努力し続けてまいります。

運営方針１

運営方針2

運営方針3

運営方針4

運営方針5

お客さまの声を活かした業務運営

保険募集

保険金のお支払い（損害サービス）

運営方針の浸透に向けた取組み

利益相反等の管理

「お客さまの声」を真摯に受けとめ、安心を実感していただける的確で誠実な対応を行うとともに、お客さまにとって
わかりやすい商品とご満足いただけるサービスの提供に積極的に活かします。

お客さまを取り巻くリスクや、お客さまのご意向を把握した上で、ご契約を締結するに際して必要な情報を提供しな
がら、ふさわしい商品・サービスを提案するよう努めます。

お客さまのご加入されている保険契約の内容に基づいて、お支払いが可能な保険金をお客さまに漏れなく案内し、
迅速かつ適切にお支払いするなどして、お客さまに寄り添った損害サービスを実現するよう努めます。

代理店や社員が常にお客さま本位の行動をしていくために、研修体系の整備や運営方針の浸透に向けた取組みを
推進します。

「東京海上グループ.利益相反取引等の管理に関する方針」に則り、役職員一同がこれを遵守することによって、お客さ
まの利益が不当に害されることのないように、利益相反等の管理に努めます。
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「お客さまの声」対応基本方針
当社は、「お客さまの声」対応基本方針を策定し、「お客さ

まの声」をもとに商品・サービスや会社業務全般の品質の向
上を目指し、取り組んでいます。また、「お客さまの声」対応プ
ロセスを継続的に改善することで、「最も身近で信頼される
リテール損害保険会社」としての社会的責任を果たすととも
に、お客さま本位の事業展開を実現します。

「お客さまの声」を積極的に受けとめ、安心を実感
していただける的確で誠実な対応を行うとともに、
お客さまにとってわかりやすい商品とご満足いただ
けるサービスの提供に活かします。

「お客さまの声」対応基本方針

「お客さまの声」の受付窓口
当社ではお客さまの契約を担当する代理店を通じて、また
全国の営業・損害サービス拠点、テレフォンサービスセン
ター、お客さま相談室のほか、ホームページでも「お客さまの
声」を承っています。特に苦情に関しては、関連部門とも連携
し、迅速かつ適切な対応を行っています。

■最寄りの営業・損害サービス拠点
（P.130「店舗の一覧」をご参照ください。）
契約に関するご質問やご相談は最寄りの営業拠点（サー
ビス支店・支社）に、事故の経過確認・解決についてのご相
談はお客さまの事故対応を担当する損害サービス拠点
（サービス支店・支社、サービスセンター）にお問い合わせく
ださい。
（受付時間.9：00〜17：00・土日祝除く）

■テレフォンサービスセンター
・保険金の請求に関するご相談やご不満を「サービス24」
でお受けしています。
0120-25-7474（受付時間.24時間365日）

・当社の商品やサービスに関するご相談やお問い合わせを
日新火災テレフォンサービスセンターでお受けしています。
0120-616-898
（受付時間.平日9:00〜20:00..土日祝9:00〜17:00）

2018年度は63,930件のお問い合わせ等を承りました。そ
のうち1,328件が「苦情と不満」となっています。

■お客さま相談室
相談対応窓口として「お客さま相談室」を設置し、お客さま
からのご意見やご要望および当社や当社代理店へのご不
満を承っています。
0120-17-2424（受付時間.9:00〜17:00・土日祝除く）
2018年度は2,939件のご相談等を承りました。そのうち
560件が「苦情と不満」となっています。

■ホームページ照会窓口
（https://www.nisshinfire.co.jp/）
当社ホームページ上にお客さまからのご照会専用ページ

を設け、商品やサービスあるいは損害保険全般についての
お問い合わせや、当社へのご意見等を承っています。

「お客さまの声」への対応

「お客さまの声」をお聴きする仕組み

「ＩＳＯ 10002」規格への自己適合宣言
「お客さまの声」への対応プロセスを全社で標準化するた
めに、国際標準化機構（ＩＳＯ）において発行された苦情対応
マネジメントシステム「ＩＳＯ１０００２（品質マネジメント－顧客
満足－組織における苦情対応のための指針）」に準拠した業
務態勢見直しを行い、2008年7月に対外的に公表しまし
た。

ＩＳＯ１０００２は2004年に発行された国際規格です。当社
では、規格への適合を維持するためにＩＳＯ１０００２に準拠し
た内部監査の実施等で定期的に規格への適合を確認して
います。
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お客さまにご満足いただくために

２０１８年度 保険金のお支払いに関するアンケートより

〈事故対応サービスの総合的な満足度〉

火災・傷害保険自動車保険

満足している
94.2%

満足している
95.2%

大変不満
0.8％

どちらとも
言えない
3.9％

不満
1.1％

大変不満
0.3％

どちらとも
言えない
3.6％

不満
1.0％

大変満足
54.5％

満足
39.7％

大変満足
55.8％

満足
39.4％

 アンケートの実施
当社ではお客さまの満足度やご意見を積極的にお聴きす

る取り組みとして、各種アンケートを実施しています。
アンケート等を通じてお客さまニーズの把握に努め、より
一層お客さまにご満足いただけるよう代理店とともにサー
ビス品質の向上を図っていきます。

■契約手続きに関するアンケート
契約手続き時の対応に関するアンケートをインターネット
上で実施しており、2018年度はご回答いただいた87.3％
のお客さまからご満足の評価をいただいています。

■保険金のお支払いに関するアンケート
保険金のお支払い後に、事故対応サービスに関するアン
ケートを実施しています。２０１8年度はお客さまから30,557
件のご回答をいただきました。
アンケートでは、事故受付から保険金をお支払いするまで
の事故対応サービス全般や、担当者・代理店による対応へ
のお客さまの評価を伺っています。
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１．契約・募集行為
（1）商品内容（補償内容等）
（2）契約継続手続き（手続き漏れ・遅れ等）
（3）募集行為（お客さまへの意向確認不足等）
（4）契約内容・条件等の説明不足・誤り
（5）契約の引受（条件、制限等）
（6）保険料の計算誤り
（7）接客態度
（8）帳票類（申込書、請求書、パンフレット等）の内容
（9）その他
小　　計
２．契約の管理・保全・集金
（1）証券未着・誤り
（2）分割払・口座振替対応
（3）契約の変更手続き
（4）契約の解約手続き
（5）満期返れい処理（手続き遅延、返れい金額等）
（6）接客態度
（7）その他
小　　計
３．保険金
（1）保険金のお支払い金額
（2）対応の遅れ・対応方法
（3）保険金お支払いの可否
（4）接客態度
（5）その他
小　　計
４．その他（個人情報の取り扱いに関する苦情を含む）

合　　計
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■苦情受付件数

 「苦情」とは
当社では、「お客さまから不満足の表明があったもの」を

「苦情」として受けとめています。いただいた苦情には、迅速
かつ丁寧に対応するとともに、お客さまからの貴重なご意見
として業務改善にいかしています。

 「お客さまの声（苦情）」受付状況
当社では全国の拠点から全社員が入力可能な「お客さま
の声活用システム」により、全社を挙げて積極的に「お客さま
の声」を把握し、その内容を登録する取り組みを行っていま
す。なお、苦情受付件数や苦情事例・改善事例等は当社ホー
ムページにも開示しています。
（https://www.nisshinfire.co.jp/）

お客さまからの苦情への対応
手続実施基本契約を締結しています。
同協会では、損害保険に関する一般的な相談のほか、損害
保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応する窓口とし
て、「そんぽADRセンター」（損害保険相談・紛争解決サポート
センター）を設けています。受け付けた苦情については、損害
保険会社に通知して対応を求めることで当事者同士の交渉
による解決を促すとともに、当事者間で問題の解決が図れな
い場合には、専門の知識や経験を有する弁護士等が中立・公
正な立場から和解案を提示し、紛争解決に導きます。
当社との間で問題を解決できない場合には、「そんぽADR
センター」に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター
の連絡先は以下のとおりです。

ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）.0570-022808
IP電話から　03-4332-5241
（受付時間：平日の午前9時15分〜午後5時）

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームペー
ジをご参照ください。(http://www.sonpo.or.jp/)

 「そんぽＡＤＲセンター」以外の
損害保険業界関連の紛争解決機関
■一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いをめ
ぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の保護を
図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関とし
て、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構がありま
す。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する.
弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員が、自
賠責保険（自賠責共済）の支払内容について審査し、公正な
調停を行います。同機構が取り扱うのは、あくまで自賠責保険
（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐる紛争に限
られますので、ご注意ください。
詳しくは、同機構のホームページをご参照ください。
（http://www.jibai-adr.or.jp/）

■公益財団法人交通事故紛争処理センター
自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関す
る紛争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび審査
を行う機関として、公益財団法人交通事故紛争処理センター
があります。全国11ヵ所において、専門の弁護士が公正・中
立な立場で相談・和解のあっせんを行うほか、あっせん案に同
意できない場合は、法律学者、裁判官経験者および弁護士で
構成される審査会に審査を申し立てることもできます。
詳しくは、同センターのホームページをご参照ください。
（http://www.jcstad.or.jp/）

 中立・公正な立場で問題を解決する
損害保険業界に関連した紛争解決機関

■一般社団法人日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指
定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と
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苦情解決手続きおよび紛争解決手続きの主な流れ
※標準的な手続きの進行例です。

《お客さま》 《保険会社》そんぽＡＤＲセンター

苦情のお申し出

内容を確認

紛争解決手続き
申立書の提出

和解成立（解決） 不調ほか（終了）

手続き応諾義務

電話等により申し出ます。

苦情解決手続きの開始

紛争解決手続きの開始

申立書の記載内容に不明な点がある場
合には補正等をお願いすることがあり
ます。
申立書を受け付けたときは苦情解決手
続きは終了します。

解決
（手続き終了）

必要な関係書類も
あわせて提出します。

提示された和解案を
受諾する場合に提出します。

反論書の提出 答弁書等の提出

和解案の尊重

手続き応諾義務

対応報告

意見聴取に出席 意見聴取に出席

和解案受諾書
の提出

解決を依頼

紛争解決手続きのご案内

申立書の受け付け

紛争解決委員の選任

中立・公正な第三者である弁護士、消費生活
相談員、学識経験者等が手続きを実施します。

資料の提出依頼

意見聴取の実施
（必要に応じて）

和解案（特別調停案）の作成・提示

お客さまと保険会社とで話し合い

お客さまと保険会社との話し合いで解
決しない場合は紛争解決手続きをご案
内（書面を郵送）します。
自賠責保険の保険金等のお支払いに関
する紛争等、紛争解決手続きをご利用
になれない場合があります。詳しくは、
そんぽＡＤＲセンターまでお問い合わせ
ください。

お客さまにご満足いただくために
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「お客さまの声」（社外機関経由を含む）

ホームページ お客さま相談室
テレフォンサービスセンター

お客さまの声
ＨＯＴＬＩＮＥ

営業部門
損害サービス部門 本社 管理部門

お客さまの声活用システム

社外への開示 お客さまの声委員会

リスク管理業務品質部／ビジネスプロセス企画部 事業推進部

業務品質
向上委員会

顧客保護
委員会

経営会議 取締役会

代 理 店 アンケート

本社主管部

「お客さまの声」対応態勢

お
客
さ
ま
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

 業務品質向上委員会
お客さまにご満足いただけるサービスを提供するため「業
務品質向上委員会」を設置しています。
本委員会は、「お客さまの声」をもとに商品・サービスや会
社業務全般の品質改善の取り組みを統括、推進しています。

 顧客保護委員会
真のお客さま本位を実現させるため、委員の過半数を社
外委員とした「顧客保護委員会」を設置しています。
本委員会は、「お客さまの声」に加え、内部監査等で把握さ
れたお客さまに影響を及ぼす（可能性のある）業務運営につ
いて、「お客さま本位」の視点で確認・検証し、業務の改善に努
めています。

「お客さまの声」を施策にいかす取り組み

 お客さまの声活用システム
お客さまの声を施策にいかすため「お客さまの声」や「代理
店の声」、またお客さまの視点に立った「社員の声」等を.
「お客さまの声活用システム」に入力し、受け付けた内容か
ら対応の経過をすべて一元管理しています。
2018年度は4,309件の「声」を承りました。

 お客さまの声委員会
損害サービスに関する苦情への対応や保険金をお支払い
できなかった事案の点検等を行うため、「お客さまの声委員
会」を各事業部に設置し、適正かつ円滑な保険金支払いに
努めています。
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ロードサービス（ドライビングサポート24）のサービス拡張

＜お客さまの声＞

遠方でロードサービスを利用したが、けん引・搬送距離は
２００ｋｍまでであり、引取費用も出ず、レンタカー費用も出
なかった。

＜改善事例＞

2019年1月保険始期分より、ロードサービスを特約化し、
被保険自動車が事故や故障（ガス欠、バッテリー上がりは
対象外）に伴い走行不能となった場合、運搬・引取費用は
１事故につき５０万円を限度に補償します。また、事故だけ
でなく故障でもレンタカー費用を補償します。

事例1

火災保険の申込書のレイアウトを改善

＜お客さまの声＞

火災保険（ビジネスプロパティ）の申込書に印字されてい
る特約名がコードのみで、契約内容がわかりにくい。また、
自動付帯の特約はその旨記載してほしい。

＜改善事例＞

申込書のレイアウトを改善し、特約名や自動的にセットさ
れる特約の説明を記載しました。

事例2

自動車保険更新サポート制度の導入

＜お客さまの声＞

何かの事情で自動車保険の継続手続きができない場合
とても不安である。契約者から更新しない旨の申し出が
ない場合には補償が継続されるようにできないか。

＜改善事例＞

ノンフリート契約について、更新特約（正式名称：保険契
約の更新に関する特約）を付帯することにより、満期まで
に継続手続きがなされず、かつ、お客さまから更新しない
旨のお申し出がない場合に「前回同水準コース」で契約
を自動更新する「更新サポート制度」を導入しました。

事例3

自賠責保険の満期案内はがきの記載を改善

＜お客さまの声＞

自賠責保険の満期案内はがきが届き、手続きをしようと
したが、満期日まで1ヵ月以上あったためできなかった。満
期案内はがきに手続き期間の記載はあるが、文字が小さ
くてわからなかった。

＜改善事例＞

2018年7月満期契約分より、満期案内はがきに「車検
のない原付・軽二輪の自賠責保険のご継続お手続きは
右記満期日の1ヵ月前からできます。」と太字で記載しま
した。

事例4

パンフレットの改善

＜お客さまの声＞

自動車保険のパンフレットの配色が全体的に薄く、文字も
細く小さいため、見えにくい。

＜改善事例＞

どなたにも見やすいパンフレットになるよう、ユニバーサ
ルデザインを取り入れ、全面的にリニューアルしました。
（ＵＣＤＡアワード２０１６「情報のわかりやすさ賞」受賞）

事例5

重要事項説明書の改善

＜お客さまの声＞

火災保険の重要事項説明書がＡ３サイズの２つ折りの紙
２枚で構成されているが、どこからどのように読み進めて
いったらよいかわかりにくい。

＜改善事例＞

重要事項説明書にページ番号を表示し、読み進めやすく
しました。

事例6

「お客さまの声」をもとに実施した改善事例

お客さまにご満足いただくために
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トピックス
 事業者向け賠償責任保険「ビジサポ」の改定
～補償の充実・わかりやすさアップ～
統合賠償責任保険「ビジサポ」は、お客さまの事業活動に
関わるさまざまな賠償リスクをまとめて補償する保険であ
り、５つの基本特約と複数の任意特約の組み合わせにより、
お客さまのニーズに柔軟に対応することができる商品です。
発売以来、多くのお客さまからご支持をいただいています
が、2019年1月から補償をさらに充実させるとともに、お客
さまにとってよりわかりやすい商品とするため、補償内容の
拡充や特約ラインナップの整備等を行いました。
当社はこれからも、お客さまに安心いただけるシンプルで
わかりやすい商品をお届けしていきます。

 スポーツ支援
2018年10月、公益社団法人.日本山岳・スポーツクライ

ミング協会（以下、ＪＭＳＣＡ）におけるスポーツクライミング
カテゴリーのオフィシャルパートナーとなることに関して、契
約を締結し、あわせて、２名のスポーツクライミング選手のサ
ポートを開始しました。
当社はＪＭＳＣＡおよび選手のサポートを通じ、スポーツク
ライミングとともに成長することを目指していきます。

 健康経営の取組みにおける就業時間中の
全面禁煙実施
当社は経営理念に「最も身近で信頼されるリテール損害
保険会社」を掲げ、その実現のためには、社員一人ひとりが
「心身ともに健康であり、個々の持てる能力を存分に発揮す
ること」が不可欠だと考え、社員とその家族の健康増進に向
けた取り組みを推進してきました。
この一環として、2019年4月より、健康増進と社内におけ
る受動喫煙防止を目的に、就業時間中の全面禁煙を開始し
ました。
当社はこれからも社員が健康に働き続けることのできる
環境づくりを推進していきます。
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東京海上グループについて

14 日新火災の現状 2019

東京海上グループの事業領域と主なグループ会社

東京海上ホールディングスの業務内容

東京海上グループ概要

東京海上日動あんしん生命

東京海上日動
日新火災
イーデザイン損保
東京海上ミレア少額短期
東京海上ウエスト少額短期

［投資顧問業・投資信託業］
東京海上アセットマネジメント

［プライベート・エクイティ・ファンド事業］
東京海上キャピタル

［メザニン・ファンド事業］
東京海上メザニン
等

お客様

国内損害保険事業

海外保険事業国内生命保険事業

一般事業金融事業

Tokio Marine North America, Inc.
Philadelphia Consolidated Holding Corp.
Tokio Marine America Insurance Company
Delphi Financial Group, Inc.
HCC Insurance Holdings, Inc.
Tokio Marine Kiln Group Limited
Tokio Marine Middle East Limited
Tokio Marine Seguradora S.A.
Tokio Marine Asia Pte. Ltd.
東京海上日動火災保険（中国）有限公司
等

［リスクコンサルティング事業］
東京海上日動リスクコンサルティング

［総合人材サービス事業］
東京海上日動キャリアサービス

［ファシリティマネジメント事業］
東京海上日動ファシリティーズ

［トータルヘルスケアコンサルティング事業］
東京海上日動メディカルサービス

［シルバー事業］
東京海上日動ベターライフサービス

［アシスタンス事業］
東京海上アシスタンス

［保険代理業］
東京海上日動あんしんコンサルティング
等

東京海上ホールディングスは、東京海上グループ全体の経営戦略・計画立案、グループ資本政策、グループ連結決算を担
うとともに、コンプライアンス・内部監査・リスク管理等の基本方針を策定し、子会社等の経営管理を行っています。また、上
場企業としてＩＲ・広報および、CSR推進機能を備えています。
これにより、企業価値の最大化に向けて、中長期的なグループ戦略の立案と収益性・成長性の高い分野への戦略的な経営
資源の配分を行い、グループ全体の事業の変革とグループ各社間のシナジー効果を追求します。

（2019年7月1日現在）
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主な保険事業会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社
設立日.:.1996年8月6日
資本金.:.550億円
保険料等収入.:.9,067億円
総資産.:.7兆3,859億円
従業員数.:.2,617名
本社所在地.:.東京都千代田区丸の内1-2-1

東京海上日動ビル新館
（2019年3月31日現在）

Philadelphia Consolidated Holding Corp.
創業.:.1962年
正味収入保険料.:.3,361百万米ドル
総資産.:.10,745百万米ドル
従業員数.:.2,036名
本社所在地.:...米国ペンシルバニア州.

バラキンウィッド
（2018年12月31日現在.現地財務会計ベース）

Delphi Financial Group, Inc.
創業.:.1987年
保険料及び手数料収入.:.2,474百万米ドル
総資産.:.23,542百万米ドル
従業員数.:.2,583名
本社所在地.:...米国ニューヨーク州.

ニューヨーク市
（2018年12月31日現在.現地財務会計ベース）

Tokio Marine Kiln Group Limited
創業.:.1962年
正味収入保険料.:.979百万英ポンド
総資産.:.3,223百万英ポンド
従業員数.:.962名
本社所在地.:.英国ロンドン
（2018年12月31日現在.現地財務会計ベース）

HCC Insurance Holdings, Inc.
創業.:.1974年
正味収入保険料.:.3,488百万米ドル
総資産.:.12,193百万米ドル
従業員数.:.2,757名
本社所在地.:.米国テキサス州ヒューストン
（2018年12月31日現在.現地財務会計ベース）

東京海上日動火災保険株式会社 日新火災海上保険株式会社
創業.:.1879年8月1日
資本金.:.1,019億円
正味収入保険料.:.2兆1,666億円
総資産.:.9兆3,930億円
従業員数.:.17,203名
本店所在地.:.東京都千代田区丸の内1-2-1
（2019年3月31日現在）

創業.:.1908年6月10日
資本金.:.203億円
正味収入保険料.:.1,437億円
総資産.:.3,964億円
従業員数.:.2,223名
本店所在地.:...東京都千代田区神田.

駿河台2-3
（2019年3月31日現在）

 国内損害保険事業 N o n - l i f e  I n s u r a n c e  B u s i n e s s

 国内生命保険事業 L i f e  I n s u r a n c e  B u s i n e s s

 海外保険事業 O v e r s e a  B u s i n e s s

海外ネットワーク
• 海外拠点 ： 45の国・地域
• 駐在員数 ： 304名
• 現地スタッフ数 ： 約28,000名

• クレームエージェント数 ： 約250拠点
  （サブエージェントを含む）
（2019年3月31日現在）
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東京海上グループについて

東京海上グループについて

グループ中期経営計画「To Be a Good Company 2020」

東京海上グループは、「お客様の信頼をあらゆる活動の原点におく」という経営理念に基づき、収益性、成長性および健全性
を兼ね備えた企業グループとしてさらに発展していくために、着実に企業価値の拡大を図っていきます。

2018年度から３カ年の中期経営計画「To.Be.a.Good.Company.2020」がスタートしました。今後予想される環境変化
を飛躍のチャンスとし更なる成長を目指していくためには、「最適なポートフォリオ」、「強力なグループシナジー」、「Leanな経営
態勢」、「グローバル経営基盤」からなる「将来のグループ像」を目指す必要があり、本中期経営計画では、そうした「将来のグ
ループ像」の実現に向けた収益基盤を構築すべく、重点課題である「ポートフォリオの更なる分散」、「事業構造改革」、および「グ
ループ一体経営の強化」に取り組んでまいります。その結果として、「修正純利益:3〜7%CAGR、修正ROE:10%以上」を目
指します。

１．中期経営計画「To Be a Good Company 2020」の概要

前中期経営計画
（2015～2017）

持続的利益成長

修正純利益
4,000億円程度

（→実績：3,970億円※1）
修正ROE
9％台後半

（→実績：10.0％※1）

修正純利益
5,000億円超

修正ROE
12％程度

修正純利益
3～7％CAGR※2

修正ROE
10％以上

主な取組と成果
・  グループ目標を達成（国内損保で

目標を上回る事業別利益）
・  HCC買収による更なる事業 

分散
・  生保事業での低金利対応

目指す姿
・ 最適なポートフォリオ
・ 強力なグループシナジー
・ Leanな経営態勢
・ グローバル経営基盤

重点課題
・ ポートフォリオの更なる分散
・ 事業構造改革
・ グループ一体経営の強化

数
値
目
標

取
組
内
容

環
境
認
識

中期経営計画
（2018～2020）

「将来のグループ像」の実現 
に向けた収益基盤の構築

将来のグループ像

環境変化を飛躍のチャンスとし、 
更なる成長を目指していく

・ テクノロジーの進展、社会構造の変化による保険ニーズの大きな変化
・ 自然災害の大規模化、地政学リスクといった不確定要素の拡大

・ 保険マーケットのソフト化や低金利環境といった厳しい事業環境

※1.2015年3月末為替を前提とし、自然災害等を平年並みに補正。加えて2017年度は米国税制改革による一時的な影響および為替変動の影響を控除
※2.2018年3月末為替を前提とし、自然災害等を平年並みに補正した2017年度実績（3,720億円）をベースとした年平均成長率
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２．中期経営計画の業績指標（事業分野別の事業別利益）

経営指標の定義
グループ全体の利益指標（修正純利益）
利益およびＲＯＥについては、「修正純利益」および「修正ＲＯＥ」を用いてお
り、具体的には次の方法で算出いたします。
■.修正純利益※1

連結当期純利益※2＋異常危険準備金繰入額※3

＋.危険準備金繰入額※3＋価格変動準備金繰入額※3

－.ALM※4債券・金利スワップ取引に関する売却・評価損益
＋.のれん・その他無形固定資産償却額
－.事業投資に係る株式・固定資産に関する売却損益・評価損
－.その他特別損益・評価性引当等　
■.修正純資産※1

連結純資産＋異常危険準備金＋危険準備金＋価格変動準備金
－.のれん・その他無形固定資産
■.修正ＲＯＥ＝修正純利益÷修正純資産※5

※1.各調整額は税引後
※2.連結財務諸表上の「親会社株主に帰属する当期純利益」
※3.戻入の場合はマイナス
※4.ALM＝資産・負債総合管理。ALMの負債時価変動見合いとして除外
※5.平均残高ベース

事業別の利益指標（事業別利益）
各事業の利益には「事業別利益」を用いており次の方法で算出いたします。
（１）損害保険事業※1

当期純利益＋異常危険準備金等繰入額※2

＋.価格変動準備金繰入額※2

－.ALM※3債券・金利スワップ取引に関する売却・評価損益
－.政策株式・事業投資に係る株式・固定資産に関する売却損益・評価損
－.その他特別損益・評価性引当等
※単体の純利益を起点としているため、のれん等の償却費は含まれない
（２）生命保険事業※4

EV※5の当期増加額（Market.Consistent.EVを用いる）
＋.増資等資本取引
（３）その他の事業
財務会計上の当期純利益
※1.各調整額は税引後　
※2.戻入の場合はマイナス
※3.ALM＝資産・負債総合管理。ALMの負債時価変動見合いとして例外
※4..一部の生保については「その他の事業」の基準により算出（利益については本社費等を

控除）
※5..Embedded.Valueの略。純資産価値に、保有契約から得られるであろう利益の現在

価値を加えた影響

国内損保事業（東京海上日動） 国内生保事業（あんしん生命） 海外保険事業

...補正ベース
為替変動の影響を除き、自然災害に係る発
生保険金を平年並みに補正
米国税制改革による一時的な影響を控除
※4..2020年度計画からも米国税制改革による影響を控除
した場合のCAGRは8％程度

...為替変動の影響を除き、自然災害に係る
発生保険金を平年並みに補正

※1..消費税率引上げ・債権法改正の影響約△280億円（税
後）を含む

ＣＡＧＲ=年平均成長率　ＭＣＥＶ＝市場整合的エンベディッド・バリュー

年度末MCEV※2 12,487 14,170

事業別利益※3 990 830

※2..2017年度は株主配当支払後の金額.
2018年度予想と2020年度計画は株主配当支払前の
金額

※3.株主配当支払前の金額

2017 2017

1,371

1,500

MCEV
増加額

2020
計画

2020
計画

（単位.：.億円） （単位.：.億円）

CAGR
+1%以上※1

2017

1,441
1,450

2020
計画

（単位.：.億円）

CAGR
+11%程度※4

MCEV
成長率
CAGR 

＋4%以上
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日新火災の経営戦略

代表的な経営指標

2018年度の事業概況

内部統制基本方針

コーポレートガバナンスの状況

CSR（企業の社会的責任）の考え方

コンプライアンスの徹底

情報開示、情報提供活動

勧誘方針

リスク管理

資産運用

個人情報への対応

募集制度　

20

21

26

28

30

32

40

45

46

47

51

52

55

日新火災の経営
について

19日新火災の現状 2019



日新火災の経営について

20 日新火災の現状 2019

２．概要
▪これまで進めてきた事業構造改革の成果を、リテールマーケットでの確かな成長につなげるとともに、中長期的に予測される
事業環境の変化を見据えた準備にも取り組んでいきます。

▪「独自商品・独自サービスの提供」「販売基盤強化」の各施策をさらにレベルアップし、「当社ならでは」の価値をつくり、お
届けしていくことを追求します。

▪社員一人ひとりの成長が、事業の持続的・安定的な成長と、お客さまへの「当社ならでは」の価値提供の原動力であると捉
え、社員一人ひとりの活躍の場を広げ、成長と働きがいの向上を促す環境整備を推進します。

中期経営計画「NEXT CHALLENGE 2020」
前
中
期
経
営
計
画
ま
で
の
事
業
構
造
改
革
の
成
果

「
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
」の
実
現

●日新モデルの進化

●社員一人ひとりの成長

独自商品・独自サービス
の提供

販売基盤強化

働き方改革

役割変革

お客さまに安心いただけるシンプル・納得価格の商品を提供

地域に根差し、日新モデルを実践する代理店の拡大を加速

お客さまにさらなる安心と補償を届けるための新種保険拡販と周辺事業の強化

感動サービスを実現するための
営業部門・損害サービス部門・代理店が一体となった損害サービスの進化

●社員の心身の健康と充実が、「当社ならでは」の価値提供の第一歩
●そのための生産性の向上と業務効率化を徹底的に追求

●あらゆる層の社員が新たな役割にチャレンジすることで、成長を実感
●成長を実感し、さらなるやりがいにつなげる好循環のサイクルを実現

当社は、2018年4月から3ヵ年の中期経営計画をスタートさせました。
本計画の策定にあたり、「代理店とともに『当社ならでは』の価値をお届けすることで、お客さまから選ばれ成長する国内オン

リーワンのリテール損害保険会社」を、当社が長期的に目指す姿「長期ビジョン」として定めています。
2018年度からの3年間はこの「長期ビジョン」の実現に向けたマイルストーンとして位置づけ、「日新モデル※の進化」と.

「社員一人ひとりの成長」を柱に、日々新たな挑戦を続けていきます。
※日新モデルとは、地域に密着し、お客さまから最も信頼される代理店とともに、シンプルでわかりやすく納得価格の商品と質
の高い損害サービスを、お客さまに提供するビジネスモデル。

１．全体像

日新火災の中期経営計画 「NEXT CHALLENGE 2020」

日新火災の経営戦略
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果
結
定
査
己
自
の
産
資

年度 2018年度（平成30年度）2017年度（平成29年度）

正味収入保険料（対前期増減率）

正味損害率

正味事業費率

保険引受利益（対前期増減率）

経常利益（対前期増減率）

当期純利益（対前期増減率）

単体ソルベンシー・マージン比率

総資産額

純資産額

その他有価証券評価差額

リスク管理債権

Ⅱ分類

Ⅲ分類

Ⅳ分類

分類額計（Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ）

143,798百万円

69.5％

34.2％

　1,509百万円

5,069百万円

4,403百万円

1,219.9%

396,474百万円

90,517百万円

33,585百万円

－

296百万円

224百万円

0百万円

522百万円

（　      1.4％）

（  △71.6％）

（ △33.1％）

（  △17.6％）

141,820百万円

59.7％

33.5％

　5,314百万円

7,574百万円

5,346百万円

1,321.2%

414,872百万円

101,020百万円

38,589百万円

－

307百万円

104百万円

0百万円

412百万円

（　      1.2％）

（  △34.6％）

（ △16.0％）

（  △18.7％）

代表的な経営指標
2018年度 代表的な経営指標



日新火災の経営について

22 日新火災の現状 2019

（単位 ： 億円）

1,437億円（１.４％）
正味収入保険料（対前期増減率）

●正味収入保険料
　契約者から直接受け取った保険料（元受保険料）に、保険金支払負担
平均化・分散化を図るための他の保険会社との保険契約のやりとり（受
再保険料および出再保険料）を加減し、さらに将来契約者に予定利率を
加えて返れいすべき原資となる積立保険料を控除した保険料です。 

●正味収入保険料の推移

自動車５９．２%

自動車損害 １２．０%
賠 償 責 任

火災１４．６%
傷害４．８%

海上０．０%
その他９．３%

69.5％
正味損害率

●正味損害率
　正味収入保険料に対する支払った保険金の割合のことであり、保険会
社の経営分析や保険料率の算出に用いられるものです。具体的には、損
益計算書上の「正味支払保険金」に「損害調査費」を加えて、前述の「正味
収入保険料」で除した割合をさしています。

（単位 ： %）

●正味損害率の推移

●種目別構成比

１，３００

１，５００

０
2016年度 2017年度 2018年度

１，４０１
１，４１８

５０

８０

０
2016年度 2017年度 2018年度

５９．０ ５９．７

６９．５

１，４３７

代表的な経営指標
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23日新火災の現状 2019

７５

５０

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度

６５

５３
４４

８１

５３

１５

15億円（△71.6％）
保険引受利益（対前期増減率）

（単位 ： 億円）

●保険引受利益の推移

34.2％
正味事業費率

●正味事業費率
　正味収入保険料に対する保険会社の保険事業上の経費の割
合のことであり、正味損害率と同様に保険会社の経営分析や保
険料率の算出に用いられるものです。具体的には、損益計算書
上の「諸手数料及び集金費」に「営業費及び一般管理費」のうち
保険引受に係る金額を加えて、前述の「正味収入保険料」で除
した割合をさしています。

●保険引受利益
　正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金・損害調査
費・満期返れい金等の保険引受費用と保険引受に係る営業費
及び一般管理費を控除し、その他収支を加減したものであり、
保険本業における最終的な損益を示すものです。なお、その他
収支は自賠責保険等に係る法人税相当額等です。

（単位 ： %）
●正味事業費率の推移

44億円（△17.6％）
当期純利益（対前期増減率）

●当期純利益の推移

●当期純利益 
　経常利益に固定資産処分損益や価格変動準備金繰入額等の
特別損益・法人税及び住民税・法人税等調整額を加減したも
のであり、事業年度に発生したすべての取り引きによって生じた
損益を示すものです。

50億円（△33.1％）
経常利益（対前期増減率）

●経常利益 
　正味収入保険料・利息及び配当金収入・有価証券売却益等の
経常収益から、保険金・満期返れい金・有価証券売却損・営業費
及び一般管理費等の経常費用を控除したものであり、経常的に発
生する取り引きから生じた損益を示すものです。

（単位 ： 億円）
●経常利益の推移

３０

４０

０
２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度

０

１５０

（単位 ： 億円）

０

１００

５０

５０

１００

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度
０

１００

５０３３．１

９０

３３．５ ３４．２



日新火災の経営について

24 日新火災の現状 2019

1,219.9％
単体ソルベンシー・マージン比率

●ソルベンシー・マージン比率
　巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常の予測
を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金等の支払余カ
の割合を示す指標です。ソルベンシー・マージン比率は、行政当
局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活
用する指標の1つであり、その数値が200％以上であれば「保険金
等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

（単位 ： %）
●単体ソルベンシー・マージン比率の推移

3,964億円
総資産

●総資産
　損害保険会社が保有する資産の総額であり、具体的には貸借
対照表上の「資産の部合計」です。損害保険会社の保有する資
産規模を示すものです。

（単位 ： 億円）
●総資産の推移

５００

１，４００

０
２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度

０

４，５００

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度

３，５００

４，１７９ ４，１４８

３，９６４

１，３２５．５ １，３２１．２
１，２１９．９

代表的な経営指標の用語説明
●純資産額
　損害保険会社が保有する資産の合計である「総資産額」から、責任準備金等の「負債額」を控除したものが「純資産額」であり、具体的
には貸借対照表上の「純資産の部合計」です。損害保険会社の担保力を示すものです。

●その他有価証券評価差額
　「金融商品に係る会計基準（いわゆる時価会計）」により、保有有価証券等については、売買目的、満期保有目的等の保有目的で区分
し、時価評価等を行っています。その他有価証券は、売買目的、満期保有目的等に該当しないものであり、保有有価証券等の大宗を占め
ています。この、その他有価証券の時価評価後の金額と時価評価前の金額との差額（いわゆる評価損益）が、その他有価証券評価差額
です。財務諸表においては、税金相当額を控除した純額を、貸借対照表上の純資産の部に「その他有価証券評価差額金」として計上して
います。

●リスク管理債権
　貸付金のうち、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロに基づき開示している不良債権額です。貸付金の価値の毀損の危険性、
回収の危険性等に応じて、「破綻先債権」「延滞債権」「３カ月以上延滞債権」「貸付条件緩和債権」の４つに区分されます。
※2018年度末時点においてリスク管理債権はありません。

●自己査定
　損害保険会社としての資産の健全化を図るために、不良債権等については適切な償却・引当等の処理が必要です。自己査定は、適
切な償却・引当を行うために、損害保険会社自らが、保有資産について価値の毀損の危険性等に応じて、保有資産を分類区分すること
です。具体的には、債務者の状況および債権の回収可能性を評価して、資産を回収リスクの低い方から順に、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの４段階に分類し
ます。このうち、Ⅰ分類は、回収の危険性または価値の毀損の可能性について問題のない資産です。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分類は、何らかの回収の危険
性または価値の毀損の可能性がある資産であり、これらの合計額が「分類額計（Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）」です。

代表的な経営指標
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25日新火災の現状 2019

（単位：億円）
❶保険引受収益
正味収入保険料
収入積立保険料
積立保険料等運用益
責任準備金戻入額
その他

１，５６０
１，４３７
１７
１７
８６
０

決算の仕組み（２０１８年度）

取得格付※（2019年7月1日現在）

❷資産運用収益
利息及び配当金収入
有価証券売却益
有価証券償還益
積立保険料等運用益振替
その他

❸その他経常収益

５０
４４
１３
９

△１７
０

０

❺保険引受費用
正味支払保険金
損害調査費
諸手数料及び集金費
満期返戻金
契約者配当金
支払備金繰入額
その他

１，３０８
９０１
９８
２５０
５３
０
１
２

14保険引受に係る
営業費及び一般管理費 ２４０

15その他収支 ３

❶－❺－14＋15＝16
保険引受利益 １５

❶＋❷＋❸＝❹
経常収益 １，６１１

❺＋❻＋❼＋❽＝❾
経常費用 １，５６１

❹－❾＝10
経常利益 ５０

10＋11－12＝13
当期純利益 ４４

❻資産運用費用
有価証券売却損
有価証券評価損
金融派生商品費用
その他

７
０
０
６
０

❼営業費及び一般管理費 ２４３

２４０

❽その他経常費用 １
11特別損益 ５

12法人税等合計 １２

うち保険引受に係る
営業費及び一般管理費

格付投資情報センター（R&I） AA （発行体格付）
※最新の格付は、東京海上ホールディングス（株）のホームページ等でご確認ください。
（https://www.tokiomarinehd.com/ir/stock/rating.html）
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26 日新火災の現状 2019

2018年度の事業概況

当年度のわが国経済は、緩やかに拡大しました。海外経済
に先行き不透明な要素がある中で輸出が足踏み傾向となっ
た一方、設備投資は製造業や物流等を中心に増加しまし
た。また、個人消費については自然災害による一時的な低下
はあったものの、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかに増
加しました。
損害保険業界では、堅調な国内景気のなかで、火災保険
や企業向けの新種保険が好調に推移しました。一方で、収益
面では、地震・豪雨・台風など相次いだ国内自然災害の影
響を大きく受けました。
このような事業環境の中、当社は、中期経営計画「NEXT.
CHALLENGE.2020」で定めた新たな長期ビジョン「代理店
とともに『当社ならでは』の価値をお届けすることで、お客さ
まから選ばれ成長する国内オンリーワンのリテール損保」を
実現するため、各施策を積極的に推進してまいりました。
当期の取り組みの経過およびその成果は、以下のとおり
です。

 商品・サービスの進化
お客さまにとってシンプルでわかりやすく、大手社とは一線
を画した独自性のある商品やサービスを提供していくため、
既存商品の改定を実施しました。
事業者向け賠償責任保険「ビジサポ（統合賠償責任保
険）」は、お客さまのニーズをふまえ補償内容を拡充したほ
か、わかりやすさ向上のため商品設計をよりシンプルに見直
しました。
また、自動車保険「ユーサイド（新総合自動車保険）」におい
ては、ロードサービスで提供する補償・サービスについて、よ
りお客さまにご安心いただける内容に刷新しました。

 損害サービス
損害サービスを通じたお客さま満足度の向上を目指し、迅
速・適切な保険金支払いとお客さまの期待を超える「感動
サービス」の提供に取り組みました。社員と代理店が一体と
なりお客さまの期待・ニーズに寄り添った事故対応を行うこ
とで、事故に遭われたお客さまの不安を速やかに解消すると
ともに、お客さまの信頼や満足度を高める取り組みを推進し
ました。その結果、お客さまの満足度は前年度に比べ向上し
ており、着実に成果に結びついています。

事業の経過および成果等

 トップラインの拡大
成長戦略として掲げる、既存代理店の成長、中小法人マー
ケット開拓、新たな販売網の開拓等に取り組みました。既存
代理店の成長に向けては、当社のビジネスモデルに沿ってお
客さまの増大を目指す意欲のある代理店との間でPDCAサ
イクルを意識した対話を実施するなど、成長に向けた支援に
注力しました。中小法人マーケット開拓に関しては、火災・新
種分野の当社独自の商品を提案することを通じて、既存のお
客さまのリスクをより広くカバーできるよう取り組むととも
に、新たなお客さまの獲得にも注力しました。新たな販売網
の開拓については、当社のビジネスモデルに共感し実践して
いただけるプロ代理店の開発と、将来プロ代理店として独立
を目指す研修社員（リスクアドバイザー社員）の採用に取り組
みました。

 収支改善
保険引受利益を安定的に確保していくため、引受対策等
の諸施策を実行する取り組みを継続しており、現場第一線の
基本行動として定着しています。

 事業運営の基盤
当社では、「お客さま本位」の行動を実行できているかを
振り返るミーティングを2015年度以降、全社的に実施して
いますが、当年度も「お客さま本位について考える日」（毎年
６月29日）に全拠点で実施しました。本取り組みを通じ、お客
さま本位の企業風土の定着に向かって社員の意識は着実に
高まっています。
また、「社員一人ひとりの成長」をすすめ、生産性を向上さ
せ社員の働きがいを高めるための「働き方改革」を進めてお
り、「時間意識の改革と効率的な業務推進」「女性社員の活
躍推進」等の各課題に積極的に取り組みました。
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27日新火災の現状 2019

 当年度業績
保険引受収益1,560億円、資産運用収益50億円などを
合計した経常収益は、前年度に比べ117億円増加し、
1,611億円となりました。
一方、保険引受費用1,308億円、資産運用費用7億円、営
業費及び一般管理費243億円などを合計した経常費用
は、前年度に比べ142億円増加し、1,561億円となりました。
この結果、経常利益は50億円と、前年度に比べ25億円、
33.1％の減少となりました。
経常利益に特別利益、特別損失、法人税及び住民税なら
びに法人税等調整額を加減した当期純利益は、前年度に比
べ9億円、17.6％減少し、44億円となりました。
保険引受の概況、保険種目別の概況は、次のとおりです。

■保険引受の概況
正味収入保険料は、火災保険、賠償責任保険およびその
他の保険の増収を主因として、前年度に比べ19億円、1.4％
増収し、1,437億円となりました。一方、正味損害率は、自然
災害に係る支払保険金の増加により、9.8ポイント上昇し、
69.5％となりました。
また、正味事業費率は、手数料率の上昇により、前年度に
比べ0.6ポイント上昇し、34.2％となりました。
保険引受利益は、自然災害を中心とした発生保険金の増
加により、前年度に比べ38億円減少となり、15億円の利益
となりました。

■保険種目別の概況
火災保険では、正味収入保険料は210億円と、前年度に
比べ21億円、11.3％の増収となりました。また、正味損害率
は、自然災害に係る支払保険金の増加により、前年度に比べ
55.4ポイント上昇し、119.4％となりました。

傷害保険では、正味収入保険料は69億円と、前年度に比
べ4億円、5.9％の減収となりました。また、正味損害率は、前
年度に比べ0.7ポイント低下し、55.5％となりました.。

自動車保険では、正味収入保険料は851億円と、前年度
に比べ0.2億円、0.0％の増収となりました。また、正味損害率
は、前年度に比べ1.6ポイント上昇し、57.9％となりました。

自動車損害賠償責任保険では、正味収入保険料は172億
円と、前年度に比べ14億円、7.6％の減収となりました。ま
た、正味損害率は、前年度に比べ3.0ポイント上昇し、
85.5％となりました.。

賠償責任保険では、正味収入保険料は70億円と、前年度
に比べ5億円、7.9％の増収となりました。また、正味損害率

は、前年度に比べ0.3ポイント上昇し、52.0％となりました。
その他の保険では、労働者災害補償責任保険、動産総合
保険、建設工事保険などが主なものです。労働者災害補償
責任保険の増収を主因として、正味収入保険料は62億円
と、前年度に比べ11億円、22.6％の増収となりました。ま
た、正味損害率は、前年度に比べ20.4ポイント上昇し、
51.2％となりました。

 当社が対処すべき課題
2019年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続

くなかで、緩やかな回復基調が続くことが期待されます。海
外経済の減速リスク・不確実性の高まりや、10月に予定さ
れている消費税率引上げ前後の需要変動などに留意する必
要があるものの、各種政策の効果もあいまって、内需を中心
とした景気回復が見込まれます。
国内損害保険市場においては、環境変化に伴う自動車保
険や火災保険の参考純率改定、少子高齢化の進展による.
人口構造の変化や自然災害の増加といった要因もあり、先行
きは見通しにくい状況が続くものと見込まれます。
こうした状況のなか、当社は2018年度にスタートさせた

３ヶ年の中期経営計画「NEXT.CHALLENGE.2020」の２年
目を迎えます。引き続き、個人・個人事業主・中小法人のお
客さまのニーズに合った独自の商品・サービスをご提供する
ことにより、お客さまに更なる安心と補償をお届けできるよう
努めてまいります。また、きめ細かな損害サービスを提供する
ことで、これまで以上にお客さまにご満足いただけるよう、地
域密着でお客さまを良く知る代理店と営業部門・損害サー
ビス部門が一体となり、お客さまの不安・要望に寄り添った
事故対応を行う取り組みをさらに進化させてまいります。事
業運営においては、事務プロセスの効率化、新たな技術を活
用した生産性向上、東京海上グループ内資源の活用等を通
じて、さらに事業効率を高め、成長分野や「当社ならでは」の
新たな価値の創造に経営資源を投じてまいります。
当社は、これらの課題にスピード感を持って取り組むこと
で、経営理念である「お客さま本位の安心と補償をお届け
し、最も身近で信頼されるリテール損害保険会社」となるよ
う、全社を挙げて業務に邁進してまいります。
　



日新火災の経営について
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当社は、会社法および会社法施行規則ならびに東京海上ホールディングス株式会社（以下「東京海上ＨＤ」）との間で締結さ
れた経営管理契約および東京海上ＨＤが定めた各種グループ基本方針等に基づき、取締役会において「内部統制基本方針」
を以下のとおり決定し、本方針にしたがって内部統制システムを構築・運用しています。

〈整備状況の概要〉

１．東京海上グループにおける業務の適正を確保するための体制
(１)当社は、東京海上グループ経営理念、東京海上ＨＤとの間で締結された経営管理契約、「東京海上グループ グループ会社の
経営管理に関する基本方針」をはじめとする各種グループ基本方針等に基づき、適切かつ健全な業務運営を行う。
①当社は、事業戦略、事業計画等の重要事項の策定に際して東京海上ＨＤの事前承認を得るとともに、各種グループ基本
方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を取締役会および東京海上ＨＤに報告する。
②当社は、子会社との間に管理運営に関する覚書を締結し、各種グループ基本方針等に基づき、適切に子会社の経営管理を
行う。

（２）当社は、「東京海上グループ 資本配分制度に関する基本方針」に基づき、資本配分制度の運営体制を整備する。
（３）当社は、「東京海上グループ 経理に関する基本方針」に基づき、当社の財務状態および事業成績を把握し、株主・監督官庁

に対する承認・報告手続、税務申告等を適正に実施するための体制を整備する。
（４）当社は、「東京海上グループ 財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に基づき、財務報告の適正性と信頼性を確保する

ために必要な体制を整備する。
（５）当社は、「東京海上グループ 情報開示に関する基本方針」に基づき、企業活動に関する情報を適時・適切に開示するための

体制を整備する。
（６）当社は、「東京海上グループ グループ内取引等の管理に関する基本方針」に基づき、グループ内取引等の管理体制を整備する。

３．リスク管理に関する体制
(１)当社は、「東京海上グループ リスク管理に関する基本方針」に基づき、以下のとおり、リスク管理体制を整備する。
①リスク管理基本方針を定め、当社の事業遂行に関わる様々なリスクについてリスク管理を行う。
②リスク管理を統轄する部署を設置するとともに、リスク管理基本方針において管理対象としたリスク毎に管理部署を定める。
③リスク管理についての年度リスク管理計画を策定する。
④取締役会の下にリスク管理委員会を設置して、当社のリスク管理体制の整備状況やリスク管理の実施状況の確認等を
定期的に実施する。

（2）当社は、「東京海上グループ 統合リスク管理に関する基本方針」に基づき、統合リスク管理方針を定めるとともに、グループ
全体の統合リスク管理の一環として、保有リスク量とリターンの状況を定期的にモニタリングする。

（3）当社は、「東京海上グループ 危機管理に関する基本方針」に基づき、危機管理方針を定め、危機管理体制を整備する。

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(１)当社は、「東京海上グループ コンプライアンスに関する基本方針」に基づき、以下のとおり、コンプライアンス体制を整備する。
①役職員が「東京海上グループ コンプライアンス行動規範」および「日新火災行動規範」に則り、事業活動のあらゆる局面に
おいてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。
②コンプライアンスを統轄する部署を設置するとともに、コンプライアンスに関する年度計画を策定して、コンプライアンス
に関する取り組みを行う。また、取締役会の下に社外委員を含む業務品質向上委員会を設置し、コンプライアンスに関
する重要な事項を審議する。
③コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研修を実施して、
コンプライアンスの周知徹底を図る。
④法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホット
ライン（内部通報制度）を設け、その利用につき役職員に周知する。

（２）当社は、「東京海上グループ 顧客保護等に関する基本方針」に基づき、お客さま本位を徹底し、顧客保護等を図るための体
制を整備する。

（３）当社は、「東京海上グループ 情報セキュリティ管理に関する基本方針」に基づき、情報セキュリティ管理体制を整備する。
（４）当社は、「東京海上グループ 反社会的勢力等への対応に関する基本方針」に基づき、反社会的勢力等への対応体制を整備

するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携して、毅然とし
た姿勢で組織的に対応する。

（5）当社は、「東京海上グループ 内部監査に関する基本方針」に基づき、被監査部門から独立した内部監査担当部署を設置する
とともに、内部監査規程を制定し、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。

内部統制基本方針
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29日新火災の現状 2019

４．職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(１)当社は、経営管理契約に基づき、グループの経営戦略および経営計画に則って、事業計画（数値目標等を含む。）を策定
し、当該計画の実施状況をモニタリングする。

（2）当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を定めるととも
に、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。

（3）当社は、経営会議規則を定め、取締役等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について審議・報告を行う。
（4）当社は、「東京海上グループ  ＩＴガバナンスに関する基本方針」に基づき、ＩＴガバナンスを実現するために必要な体制を整備する。
（5）当社は、「東京海上グループ 人事に関する基本方針」に基づき、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事、および

あるべき人材像の浸透の徹底により、生産性および企業価値の向上の実現を図る。
（6）当社は、（1）～（5）のほか、当社および子会社において、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備する。

５．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報を含む重
要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切に保存および管理を行う。

６．監査役の職務を補助すべき職員に関する事項
(１)当社は、監査役の求めに応じ、監査役の監査業務を補助するための監査役直轄の事務局を設置し、監査業務を補助するため
に必要な知識・能力を具備した専属の職員を配置する。

（2）監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報
の収集権限を有する。

（3）当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。

７．監査役への報告に関する体制
(１)役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告を行うとともに、
当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれ
のある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。

（2）当社は、子会社の役職員が、当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に
著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、これらの者またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役
に報告を行う体制を整備する。

（3）当社は、当社および子会社において、監査役に（1）または（2）の報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利
な取扱いを受けることがないよう、必要な体制を整備する。

（4）役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況および報告・相談事項について定期的に監査役に報告を行う。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(１)監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができるもの
とする。

（2）監査役は、重要な会議の議事録、取締役および執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等については、いつでも閲覧するこ
とができるものとする。

（3）役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。
（4）内部監査担当部署は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。
（5）当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除き、

これを支払うものとする。
２００６年（平成１８年）　　５月１９日　制定
２０１９年（平成３１年）　　４月  １日　改定

当社は、上記の「内部統制基本方針」に基づき、子会社の経営管理、コンプライアンス、顧客保護等、リスク管理および危機管
理、監査役による監査の実効性の確保、子会社の経営管理等を含む内部統制システムを整備し、業務の適正を確保することで企
業価値の向上に努めています。
また、内部統制システムの整備および運用状況については、年に2回、モニタリングを実施し、取締役会においてその内容を確
認しています。さらに、モニタリング結果等をふまえ、内部統制システムの改善および強化に継続的に取り組んでいます。

〈運用状況の概要〉



日新火災の経営について

30 日新火災の現状 2019

1．取締役会・監査役会
当社の取締役会は、2019年7月1日現在、社外取締役１
名を含む7名の取締役（任期1年）で構成されています。監査
役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成されてい
ます。社外取締役および社外監査役と当社との間には、特
別な利害関係はありません。

2．指名委員会・報酬委員会
当社の親会社である東京海上ホールディングスは、指名
委員会および報酬委員会を設置しています。両委員会は、
それぞれ4名の社外委員を含む5名の委員で構成し、委員長
は社外委員から選出しています。
両委員会は、当社役員（取締役・監査役・執行役員）の
選任、解任および選任要件ならびに当社役員の報酬体系、
報酬水準および業績評価等（ただし報酬水準および業績
評価については社外取締役および監査役を除く）について
も審議を行い、東京海上ホールディングス取締役会に答申
します。

３．コンプライアンス態勢・品質の向上に向
けた態勢
当社では、業務品質向上委員会（1名が社外委員）および
顧客保護委員会（過半数が社外委員）を設置し、品質の維
持向上や適正な業務運営について、社外の視点を含めた
評価・提言を行う態勢としています。コンプライアンスに関
する重要事項は、経営会議および取締役会において審議・
決定し、コンプライアンスの一層の徹底を図っています。ま
た、違反行為に関する各種通報・相談制度（ホットライン）
を設け、これを運用しています。

4．リスク管理態勢
当社は、当社の保有するリスクに対して定量・定性の両
面から、総合的な管理を行っています。また、リスク管理委員
会を設置し、当社におけるリスク管理の実施方針について
議論するとともに、リスク管理に係る重要事項について、取
締役会において審議・決定し、リスク管理の強化を図ってい
ます。

5．社外・社内の監査態勢
（1）社外の監査・検査
当社は、社外の監査・検査として、「会社法および金融商
品取引法に基づく監査法人による外部監査」および「保険
業法に基づく金融庁による検査」等を受けています。
当社の会計監査人はPwCあらた有限責任監査法人です。

（2）社内の内部監査態勢
当社では、内部監査を「経営目標の効果的な達成を図る
ために、企業におけるすべての業務を対象とした内部管理
態勢（法令等遵守態勢、リスク管理態勢を含む）等の適切
性、有効性を検証するプロセスであり、内部事務処理等の
問題点の発見、指摘にとどまらず、内部管理態勢等の評価
および問題点の改善方法の提言等を実施するものとする」
と定義して、当社のすべての業務および組織等を対象に内
部監査を実施しています。また、内部監査結果については、
経営会議等に報告しています。

コーポレートガバナンスの状況

当社は、お客さま、株主、代理店、社員、地域・社会という各ステークホルダーに対する責任を果たすためコーポレートガバナン
スの充実を重要な経営課題として位置付け、当社の持株会社である東京海上ホールディングスが策定した「東京海上ホールディ
ングス.コーポレートガバナンス基本方針」およびグループの「内部統制基本方針」に基づいた健全で透明性の高いコーポレート
ガバナンス態勢を構築しています。

コーポレートガバナンス態勢
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31日新火災の現状 2019

東京海上ホールディングス

株　主　総　会

選任・解任選任・解任選任・解任

監査
答申・報告

報告等

会
計
監
査
人

監査役
（監査役会）

連携

連携

（２０１９年７月１日現在）

会計監査相当性の
判断

指名委員会

報酬委員会

内部統制委員会

内部監査

執行部門

日新火災

選任・解任選任・解任

内部監査

報告

付託

内部監査部門

連携

担当役員

安心サービス部
火新損害サービス部各事業部

取締役会委員会

経営会議委員会

顧客保護委員会

リスク管理委員会

業務品質向上委員会

経営管理・モニタリング監査

企画・管理部門

選任・解任

会
計
監
査
人

監査役
（監査役会）

監査連携

会計監査相当性の
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執行部門

経営会議

取締役会
（取締役）

内
部
監
査
部
門

本社各部

取締役会
（取締役）

株　主　総　会

取締役会委員会

経営会議

会計監査

会計監査

東京海上ホールディングス・日新火災のコーポレートガバナンス体制の概要



日新火災の経営について

32 日新火災の現状 2019

東京海上グループ CSR憲章

CSR（企業の社会的責任）の考え方

東京海上グループでは、CSRを実践するための行動指針として、「東京海上グループCSR憲章」を定めています。

当社の事業活動は、多くのステークホルダーの皆さまからのご支持があってこそ成り立つものです。当社では、CSR（企業
の社会的責任）は「経営理念の実践」そのものであると捉え、「東京海上グループCSR憲章」に基づきCSRを徹底的に実践し
ていくことで、ステークホルダーの皆さまに提供する価値を高めていきたいと考えています。

東京海上グループ CSR憲章
東京海上グループは、以下の行動原則に基づいて経営理念を実践し、社会とともに持続的成長を遂げることにより、

「企業の社会的責任（CSR）」を果たします。

■ 商品・サービス
•...広く社会の安心と安全のニーズに応える商品・サービ
スを提供します。

■ 人間尊重
•...すべての人々の人権を尊重し、人権啓発に積極的に取
り組みます。
•...安全と健康に配慮した活力ある労働環境を確保し、人
材育成をはかります。
•...プライバシーを尊重し、個人情報管理を徹底します。
■ 地球環境保護
•...地球環境保護がすべての企業にとって重要な責務で
あるとの認識に立ち、地球環境との調和、環境の改善
に配慮して行動します。

■ 地域・社会への貢献
•...地域・社会の一員として、異なる国や地域の文化や習
慣の多様性を尊重し、時代の要請にこたえる社会貢献
活動を積極的に推進します。

■ コンプライアンス
•...常に高い倫理観を保ち、事業活動のあらゆる局面にお
いて、コンプライアンスを徹底します。

■ コミュニケーション
•...すべてのステークホルダーに対して、適時適切な情報開
示を行うとともに対話を促進し、健全な企業運営に活か
します。

「持続可能な開発目標（SDGs）」は、世界が2030年に向
けて、貧困や飢餓、エネルギー、技術革新、気候変動等の課
題を解決し、持続可能な発展を実現するための目標です。
東京海上グループは、あらゆる事業活動を通じて、気候変
動や自然災害、人口動態変化、技術革新、格差拡大等の課
題解決に取り組んでおり、これからも、ステークホルダーの
皆さまと連携･協働し、保険･リスクマネジメントの専門性を
生かし、SDGsの達成に貢献していきます。
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33日新火災の現状 2019

外部イニシアティブへの参加
当社の持株会社である東京海上ホールディングスは、持
続可能な開発目標（SDGｓ）達成にも貢献するべく、国連グ
ローバル・コンパクト（UNGC）が提唱する行動10原則
等、グループ経営理念と共通する国内外のイニシアティブ
への参加を通じ、さまざまなステークホルダーとともに、安
心・安全でサステナブルな未来づくりに貢献しています。

主な参加イニシアティブ
・.UNGC、国連環境計画金融イニシアティブ.持続可能な保
険原則、国連支援の責任投資原則、国連国際防災戦略事
務局. 民間セクター・アライアンス、Cl imateWise、.
CDP、環境省・21世紀金融行動原則等



日新火災の経営について

34 日新火災の現状 2019

当社では、東京海上グループCSR憲章をふまえCSR活動に取り組んでいます。主な取り組みは次のとおりです。

1. 地域・社会貢献の取り組み

■社員参加型の社会貢献活動の推進
社員参加型の社会貢献活動として、清掃活動等の地域・
社会との調和を図る取り組みを実施しています。当社は、今
後も社員へ社会貢献に対する意識啓発を行うとともに、積
極的な社会貢献活動を続けていきます。

■交通遺児等の支援  

当社は、2008年度より毎年「特定非営利活動法人交通
遺児等を支援する会」に寄付しています。

■ＡＥＤ講習会の実施  

社会公共性の高い損害保険会社として、当社の社員が事
故や災害の場所に居合わせた際、人命救助に有効とされて
いるＡＥＤを速やかに使用できるようにするために、社員に
対するＡＥＤ講習会を実施しています。

■企業献血等の実施  

東京本社・さいたま本社において企業献血を行うなど、
献血に係る取り組みを実施しています。

■認知症サポーター養成講座の実施  

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに貢献する
ため、認知症の人とその家族を支援する「認知症サポーター」
を養成する講座を社員に対して実施しています。

■使用済み切手等の収集・寄贈  

全国の各拠点にて収集した使用済み切手・使用済みカー
ド類・未使用切手を「公益社団法人日本キリスト教海外医
療協力会」をはじめ3団体に寄贈しています。
使用済み切手は、海外の保健医療事情に恵まれない地域
に医師や看護師・保健師等の医療従事者を派遣するため
の費用や、現地の医療従事者に対する学資援助の資金とし
て役立てられます。使用済みカード類は、発展途上国の農村
の生活改善や人材育成をはじめとした活動資金として、ま
た、未使用切手は、骨髄バンクのドナー登録の募集等のため
に利用されています。

東京本社ビルにおける清掃活動

当社のCSRの主な取り組み

CSR（企業の社会的責任）の考え方
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35日新火災の現状 2019

■「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本」
ミサンガの作成・寄贈 

当社は、全国の各拠点にてミサンガを作成し、知的障がい
のある人たちにさまざまなスポーツを通して社会参加を応
援する「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本」に寄
贈しています。ミサンガは、スペシャルオリンピックスに参加
するアスリートの活躍を支え、応援するための募金「エール
募金」の募金者とスペシャルオリンピックス日本のアスリート
の両方に「エールの証（あかし）」として渡されます。

■使い捨てコンタクトレンズの空ケースリサイクル活動

当社は、「HOYA株式会社」が取り組んでいる「アイシ
ティecoプロジェクト」に参加しており、全国の各拠点にて
使い捨てコンタクトレンズの空ケースを収集しています。こ
れらはリサイクルにより再資源化され、その対価は「公益財
団法人日本アイバンク協会」において、視力を再び取り戻し
たいと願う人たちのために役立てられています。
2018年度は9.4kgの使い捨てコンタクトレンズの空
ケースを寄贈しました。

■障がい者スポーツの支援  

東京海上グループは、すべての人がそれぞれの個性を尊
重して活躍できる共生社会づくりに取り組んでおり、障がい
を超えて挑戦を続けているアスリートをサポートしています。
　障がい者スポーツを「知る」「見る」
当社においても、障がい者スポーツの試合観戦や、障が
い者スポーツに関する講演会への参加を推進しており、これ
らをきっかけとした、多様な個性を尊重し合う企業文化の醸
成を目指しています。
　アンプティサッカー協会の支援
当社は、2018年8月より「特定非営利活動法人　アン
プティサッカー協会」とパートナーシップ契約を締結しまし
た。当社には、アンプティサッカーの選手でもある社員が在
籍しており、これまでもアンプティサッカーと近い関係にあり
ましたが、障がい者スポーツに関する取組みをさらに推進
し、その関係を深めるため、パートナーとして支援していくこ
ととしました。

2. 環境負荷削減の取り組み

■事業活動に伴う環境負荷の低減
当社は、東京海上グループの方針・計画に沿って、電気、
紙、ガソリン等の使用量について削減目標を定めており、.
具体的な行動計画のもと、環境負荷の低減に取り組んでい
ます。

■環境負荷削減に寄与する商品・サービス

当社は、環境配慮型自動車保険「アサンテ」を販売してい
ます。「アサンテ」は、車の事故の際にリサイクル部品を使用
して修理していただくことで資源を有効活用することを目的
とした商品であり、「アサンテ」の販売を通じて、地球環境保
護に貢献することを目指しています。
また、紙の保険約款に代えてＷｅｂ上で参照いただく「イ
ンターネット約款」、紙証券の発行に代えてWeb上で契約
（変更）内容をご確認いただく「インターネットによる契約確
認サービス（My日新）」等による紙資源の節約に取り組ん
でいます。
2018年度は、収益の一部である1,413,841円（「アサン
テ」に係る寄贈額62,700円、インターネット約款に係る寄
贈額1,351,141円）をケニア共和国の環境保護活動家、故
ワンガリ・マータイ氏が始めたグリーンベルト運動（植林活
動）に活用していただくため、毎日新聞社に寄託しました。
2004年からの寄付総額は1,516万円に達し、2017年
4月14日にはグリーンベルト運動より感謝状が授与されま
した。
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１．交通安全対策  
（１）交通事故防止・被害者への支援　
自賠責保険の運用益を以下のような自動車事故防止対
策および自動車事故被害者支援等に活用しています。
・自動車事故防止対策：高齢者の交通事故防止施策研究
支援、自転車シミュレータの寄贈、飲酒運転根絶事業支
援等

・自動車事故被害者支援：高次脳機能障害者支援、脊髄
損傷者支援、交通遺児支援等

・救急医療体制の整備：高規格救急自動車の寄贈、救急
外傷診療研修補助等

・自動車事故の医療に
関する研究支援

・適正な医療費支払の
ための医療研修等

（２）交通安全啓発活動　
①交差点事故防止活動　

交差点における事故低減を目的として、47都道府
県の事故多発交差点ワースト5の特徴や注意点等をま
とめた「全国交通事故多発交差点マップ」を毎年損保
協会ホームページで公開し、ドライバーや歩行者、自
転車利用者等、交差点を通行するすべての方への啓
発を行っています。

②自転車事故防止活動　
自転車事故の実態やルール・
マナーの解説とともに、自転車
事故による高額賠償事例や自
転車事故に備える保険等を紹
介した冊子と事故防止の啓発
チラシを作成し、講演会やイベ
ントを通じて自転車事故防止
を呼びかけています。

③高齢者の交通事故防止活動
高齢者が運転時や歩行時に
当事者となる交通事故が増加
していることから、チラシを作成
し、高齢者に対して安全な行動
による事故防止を呼びかけて
います。また、映像コンテンツの
公開や、反射材の着用促進等、
事故防止の取り組みを推進し
ています。

④飲酒運転防止活動
企業や自治体における飲酒
運転防止の教育・研修で使用す
る手引きとして「飲酒運転防止
マニュアル」を作成するととも
に、イベント等において本マニュ
アルを活用し、飲酒運転による
事故のない社会の実現に向け
て啓発活動を行っています。

当社では、当社独自の社会貢献活動のほか、一般社団法人日本損害保険協会の一員として、事故、災害および犯罪の防
止・軽減に向けて、さまざまな社会貢献活動に取り組んでおり、2015年9月に国連サミットにて採択されたSDGs
（Sustainable.Development.Goals）の達成にも貢献しています。
主な取り組みは以下のとおりです。

損害保険業界としての社会貢献活動

自転車シミュレータ

CSR（企業の社会的責任）の考え方
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37日新火災の現状 2019

②防火標語の募集と防火ポスターの制作
家庭や職場・地域における防火意識の高揚を図り、
社会の安全・安心に貢献するため、総務省消防庁と共
催で防火標語の募集を行っています。入選作品は「全
国統一防火標語」として、防火ポスター（総務省消防
庁後援・約20万枚作成）に使用され、全国の消防署を
はじめとする公共機関等に掲示されるほか、各種の
防火意識啓発・ＰＲ等に使用されます。

過去5年間の全国統一防火標語
年度 全国統一防火標語

2015年度 無防備な.心に火災が.かくれんぼ
2016年度 消しましょう.その火その時.その場所で
2017年度 火の用心.ことばを形に.習慣に
2018年度 忘れてない？.サイフにスマホに.火の確認
2019年度 ひとつずつ.いいね!で確認.火の用心

③ハザードマップを活用した自然災害リスクの啓発
自治体等が作成しているハザードマップの活用に
あたり、自然災害に対する日頃からの備えや対策を多
くの方に促すことを目的として、eラーニングコンテン
ツ「動画で学ぼう！ハザードマップ」を損保協会ホーム
ページ上に公開し、啓発活動を進めています。

２．防災・自然災害対策

（１）地域の安全意識の啓発
①小学生向け安全教育プログラム「ぼうさい探検隊」の普及

子どもたちが楽しみながら、まちを探検し、まちにあ
る防災、防犯、交通安全に関する施設・設備を発見し
てマップにまとめる「ぼうさい探検隊」の取り組みを通
じ、安全教育の促進を図っています。

②幼児向けの防災教育カードゲーム「ぼうさいダック」の
作成・普及

子どもたちが実際に身体を動かし、声を出して遊び
ながら、安全・安心のための「最初の第一歩」を学ぶこ
とができるカードゲーム「ぼうさいダック」を作成し、
幼稚園・保育所等での実施を通じて、防災意識の普及
に取り組んでいます。

（２）地域の防災力・消防力強化への取り組み
①軽消防自動車等の寄贈

地域の消防力の強化
に貢献するため、小型動
力ポンプ付軽消防自動
車等を全国の自治体や
離島に寄贈しています。



日新火災の経営について

38 日新火災の現状 2019

４．環境問題への取組み  

（１）自動車リサイクル部品活用の推進
限りある資源を有効利用するこ

とにより、産業廃棄物を削減し、地
球温暖化の原因となっているCO2
の排出量を抑制することを目的と
して、自動車の修理時におけるリサ
イクル部品の活用推進に取り組ん
でいます。

（２）自動車修理における部品補修の推進
リサイクル部品の活用同様に、産
業廃棄物とCO2の排出量の抑制を
目的として、啓発動画やチラシによ
る自動車部品補修の推進に取り組
んでいます。
※啓発動画は損保協会ホームページや
ユーチューブに公開しています。

（３）エコ安全ドライブの推進
環境にやさしく、安全運転にも効
果がある「エコ安全ドライブ」の取り
組みを推進するため、ビデオクリップ
（ＤＶＤ）とチラシを作成し、その普及
に取り組んでいます。

３．犯罪防止対策  

（１）盗難防止の日（10月7日）の取り組み
2003年から10月7日を「盗難防止の日」と定め、毎年、
各地の街頭で損保社員、警察関係者等が自動車盗難防止
啓発チラシおよびノベルティを配布し、自動車盗難防止対
策の必要性を訴えています。

（２）自動車盗難の防止
「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクト
チーム」に2001年の発足当初から民間側事務局として参
画し、自動車盗難防止対策に取り組んでいます。

（３）住宅修理業者に関するトラブルへの注意喚起
住宅修理（リフォーム）に関し、

「保険金が使える」と言って勧誘す
る業者とのトラブル相談が多く寄せ
られています。
このようなトラブルに巻き込まれ
ないよう注意を呼びかけるため、独
立行政法人国民生活センターと連
携してチラシを作成し、啓発活動を
行っています。

（４）啓発活動
地域で子どもが犯罪や交通事故
等の不慮の事故に巻き込まれない
よう、大人と子どもが一緒に対策を
考える手引きを作成し、防犯意識の
高揚に取り組んでいます。

CSR（企業の社会的責任）の考え方
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39日新火災の現状 2019

（４）環境問題に関する目標の設定
地球温暖化対策として、CO2排出量の削減と、循環型
社会の形成に向けた廃棄物排出量の削減について、業界
として統一目標を設定し、その実現に向けて取り組んでい
ます。

５．保険金不正請求防止に向けた取り組み  

（１）保険金不正請求ホットラインの運営
2013年1月から「保険金不正請
求ホットライン」を開設して、損害保
険の保険金不正請求に関する情報
を収集し、損害保険各社における
対策に役立てています。

（２）保険金詐欺防止ポスターの作成・掲出
保険金詐欺防止ポスターを作成

し、会員会社や損害保険代理店等に
掲出し、保険金詐欺が重罪※である
ことを周知するとともに、保険金詐
欺をたくらむ人物へのけん制を図っ
ています。
※「刑法第246条第1項　人を欺いて財
物を交付させた者は、10年以下の懲役
に処する。
第2項　前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に
これを得させた者も、同項と同様とする。」

（３）保険金不正請求防止啓発動画の作成・公開
「これくらいならいいだろう」という出来心による保険金
不正請求を防止するため、啓発動画を作成し、損保協会
ホームページやユーチューブに公開しています。
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当社はお客さま本位の安心と補償をお届けし、最も身近で信頼されるリテール損害保険会社を目指すことを経営理念に掲
げ、コンプライアンスの徹底を経営の基本に位置づけています。

また、東京海上グループとして東京海上グループ各社の全役職員が遵守すべきコンプライアンス行動規範を定めています。

当社では、お客さまや社会からの要請に応えていくことを
コンプライアンスと捉え、役職員一人ひとりが常にコンプラ
イアンスを念頭においた業務の遂行に取り組んでいます。
当社の業務品質維持向上を目的とする取締役会委員会

として、社外委員を含む「業務品質向上委員会」を設置して
います。本委員会では、お客さまにご満足いただけるサービ

東京海上グループ コンプライアンス行動規範＜骨子＞
●法令等の徹底
法令や社内ルールを遵守するとともに、公正で自由な
競争を行い、社会規範にもとることのない誠実かつ公
正な企業活動を行います。

●社会との関係
社会、政治との適正な関係を維持します。

●適切かつ透明性の高い経営
業務の適切な運営をはかるとともに、透明性の高い
経営に努めます。

●人権・環境の尊重
お客様、役職員をはじめ、あらゆる人の基本的人権を尊重
します。また、地球環境に配慮して行動します。

１. 人間尊重の原則
日新火災は人間尊重を行動の基本精神とし、事業に関
わる全てのみなさまの権利を尊重し、お客さま本位を実
践するために誠意を持って行動します。

２. 法令等遵守
日新火災は企業行動の基本である法令・ルールについ
てその制定された目的を充分に理解し、それを誠実に
遵守していきます。

日新火災行動規範＜骨子＞
３. 適切な事業活動
日新火災は損害保険会社としての社会・公共的使命を
果たすため、高い企業倫理と透明性を維持し、公正かつ
自由な競争の促進と内部統制の強化に努めます。

４. 積極的な社会参画
日新火災は、損害保険事業の社会的存在意義を更に高め
るため、社会貢献活動や環境問題の取組みなど、社会に対
して有益な働きかけを積極的に行います。

コンプライアンスの徹底

コンプライアンス態勢
スを提供するため、「お客さまの声」をもとに商品・サービ
スや会社業務全般の品質改善の取り組みを統括、推進して
います。
さらに、真のお客さま本位を実現するための取り組みと
して、委員の過半数を社外委員とした「顧客保護委員会」を
設置しています。本委員会では、「お客さまの声」に加え、

コンプライアンス宣言
当社は、お客さま本位の安心と補償をお届けし、最も身近で信頼されるリテール損害保険会社を目指すことを経営
理念としており、コンプライアンスの徹底は当社の経営理念の実践そのものです。
当社では、経営理念の実現に向け行動する際の重要な事項を「日新火災行動規範」として定めています。私たち全役
職員はこの行動規範に則り、事業活動のあらゆる局面において、コンプライアンスの徹底を最優先することをここに宣
言いたします。

日新火災海上保険株式会社
取締役社長　村島.雅人

さらに、当社は、損害保険会社として社会・公共的使命の遂行と人間尊重を信条とし、社会から信頼され続ける為に、日新
火災行動規範を定めています。すべての役職員は日新火災行動規範を誠実に遵守・実践します。
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41日新火災の現状 2019

コンプライアンスの徹底にあたって、社外からの視点で幅広く意見を得るため、社外の有識者が委員として加わる業務品質向上委
員会を設置しています。本委員会は取締役会直属の機関として、会社施策の点検や監視を行うとともに、直接経営に提言しています。
各委員より専門領域をふまえた有益な意見や提言を得ています。

業務品質向上委員会

真のお客さま本位を実現させるため、委員の過半数を社外委員とした「顧客保護委員会」を設置しています。
本委員会は、「お客さまの声」に加え、内部監査等で把握されたお客さまに影響を及ぼす（可能性のある）業務運営について、「お客さ

ま本位」の視点で確認・検証し、業務の改善に努めています。

顧客保護委員会

コンプライアンスの徹底にあたり、毎年度、取締役会において会社全体のコンプライアンス取組方針および同取組方針に対応する
主要施策を策定しています。その施策にしたがって各部門はコンプライアンスの徹底に取り組んでいます。これらのコンプライアン
スの取組状況は、取締役会に定期的に報告しています。

業務品質向上計画

コンプライアンスに関連する問題が発生した場合や発生しそうな場合等に、報告や相談ができる各種の「ホットライン制度」を設け
ています。また、社外のホットライン制度も複数設置して、報告者や相談者が利用しやすい手段を選択できるように配慮しています。
なお、当社の「ホットライン制度」は公益通報者保護法に対応しており、報告者の個人情報は厳重に管理され、報告者が不利益な取り
扱いを受けることはありません。

ホットライン制度

コンプライアンス・マニュアル コンプライアンス研修 モニタリング

「コンプライアンス・マニュアル」を作
成して、全役職員がいつでも参照でき
るようにしています。「コンプライアンス･
マニュアル」には、①コンプライアンス
の考え方、当社の経営理念、コンプライ
アンス宣言、行動規範、②コンプライア
ンス態勢、③問題を発見した場合の対
応、④遵守すべきルールとその解説を
記載しています。そのほか、コンプライ
アンスの重要事項を携帯用カードに掲
載し全役職員に配付することにより徹
底を図っています。

コンプライアンスの徹底と推進を目
的として、全役職員を対象に「コンプラ
イアンス研修」を実施しています。階層
別や職場別の集合研修や社内イントラ
ネットを利用した研修を継続的に実施
しています。研修内容には「コンプライ
アンスの考え方」等の基本的な項目か
ら「実務に即したケーススタディ」まで
を盛り込んだ実効性のある研修の実
施に努めています。

業務が適切に遂行されているかに
ついて、各部による点検や、「コンプラ
イアンスリーダー」、「コンプライアンス
スタッフ」等による「モニタリング」を組
み合わせて、コンプライアンスの取り
組みやルールの遵守状況を継続的に
点検しています。

お客さまに影響を及ぼす（可能性のある）業務運営について
「お客さま本位」の視点で確認・検証し、業務の改善に努め
ています。
また各部では、部長をコンプライアンス責任者とし、マ
ネージャーが部長を補佐するコンプライアンス担当者の役
割を担っているほか、本社には全部門のコンプライアンスを
推進するコンプライアンスリーダーを配置しています。さら
に各地区にはコンプライアンススタッフを配置し、管轄する
部門のコンプライアンスの徹底を図っています。
なお、コンプライアンス上の問題を発見した場合には、速

やかにリスク管理業務品質部等に報告や相談をすることを
義務づけています。何らかの理由で、通常の報告や相談を
することが適当でない場合には「コンプライアンス相談窓口
（リスク管理業務品質部長直通の専用電話）」、「コンプラ
110番（社内イントラネットによるリスク管理業務品質部長
へのＥメール）」、「監査役ホットライン」、「社外ホットライ
ン」、「東京海上ホールディングスや弁護士事務所への直
通電話およびＥメール」等を利用して匿名でも報告や相談を
することができます。
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業務品質向上委員会および
顧客保護委員会事務局

2018年度コンプライアンス体制

本社 管理部門

リスク管理業務品質部

事業部
（営業・損害サービス）

安心サービス部
火新損害サービス部

日新火災グループ会社

東京海上ホールディングス

監査役
（監査役会）

内部監査部

業務品質向上委員会

日新火災

取締役会

経営会議顧客保護委員会

・リスク管理業務品質部にコンプライアンスリーダーを置く
・各地区にコンプライアンススタッフを置く
・各部の部長がコンプライアンス責任者の役割を担う
・各部のマネージャーが部長を補佐するコンプライアンス担当者の
役割を担う

コンプライアンスの徹底
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43日新火災の現状 2019

当社は、「東京海上グループ.反社会的勢力等への対応に関する基本方針」に則り、反社会的勢力等に対する態勢整備と.
毅然とした対応に努めています。

東京海上グループ 反社会的勢力等への対応に関する基本方針（概要）

１．基本的な考え方

東京海上グループは、良き企業市民として公正な経営を貫き広く社会の発展に貢献するため、反社会的勢力等との関
係の遮断および不当要求等に対する拒絶を経営理念の実践における基本的事項として位置づけ、反社会的勢力等に対
して、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応することに努めます。

３．態勢整備

反社会的勢力等との関係を遮断するために、以下の態勢を整備します。
(１)対応統轄部署の設置
(２)問題が発生した場合の報告・相談ルールや体制の制定
(３)研修の実施　等

２．反社会的勢力等からの被害を防止するための基本原則

反社会的勢力等に対し、以下の(１)から(５)に基づき対応します。
(１)組織としての対応
反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、会社組織全体として対応します。ま
た、反社会的勢力等からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保します。

(２)外部専門機関との連携
反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機
関との緊密な連携関係の構築に努め、不当要求等が行われた場合には必要に応じ連携して対応します。

(３)取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力等とは、業務上の取引関係（提携先を通じた取引を含む。）を含めて、一切の関係を持つことのないよう努
めます。また、反社会的勢力等からの不当要求等は拒絶します。

(４)有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

(５)裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力等からの不当要求等が、東京海上グループの各社の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽す
るための裏取引は絶対に行いません。また、反社会的勢力等への資金提供は、リベート、利益上乗せ、人の派遣等、いか
なる形態であっても絶対に行いません。

反社会的勢力等への対応
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当社では、「東京海上グループ.利益相反取引等の管理に関する方針」に則り、お客さまの利益が不当に害されることのない
ように、利益相反取引等の管理に努めています。

東京海上グループ 利益相反取引等の管理に関する方針（概要）

１．利益相反取引等

｢利益相反取引等｣とは、東京海上グループが行う取引等のうち、以下のものをいいます。
(１)お客さまの利益と東京海上グループの利益とが相反するおそれのある取引
(２)お客さまの利益が東京海上グループの他のお客さまの不利益となるおそれのある取引
(３)東京海上グループが保有するお客さまに関する情報をお客さまの同意を得ないで利用する取引（個人情報保護法ま
たは東京海上グループ会社に適用されるその他の法令等の規定に基づく、あらかじめ特定された利用目的に係る取
引を除きます。）

(４)上記(１)から(３)までに掲げるもののほか、東京海上グループのお客さまの保護や東京海上グループの信用維持の観
点から特に管理を必要とする取引その他の行為

２．利益相反取引等の管理の態勢

持株会社である東京海上ホールディングスは、東京海上グループの利益相反取引等の管理に関する事項を一元的に
管理します。
また、日新火災海上保険株式会社は、利益相反取引等の管理を統轄する部署を設置するなど、法令等に従い必要な態
勢整備を行います。

３．利益相反取引等の管理の方法

東京海上グループは、利益相反取引等の管理を、以下の方法により実施してまいります。
(１)東京海上グループ各社は、利益相反取引等のおそれがある取引等を行おうとする場合には、事前に東京海上ホール
ディングスに報告することとします。

(２)東京海上ホールディングスでは、報告された取引等について、お客さまの利益を不当に害するまたは害する可能性が
あると判断した場合には、以下の方法による措置を講じます。
①当該取引を行う部門と当該取引に係るお客さまとの他の取引を行う部門を分離する方法
②当該取引または当該取引に係るお客さまとの他の取引の条件または方法を変更する方法
③当該取引に伴い、当該取引に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該取引に係るお
客さまに適切に開示する方法
④当該取引等に伴い、東京海上ホールディングスおよび東京海上グループ会社が保有するお客さまに関する情報を
利用することについて、当該お客さまの同意を得る方法
⑤当該取引等または当該取引に係るお客さまとの他の取引を中止する方法　
⑥その他、東京海上ホールディングスが必要かつ適切と認める方法

４．利益相反取引等の管理態勢の検証

東京海上ホールディングスは、東京海上グループの利益相反取引等の管理態勢の適切性および有効性について定期
的に検証してまいります。

利益相反取引等の管理

コンプライアンスの徹底
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45日新火災の現状 2019

 地震保険の普及・啓発
地震保険は、地震・噴火・津波による建物・家財の損害を補
償します。法律に基づき国と損害保険会社が共同で運営す
る保険であり、被災者の生活再建資金を確保し、生活の安定
に寄与する役割を担っています。2017年度に火災保険を契
約された方のうち、約６割の方が地震保険に加入しています。
地震保険の理解促進および加入促進は損害保険業界の
社会的使命となっています。
損害保険業界では、テレビ・新聞・
ラジオ・インターネット・ポスター等
を用いた消費者向けの啓発、地震
保険を販売する損保代理店の支
援、リスク啓発と地震保険加入促進
を連携させた取組み等を通じて、地
震保険の理解促進および加入促進
を図っています。

 東京海上グループ
CSRブックレット・サステナビリティレポート
東京海上グループでは、CSR（企業の社会的責任）の取り

組みを、あらゆるステークホルダーの皆さまにご報告すること
を目的として、コミュニケーションツールを作成しています。
「CSRブックレット」（冊子版・PDF版）は、東京海上グループの
CSR活動をわかりやすくまとめたものです。「サステナビリティ
レポート」（WEB版・PDF版）は、東京海上グループのCSR戦
略をデータとともに詳しくまとめたもので、環境省等主催の
「第22回環境コミュニケーション大賞」（環境報告書部門）に
おいて、優良賞を受賞しました。

情報開示、情報提供活動

当社は、お客さまをはじめとするあらゆるステークホル
ダーの皆さまから適正に評価いただくために、当社に関する
重要な情報（財務的・社会的・環境的側面の情報を含む）
の公正かつ適時・適切な開示に努めます。

 ディスクロージャー誌
当社の事業活動についてご理解いただくために、毎年「日
新火災の現状」を作成しています。当社の概要、業績の概況
をはじめ、経営方針、当社の取り組み、決算・財務情報につ
いてわかりやすく説明しています。
また、当社の持株会社である東京海上ホールディングス
では、ステークホルダーの皆さま向けに「統合レポート（東京
海上ホールディングス.ディスクロージャー誌）」を作成してい
ます。

 ホームページ
▪日新火災ホームページ

https：//www.nisshinfire.co.jp/
商品・サービス、各種お手続きのご案内等の情報を掲載

しています。各コンテンツとも、お客さまにとってのわかりや
すさを追求しています。また、当社が発表しているニュースリ
リースもご覧いただけます。

▪契約者さま専用ページ「My日新」
「My日新」は、個人のお客さまを対象にした原則24時間
365日ご利用いただけるインターネットサービスです。契
約内容をご確認いただけるなど、便利なサービスを提供し
ています。

情報開示

情報提供活動
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当社では、お客さまに対する商品の販売・勧誘活動を適正に行うため、「金融商品の販売等に関する法律」を遵守するとと
もに、同法に基づき以下の勧誘方針を定め、全国の店舗で公表しています。
また、当社代理店にも同法の遵守および勧誘方針の策定、公表を指導しています。

１．保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびそ
の他各種法令等を遵守し、適正な保険販売に努めます。

２．保険商品の販売に際しましては、お客さまに重要事項を正しくご理解
いただけるよう努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努め
ます。

３．お客さまの保険商品に関する知識、経験、財産の状況および契約を締
結する目的などを総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に適合し
た保険商品の説明と提供に努めます。

４．保険金の不正取得を防止する観点から、適切な保険販売を行うよう
努めます。

５．保険商品の販売・勧誘にあたっては、深夜や早朝などお客さまにご迷
惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。

６．保険事故が発生した場合には、保険金のお支払いについて迅速かつ
的確に処理するように努めます。

７．お客さまの様々なご意見・ご要望等の収集に努め、商品開発や保険
販売に生かしてまいります。

８．保険商品の適切な販売を確保するために、社内体制の整備と販売に
当たる者の研修に取り組みます。

９．お客さまに関する情報については、業務上必要な目的の範囲内で使
用し、漏洩防止等の管理を厳格に行います。

１０．お客さまのご質問、苦情等につきましては、お客さま相談室にて速やかに
対応させていただきます。

〔当社の勧誘方針〕

勧誘方針
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 リスク管理基本方針およびリスク管理委員会
当社では、財務の健全性と業務の適切性を確保すること

を目的に「リスク管理基本方針」を定め、当社のリスク管理に
関する基本的な事項を明確化するとともに、リスク管理全般

リスク管理

当社におけるリスクは、経営環境の変化等を受けて、一層多様化・複雑化してきています。そのような中で、あらゆるステー
クホルダーの視点に立ったリスク管理を実施することは経営の重要な課題であると認識しています。
こうした観点から、東京海上グループでは、リスク軽減・回避等を目的とした従来型のリスク管理にとどまらず、リスクを定
性・定量の両面のアプローチから網羅的に把握した上で、これらのリスク情報を有効に活用して、会社全体の「資本」「リスク」
「リターン」を適切にコントロールするERM態勢の強化に取り組んでいます。
当社でも、ＥＲＭ態勢の強化を通じた統合的なリスク管理を行うことで、健全性を確保しつつ、再保険の活用等により限られ
た資本を有効に活用して収益性（資本効率）の向上を図っています。
※ＥＲＭ：Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ.Ｒｉｓｋ.Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

リスクベース経営（ERM※）態勢の強化

リスク管理態勢

監査役
監査役会

統合リスク管理 危機管理
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取締役会

リスク管理業務品質部（リスク管理委員会事務局）

経営会議

日新火災

リスク管理委員会

東京海上ホールディングス

リスク管理

を推進するために取締役会委員会として「リスク管理委員
会」を設置しています。
「リスク管理基本方針」に基づき、当社の業務遂行に伴い
発生するリスクを特定し、各リスクについて個別に「リスク管
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リスク管理

 危機管理方針
当社では、お客さま・代理店等のステークホルダーとの関
係に重大な影響が生じる、または当社業務に著しい支障が
生じるような緊急事態が発生した場合の基本方針として、
「危機管理方針」を定めています。
緊急事態が発生した場合は、この「危機管理方針」に基づ

き社長を本部長とする対策本部を設置するなど、緊急事態
下で必要な情報収集と具体的な対応策の企画・立案・指
示・実施を行う態勢としています。

 個別リスク管理
「リスク管理基本方針」で定める個別のリスクの中でも特
に保険引受リスクと資産運用リスクについては、収益の源泉
としてコントロールするリスクであると認識し、リスクとリ
ターンのバランスを勘案したリスク管理を行っています。ま
た、事務リスク、システムリスク等事業活動に付随して発生
するリスク（オペレーショナルリスク等）の管理としては、その
リスクの所在を明らかにし、リスクの発現防止、軽減等を
行っています。
上記により、当社全体として適切なリスク管理を実践し、
経営の安定化を図っています。

１．保険引受リスク

保険引受リスクは、①商品開発リスク（商品の開発または
改定を行うにあたり、適切な保険約款、保険料の設定がなさ
れないこと等により損失を被るリスク）、②元受保険引受リ
スク（契約の引き受けにあたり、引受方針等が適切に設定さ
れないことや引受規程を逸脱した引き受けがなされること
等により損失を被るリスク）、③再保険等リスク（保有するリ
スクに応じた適切な出再対応等がなされないこと等により
損失を被るリスク）の3つからなります。
当社では、商品部門が商品の開発や改定、引受条件の設
定を行うにあたり、関係部門による協議体制を構築し、複数
部門による検証・検討を行うとともに、商品の開発・改定
後の販売環境や収支の状況等をふまえ、必要に応じて保険
料率水準を見直すなど、適切な対応策を実施しています。ま
た、再保険等の手配により、引き受けたリスクの平準化や分
散を図っています。再保険についての詳細はP.61をご参照
ください。
商品部門から独立したリスク管理部門は、これらリスク.

理方針」および主管部署（リスク主管部）を定め、リスクの洗
い出しおよび特定、リスクの評価、リスクの制御、コンティン
ジェンシー・プランの策定、リスクのモニタリングという.
一連のプロセスを通じてリスク管理を実施しています。リス
クの洗い出しおよび特定は、エマージングリスク※も含めて
実施しています。
また、当社の財務の健全性、業務継続性等に極めて大き
な影響を及ぼすリスクは「重要なリスク」として特定・評価
の上、管理計画を策定して対応しています。これらはリスク
管理委員会で審議するとともに、取締役会等に報告を行っ
ています。
※エマージングリスク
環境変化等により、新たに現れてくるリスクであって従来リスク
として認識していないリスクおよびリスクの程度が著しく高まっ
たリスク

 統合リスク管理方針
当社では、格付の維持と倒産防止の観点ならびに当社お
よびその子会社・関連会社全体での資本の有効活用を図る
観点から、「統合リスク管理方針」に基づき、資本・リスクを
一元的に管理する統合リスク管理を行っています。なお、統合
リスク管理は当社を含む東京海上グループ全体で運営して
おり、この枠組みの中で当社の統合リスク管理態勢を整備し
ています。
当社およびその子会社・関連会社が保有するリスクにつ
いて、所定のリスク保有期間および信頼水準に基づき、発生
する可能性がある潜在的な損失額を定量化しています。定
量化の手法としてはバリューアットリスク(VaR)というリス
ク指標を採用しています。定量化されたリスクをもとに各事
業分野に資本を配分するとともに、その範囲内で適切な事
業運営を行っています。リスクが顕在化した場合においても
資本の範囲内で損失を吸収できるよう、適切にリスクをコン
トロールしています。
また、当社では、資本の十分性の検証を目的として、大規
模な自然災害や金融市場の混乱等、将来の不利益が生じる
ストレスシナリオを用いたストレステストを実施しています。
ストレスシナリオは定期的に見直しを行っています。なお、ス
トレステストの結果は、リスクのコントロール等の各種経営
判断に活用しています。
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管理の実施状況をモニタリングし、リスク管理委員会等に
報告するとともに、リスク管理手法の検証や見直しを適時に
行っています。

2．資産運用リスク

資産運用リスクは①市場リスク、②信用リスク、③不動産
投資リスクの3つからなります。①市場リスクは金利・為
替・株価等の市場変動、②信用リスクは個別与信先の信用
力の変化、③不動産投資リスクは賃貸料等の変動により不
動産にかかる収益が減少する、または不動産の価格変動に
伴い、それぞれポートフォリオの価値が下落するリスクをい
います。
当社では、取締役会にて制定した「資産運用リスク管理
方針」に基づき、運用部門から独立したリスク管理部門
が、定性・定量の両面から資産運用リスク管理を実施して
います。
具体的には、運用部門が市場環境等をふまえて策定する
資産運用リスク管理計画について、リスク管理部門はその
内容をリスク管理の観点から検証するほか、運用部門が投
資可能商品や各種限度額等について明文化する「資産運用
ガイドライン」を策定するにあたっては、リスク管理部門はそ
の内容を確認し、承認を行うなど、運用部門に対してけん制
機能を発揮しています。
リスク管理部門では、「資産運用ガイドライン」を含めた
資産運用リスク管理に関する規程の遵守状況をモニタリン
グし、リスク管理委員会等に報告するとともに、リスク手法
の検証や見直しを適時に行っています。

3．オペレーショナルリスク等

流動性リスク
流動性リスクは、①資金繰りリスク、②市場流動性リスク
の2つからなります。①資金繰りリスクは、当社の財務内容
の悪化や巨大災害による支払保険金の増加等を原因として
資金流入の減少または資金流出の増加が生じることによ
り、当社が債務を履行できなくなるリスク、または、資金の確
保にあたり通常よりも著しく高いコストでの調達もしくは著
しく低い価格での資産売却を余儀なくされることにより損失
を被るリスクをいいます。②市場流動性リスクは、市場の混
乱等により市場において取り引きができない、または通常よ
りも著しく不利な価格での取り引きを余儀なくされることに
より、損失を被るリスクをいいます。

事務リスク
事務リスクとは、社員・代理店等の不適正な事務処理や
事故・不正等により損失を被るリスクです。当社では、事務
処理の厳正化に向けて、各種規程の整備や事務処理部門に
おける実務研修、チェック・サポート体制等を強化していま
す。また、内部監査を全社において実施するなど、リスクの
防止・縮減に向けた取り組みを推進しています。

システムリスク
システムリスクとは、システム開発のミスや遅延、システム
運用の誤り、システムトラブル等により損失を被るリスクで
す。当社では、システムリスクを「IT投資リスク」「IT開発リ
スク」「ITインフラリスク」等に分類し、IT投資・開発に係
る検討体制の強化、テスト・モニタリングの強化、社外との
ネットワーク接続面を含めたさまざまなセキュリティ対策の
強化等、リスク特性に応じた手法によるリスク管理を実施し
ています。さらに地震等の有事・災害対策としてバックアッ
プセンターを設置し、メインセンターが被災した場合の迅速
なシステム復旧体制を構築しています。

その他のリスク
当社では、前記のリスクのほかに「情報漏えいリスク」「法
務リスク」「レピュテーショナルリスク」「事故・災害・犯罪
リスク」「人事労務リスク」「子会社関連会社リスク」につい
てもそれぞれ管理ルールを定め、リスクに応じた手法による
リスク管理を実施しています。
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 第三分野保険の特徴
第三分野保険とは、医療保険、がん保険、所得補償保
険、介護費用保険、その他の疾病または介護を事由とする保
険および特約をいいます。
通常、契約期間が長期にわたることが多く、また医療政策
等の外的要因の影響を受けやすいことから、他の保険と比
べて過去の実績から将来の危険発生率を予測することが難
しく、不確実性を有しているといえます。そのため、責任準備
金は、その不確実性も含めて十分に積み立てておく必要が
あります。

 責任準備金の十分な積み立てに向けて
当社では、現状の責任準備金が、十分に積み立てられて
いるかどうか、以下のとおり実績の事故データを用いた事
後的な確認を行っています。確認の結果、十分に積み立てら
れていなければ追加して責任準備金を積み立てることとし
ています。

1．第三分野保険における責任準備金の積み立ての
適切性を確保するための考え方

保険業法第121条第1項第1号に基づき、保険計理人
は第三分野保険を含む各種保険の責任準備金が健全な保
険数理に基づいて積み立てられているかどうかを確認して
います。この確認は、関係法令のほか公益社団法人日本ア
クチュアリー会が定める「損害保険会社の保険計理人の実
務基準」に基づき行っています。また、長期（保険期間1年
超）の第三分野保険に関しては、平成10年大蔵省告示第
231号に基づくストレステストを商品部門が実施していま
す。さらに、その結果を保険計理人が検証することで、責任
準備金の十分性を確認しています。

2．ストレステストにおける危険発生率の設定水準の
合理性および妥当性

ストレステスト実施においては、平成10年大蔵省告示第
231号に基づき、実施要領を定めています。具体的には、ス
トレステストにおける危険発生率は、実績の発生率を基礎と
して将来10年間に見込まれる支払保険金を99％の信頼度
でカバーする水準としています。

健全な保険数理に基づく第三分野保険の責任準備金の確認についての合理性および妥当性
3．ストレステストの結果

ストレステストの結果、長期の第三分野保険の2018年
度末（平成30年度末）責任準備金は不足していないことが
確認できたため、ストレステストに基づく責任準備金の積み
立ては行っていません。

リスク管理
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資産運用

当社は、安全性、収益性および保険金等のお支払いに備えた流動性のみならず、社会・公共性に資するような資産運用を
行っています。
そのため、資産・負債総合管理（ALM：.Asset.Liability.Management）を軸として、保険商品の特性をふまえた適切なリスク
コントロールのもとで、長期・安定的な収益確保および効率的な流動性管理を目指した取り組みを行っています。

■保険負債対応資産
お客さまに保険金をお支払いする商品の運用については、保険負債対応資産として、保険商品の持つ負債特性や、将来の
保険金を確実にお支払いするための収益性・流動性等をふまえた、中長期的に目指すポートフォリオを軸とした運用を行って
います。具体的には、高格付債券を中心とした金利資産を保有することで、保険負債が抱える金利リスクを適切にコントロール
しつつ、一定の信用リスクをとる運用を行っています。また、外国証券投資等も活用しながら、国内外でのリスク分散と運用手
法の多様化を図ることで、中長期的な収益確保を目指しています。

■積立勘定資産
満期返れい金という形でお客さまにお支払いする商品については、その積立資産を積立勘定資産として他の資産と区分

し、厳格なALM運用により金利リスクを円金利資産で適切にコントロールし、安定的な剰余の価値（運用資産価値－保険負債
価値）の拡大を目指しています。

■その他の資産
その他の資産の運用については、運用収益を安定的に拡大し、財務基盤の健全性確保を図りつつ、総合的に当社の企業価
値の向上に資することを目指しています。特に、取引関係の強化を図る目的で保有している政策株式については、保険取引面
も含めた経済合理性およびグループ資本への影響等をふまえ、総量削減に努めています。

資産運用方針
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当社はお客さま情報の取り扱いについて、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」、行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律（「マイナンバー法」）、その他関連法令、金融分野における個人情報保護に関
するガイドライン、損害保険会社に係る個人情報保護指針等にしたがって、適切な措置を講じています。
お預かりしたお客さまの個人情報ならびに特定個人情報等（個人番号および特定個人情報）が適正に取り扱われるよう
に、代理店および従業者等への教育や指導を徹底するほか、個人情報の取り扱いおよび安全管理に係る適切な措置について
は、適宜見直し、改善しています。
当社の個人情報ならびに特定個人情報等に対する取り組み方針等は「個人情報の取扱いについて＜個人情報保護宣言＞」

として当社ホームページに常時掲載するとともに、当社各店舗の店頭に掲示し、広く一般に公表しています。

個人情報の取扱いについて
＜個人情報保護宣言＞

日新火災海上保険株式会社

弊社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、損害保険業に対す
る社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する
法律（以下、「個人情報保護法」といいます。）、行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、
「マイナンバー法」といいます。）、その他の関連法令、金融分野
における個人情報保護に関するガイドラインその他のガイドライ
ンや一般社団法人日本損害保険協会の「損害保険会社に係る
個人情報保護指針」ならびに東京海上グループ.プライバシー・ポ
リシーを遵守して、個人情報、個人番号および特定個人情報（以
下、「特定個人情報等」といいます。）ならびに匿名加工情報を適
正に取り扱うとともに、安全管理については、金融庁および一般
社団法人日本損害保険協会の実務指針に従って、適切な措置を
講じます。弊社は、個人情報、特定個人情報等および匿名加工情
報の取扱いが適正に行われるように、弊社代理店および弊社業
務に従事している者への教育・指導の徹底に努めます。なお、以
下に記載の内容についても適宜見直しを行い、改善に努めてい
きます。.
※本個人情報保護宣言における「個人情報」および「個人デー
タ」とは、特定個人情報等を除くものをいいます。

１.個人情報の取得
（特定個人情報等については９．をご覧ください。）
弊社は、業務上必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個
人情報を取得します。.
弊社は、保険契約の申込書、保険金請求書、取引書類、アンケー
トなどにより個人情報を取得します。
また、各種ご連絡やお問い合わせ、ご相談等に際して、内容を正
確に記録するために、通話内容の録音などにより個人情報を取
得することがあります。

２.個人情報の利用目的
（特定個人情報等については９．をご覧ください。）
弊社は、取得した個人情報を、以下の目的ならびに下記、5．およ
び、6．に掲げる目的（以下「利用目的」といいます。）に必要な範
囲で利用します。
利用目的は、ご本人にとって明確になるよう具体的に定め、ホー
ムページで公表します。また、取得の場面に応じて利用目的を限

定するよう努め、申込書・パンフレット等に記載します。さらに、
利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、
ホームページ等により公表します。
（ 1）損害保険契約の申込みに係る引受の審査、引受および管理.
（ 2）満期返れい金・給付金等の支払い.
（ 3）損害保険契約にかかる付帯サービスの提供.
（ 4）再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険

金の請求.
（ 5）弊社が取り扱う損害保険商品やサービスの案内・提供.
（ 6）東京海上グループ会社・提携先企業が取り扱う商品やサー

ビスの案内.
（ 7）保険金請求に係る保険事故の調査（関係先への照会を含み

ます）
（ 8）保険金の支払い.
（ 9）弊社が有する債権の回収.
（10）保険金不正請求等の犯罪防止・排除.
（11）弊社が取り扱う融資、国債窓販の各種手続きおよび管理.
（12）弊社又は弊社代理店が提供する商品やサービス等に関する

アンケートの実施.
（13）市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による

新たな商品やサービスの開発.
（14）弊社社員の採用・雇用管理、販売網基盤（代理店等）の新

設・維持管理.
（15）他の事業者から個人情報の処理の全部又は一部について委

託された場合等において、委託された当該業務.
（16）その他、上記（1）〜（15）に付随する業務ならびにお客さまと

のお取引き、および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行
するために行う業務.

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うとき
には、個人情報保護法第16条第3項各号に掲げる場合を除き、
ご本人の同意を得るものとします。

３.個人データの第三者への提供および第三者からの取得
（特定個人情報等については９．をご覧ください。）
（ 1）弊社は、以下の場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく

個人データを第三者に提供しません。
①.法令に基づく場合.
②医療機関をはじめ、保険金の請求および支払いに関する
関係先等に対して、申込内容や告知事項に関する照会等
を行う場合.

③質権および抵当権等の担保権者が、担保権の設定等に.

個人情報への対応
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係る事務手続きおよび担保権の維持・管理・行使のため
に個人情報を当該担保権者に提供する場合.

④上記.2．の利用目的を達成するために必要な業務の全部
又は一部を、委託先（保険代理店を含みます）に委託す
る場合.

⑤再保険会社と再保険契約の締結、再保険金の請求等を
行う場合.

⑥東京海上グループ会社・提携先企業との間で共同利用す
る場合（⇒下記.5．をご覧ください）.

⑦一般社団法人日本損害保険協会および損害保険会社等
の間で共同利用する場合（⇒下記.6．をご覧ください）.

⑧損害保険料率算出機構との間で共同利用する場合（⇒
下記.6．をご覧ください）.

⑨国土交通省との間で共同利用する場合（⇒下記.6．をご
覧ください）.

（ 2 ）弊社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に
提供した場合には当該提供に関する事項（どのような提供
先に、どのような個人データを提供したか等）について記
録・保存し、個人データを第三者から取得する場合には当
該取得に関する事項（どのような提供元から、どのような個
人データを取得したか、提供元の第三者がどのように当該
データを取得したか等）について確認・記録・保存します。

４.個人データおよび特定個人情報等の取扱いの委託
弊社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データお
よび特定個人情報等の取扱いを外部に委託することがありま
す。弊社が外部に個人データおよび特定個人情報等の取扱いを
委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託
先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適
切な監督を行います。
弊社では、例えば次のような場合に、個人データの取扱いを委託
しています。（（4）．については特定個人情報等を含みます。）
（ 1）保険契約の募集に関わる業務
（ 2）損害調査に関わる業務
（ 3）情報システムの保守･運用に関わる業務
（ 4）支払調書等の作成および提出に関わる業務

５.グループ会社・提携先企業との共同利用
（特定個人情報等については共同利用を行いません。）
上記.2.（1）から（16）に記載した利用目的のため、ならびに持株
会社による子会社の経営管理のために、弊社と東京海上グルー
プ各社・提携先企業との間で、以下のとおり個人データを共同利
用いたします。
（ 1）個人データの項目：住所、氏名、電話番号、電子メールアドレ

ス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容
および事故状況、保険金支払状況等の内容.

（ 2）管理責任者：弊社.
※弊社のグループ会社・提携先企業については、下記16．をご覧
ください。

６.情報交換制度等
.（特定個人情報等については情報交換制度等の対象外です。）
（ 1）損害保険業界の情報交換制度について
弊社は、保険契約の締結又は保険金の請求に際して行われる不.

正行為を排除するために、損害保険会社等との間で個人データ
を共同利用いたします。
※詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホーム
ページ（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。.

（ 2）損害保険料率算出機構との共同利用について
弊社は、自動車損害賠償責任保険（以下「自賠責保険」といいま
す）に関する適正な支払のために、損害保険料率算出機構との
間で個人データを共同利用いたします。
※詳細につきましては、損害保険料率算出機構のホームページ
（https://www.giroj.or.jp）をご覧ください。

（ 3）代理店等情報確認業務について
弊社は、損害保険代理店の委託および監督ならびに弊社の社員
採用等のために、損害保険会社等との間で損害保険代理店等
の従業者に係る個人データおよび一般社団法人日本損害保険
協会が実施する損害保険代理店試験の合格者等の情報に係る
個人データを、以下の５つの制度において共同利用いたします。
※詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホーム
ページ（http://www.sonpo.or.jp/about/guideline/
kyoudou_dairiten/）をご覧ください。.
①特研生情報制度
②代理店廃止等情報制度（2013年6月末日までに取得した個
人データを対象とします）

③合格者情報等の取扱い
④代理店登録・届出の電子申請等における個人情報の取扱い
⑤募集人・資格情報システムの登載情報の取扱い
また、弊社は、保険募集人の適格性および資質を判断する参考
等とするために、代理店廃止等情報制度および廃業等募集人情
報登録制度において、損害保険会社等および生命保険会社等と
の間で、保険募集人に係る個人データを共同利用します（2013
年7月1日以降に取得した個人データを対象とします）。
（ 4）原動機付自転車・軽二輪自動車に係る無保険車防止のため

の「国土交通省への自賠責保険のデータ提供」について
弊社は、原動機付自転車および軽二輪自動車の自賠責保険の
無保険車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責保険契約
期間を満了していると思われる上記車種のご契約者に対し契約
の締結確認のはがきを出状するため、上記車種の自賠責保険契
約に関する個人データを国土交通省へ提供し、同省を管理責任
者として同省との間で共同利用いたします。
共同利用する個人データの項目は、以下のとおりです。
・契約者の氏名、住所. ・自動車の種別
・証明書番号、保険期間. ・車台番号、標識番号又は車両番号.
※詳細につきましては、国土交通省のホームページ（http://
www.jibai.jp）をご覧ください。

７.信用情報の取扱い
信用情報に関する機関（ご本人の借入金返済能力に関する情報
の収集および弊社に対する当該情報の提供を行うものをいいま
す）から提供を受けた情報の利用目的につきましては、「保険業
法施行規則第53条の9」に基づき、返済能力の調査に限定され
ています。.
弊社は、これらの情報につきましては、ご本人の返済能力の調査
以外には利用いたしません。
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８.センシティブ情報の取扱い
弊社は、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本
籍地、保健医療および性生活に関する情報（本人、国の機関、地
方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号もしくは同法施
行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、また
は、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形
上明らかなものを除きます。以下「センシティブ情報」といいま
す。）を、個人情報保護法、その他の法令、ガイドラインに規定す
る場合を除くほか、取得、利用または第三者提供しません。

９．特定個人情報等の取扱い
特定個人情報等は、マイナンバー法により利用目的が限定されて
おり、弊社は、その目的を超えて取得・利用しません。
マイナンバー法で認められている場合を除き、特定個人情報等を
第三者に提供しません。

１０．ご契約内容・事故等に関するご照会
ご契約内容や事故に関するご照会については、保険証券記載も
しくは最寄の弊社支店・支社・損害サービスセンター、又はご契約
の取扱代理店までお問合せください。弊社は、ご照会者がご本人
であることを確認させていただいたうえで、対応いたします。

１１．個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情
報等に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等

個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情報
等に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等に関するご請
求については、弊社「個人情報保護法に基づく開示等請求につい
て」をご覧いただくか、下記.14..までお問合せください。弊社は、
ご請求者がご本人であることを確認させていただくとともに、弊
社所定の書式にご記入いただいたうえで手続きを行い、後日、原
則として書面で回答いたします。なお、利用目的の通知請求およ
び開示請求については、弊社所定の手数料をいただきます。

１２．個人データおよび特定個人情報等の安全管理等
弊社は、取り扱う個人データおよび特定個人情報等の漏えい、滅
失またはき損の防止その他、個人データおよび特定個人情報等
の安全管理のため取扱規程等の整備および安全管理措置に係
る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じています。

１３．匿名加工情報の取扱い
（ 1）匿名加工情報の作成
弊社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人
を識別することができないように個人情報を加工して得られる
個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することがで
きないようにしたもの）を作成し、自ら当該匿名加工情報を取り
扱う場合には、以下の対応を行います。
・法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関す
る情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じること
・作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
・作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をし
ないこと

（ 2）匿名加工情報の提供
弊社は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に.

提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる
個人に関する情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提
供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であ
ることを明示します。

１４．お問合せ窓口
弊社は、個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報の取扱
いに関する苦情やご相談に対し、適切･迅速に対応します。
弊社の個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報の取扱
いならびに個人データ、特定個人情報等および匿名加工情報の
安全管理措置に関するご照会やご相談は、下記までお問合せく
ださい。また、弊社からのEメール、ダイレクトメール等による新
商品やサービスの案内について、ご希望されない場合は、下記の
お問合せ先までお申し出ください。ただし、保険契約の維持・管
理、保険金のお支払い等に関する連絡は対象となりません。

１5．認定個人情報保護団体
弊社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人日本損害
保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情
報、特定個人情報等および匿名加工情報の取扱いに関する苦情
や相談を受付けています。.

１６．会社一覧
上記5..に記載の弊社のグループ会社・提携先企業は、以下のと
おりです。
（ 1）グループ会社
こちら（https://www.tokiomarinehd.com/group/index.
html）をご覧ください。
（ 2）提携先企業
個人データを弊社が提供している提携先企業はございません。

（注）以上の内容は、弊社業務に従事している者の個人情報、特
定個人情報等および匿名加工情報については対象としてい
ません。

以上

【お問合せ先】
日新火災テレフォン
サービスセンター お客さま相談室 弊社支店・支社・

損害サービスセンター

電話
番号 0120-616-898 0120-17-2424

お手元の保険証券
もしくは保険約款に
記載しております。

受付
時間

平日
9:00〜20:00
土日祝日
9:00〜17:00

午前9時〜午後5時
土日祝祭日および
年末年始を除く

午前9時〜午後5時
土日祝祭日および
年末年始を除く

一般社団法人日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター
（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）
所在地：〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町2-105

ワテラスアネックス7階
電話：03-3255-1470

受付時間.:.午前9時〜午後5時
. . 土日祝祭日および年末年始を除く

ホームページ：http://www.sonpo.or.jp/

【お問合せ窓口】

個人情報への対応
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 代理店の役割と業務内容
代理店は、保険会社の委託を受けて、保険会社に代わっ
て、保険契約の募集・締結を行い、保険料を領収することを
基本業務としています。また、代理店の最も大切な役割は、
お客さまを取り巻くさまざまな危険に対して最適な保険を提
供することです。災害や事故が発生した場合には、お客さま
一人ひとりに寄り添った対応に努め、一刻も早く保険金が
支払われるよう、お客さまにとって一番身近な存在として
お客さまをサポートしています。

 代理店の登録・届出
代理店を始めるには保険業法第276条に基づいて内閣
総理大臣の登録を受ける必要があります。また、保険募集を
行う募集人は、同法第302条に基づいて内閣総理大臣に
届出をすることが義務づけられています。

 代理店数の推移
当社の代理店数は、下表のとおりです。

2016年度末 2017年度末 2018年度末

13,715店 13,607店 13,148店

募集制度
当社が取り扱っている保険商品のほとんどが、当社と代理店委託契約を結んでいる代理店を通じて販売されています。
当社では、全国約1万3千店の代理店が、安心を実感していただける的確で誠実な対応を常に心がけ、お客さまにとって
わかりやすい商品とご満足いただけるサービスを提供しています。

 代理店の教育
当社の代理店は、お客さまにとってわかりやすい商品とご.
満足いただけるサービスを提供し、安心と補償をお届けする.
大切な役割を担っています。当社は、代理店に所属する募集.
人が必要な最新の知識・能力を習得し、その資質を向上さ.
せるための募集人教育を実施しています。

■  募集人教育（資格制度・講習制度）
（１）損害保険募集人一般試験
募集人は、お客さまの利益を損なうことなく、適正な保険募
集を行うために必要な知識を十分に身に付ける必要があり
ます。募集人が、保険募集に関する知識を身に付け、お客さま
のニーズに応じたわかりやすい説明が行えるよう、一般社
団法人日本損害保険協会が運営する「損害保険募集人一
般試験」を導入・実施しています。
損害保険募集人一般試験制度は、「基礎単位」と「商品単
位」で構成されています。「基礎単位」は、損害保険の基礎
やコンプライアンス等の保険募集のための基礎的な知識の
習得を目的としており、この「基礎単位」の試験に合格しなけ
れば、代理店登録または募集人届出ができません。また、募
集人は、取り扱う保険商品に応じた「商品単位」の試験に合
格しなければ、当該保険商品の取り扱いができません。

（2）損害保険大学課程
損害保険募集人一般試験に合格した募集人向けに、損害
保険の募集に関する知識・業務のさらなる向上を図ること
を目的として、一般社団法人日本損害保険協会が運営する
「損害保険大学課程（専門コース、コンサルティングコー
ス）」を導入・実施しています。

（3）実務講習制度
募集人が当社の商品を販売するにあたり、お客さまの
ニーズにあった商品を提供するなど、適切な保険募集を行
う募集人を育成するため、当社の商品内容や契約手続き等
を学ぶ実務講習を実施しています。

■ 各種研修・セミナーの開催
代理店としての商品知識、事故対応力、販売手法、経営手
法等の習得だけではなく、金融・経済情勢の研究や、経験
交流を目的とした各種の研修やセミナーを開催しています。
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入社

入社1ヵ月
初期研修

入社2ヵ月
2次研修

入社当月より、本社研修スタッフ、所属の事業部スタッフおよ
びサービス支店社員の連携による個別指導を行い、販売手法
や行動管理等、個々のリスクアドバイザー社員に適した教育を
実施します。

入社月に、基礎学習としてリテール商品知識（自動車・火災・
傷害）、コンプライアンスの研修を行います。

販売スキル、行動・目標管理手法、市場開拓手法、販売ツール
の研修を行い、営業力のスキルアップを目指します。

入社9ヵ月
3次研修

1年目の活動分析や今後の課題の洗い出し、2年目の活動方
針の決定を行うとともに、法人白地開拓手法、事故対応、満期
更改実務のスキルアップを図ります。

入社20ヵ月
4次研修

先輩講師による講演のほか、2年間の活動分析や今後の課題
の洗い出し、独立に向けた具体策の決定を行うとともに、法人
白地開拓手法、事故対応、満期更改実務のさらなるスキルアッ
プを図ります。

独立後
TPセミナー

社内外の講師による講演のほか、プロ代理店として独立後の
現状分析等を行い、さらなる飛躍を図ります。

 代理店の育成
当社は、お客さまのさまざまなニーズに応えられる、優れ
た代理店の新設や育成に力を入れています。新設代理店
は、まず、基本的な商品知識や業務知識を習得し、保険募集
を行います。さらに、より高度な商品知識を習得することで
契約の取り扱いが増え、当社の契約募集の中核となる代理
店に成長していきます。

 代理店経営者養成制度
当社の代理店経営者養成制度であるリスクアドバイザー
社員制度は、専属プロ代理店を目指す方が、一定期間当社
にリスクアドバイザー社員として在籍し、契約募集およびこ
れに関連した業務に従事しながら保険販売に必要なさまざ
まな知識と実務を習得する制度です。
リスクアドバイザー社員制度は精鋭主義を基本とし、育成
期間中の研修内容や待遇面等を効果的に組み立てて運営
しているのが特色です。
入社してからプロ代理店として独立するまでの一貫した育
成体系が、リスクアドバイザー社員を損害保険のプロフェッ
ショナルへと導きます。さらに独立後のセミナーも用意し、リ
スクアドバイザー社員出身代理店の活動を支援しています。
こうした育成カリキュラムを修了したリスクアドバイザー
社員は、損害保険のプロフェッショナルとして全国各地で活
躍し、その多くが当社代理店の中核に育っています。

〈育成カリキュラム〉

募集制度
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商品・サービスについて

58 日新火災の現状 2019

保険の仕組み
保険の仕組み

 保険制度
保険制度とは、偶然の事故による損害を補償するため
に、多数の人々が統計学に基づくリスクに応じた保険料を
支払うことによって、事故発生により損害を被った際に保険
金を受け取ることができる仕組みです。このように保険に
は、「大数の法則」に基づいて相互にリスクを分散し、経済
的補償を行うことにより、個人生活と企業経営の安定を支
える社会的機能があります。

 損害保険契約の性格
損害保険契約とは、保険会社が一定の偶然な事故によっ
て生ずることのある損害を補償することを約束し、保険契約
者がそれに対して保険料を支払うことを約束する契約（有
償・双務契約）です。なお、損害保険は無形の商品ですの
で、保険約款でその内容を定めています。保険約款には、当
社と契約者・被保険者（保険の補償を受けられるかた）の権
利・義務が具体的に記されています。また、当事者の合意の
みで成立する諾成契約という性格を有していますが、通
常、契約引受の正確を期すために保険契約申込書を作成
し、契約の証として保険証券等を発行します。保険契約申込
書や保険約款に記載された事項が保険契約者と保険会社
の双方を拘束するものになります。

 保険料率
お支払いいただく保険料の算出根拠となる保険料率は、
当社が金融庁から認可を取得した、または金融庁への届出
を行ったものを適用しています。保険料は、純保険料（保険
金のお支払いに充てられる部分）と付加保険料（保険会社
の運営に必要な経費や代理店手数料等に充てられる部分）.
から成り立っています。
なお、自動車保険、火災保険、傷害保険等については純
保険料率（保険料率のうち保険金のお支払いに充てられる
部分）を参考純率として、また、自動車損害賠償責任保険、
地震保険については営業保険料率を基準料率として損害
保険料率算出機構が算出し、会員保険会社に提供してい
ます。

 保険の募集
損害保険の募集は、保険会社の社員または保険会社が保
険契約を結ぶ権限を付与している代理店が行っています。

 商品内容の提案と説明
お客さまとのご相談を通じて、お客さまの抱えるリスクや
ご意向などを把握し、適切な保険商品・プランを提案・説
明します。また、「パンフレット」「重要事項説明書（契約概
要・注意喚起情報等）」「ご契約のしおり」等を用いて、商品
内容をわかりやすく説明します。

 適切な保険金額の設定
損害保険契約は、事故や災害による損害に対して、適正
な保険金で補うことが目的です。適切な保険金額で契約さ
れてこそ、万一の時にお役に立ちます。
たとえば火災保険をご契約いただく場合、保険の目的と
なる建物等の評価額に応じた保険金額を設定いただきま
す。保険金額が評価額を超過している契約の場合は、一定
の条件のもとで、保険契約者はその超過分を取り消すこと
ができます。また、評価額を下回る契約の場合は、一部保険
となり、十分な補償を受けられないことがあります。

 契約内容のご確認と保険契約の申し込み
ご契約の引き受けや保険料の決定に必要な情報として、
代理店や保険会社が保険契約申込書等で質問する事項
（告知事項）について、ありのままにご回答いただきます。
万一告知いただいた内容が事実と異なる場合や告知いた
だかない場合には、保険契約を解除の上、保険金をお支払
いできないことがあります。
お申し込みいただく商品やプランがお客さまのご意向
に沿った内容であることや、保険契約申込書に表示・記
載された内容に誤りがないことをご確認いただき、保険
契約申込書にご署名または記名・捺印をいただきます。

契約手続きの流れ
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 保険料のお支払い
保険料のお支払いにあたりましては、保険の種類によ

り、金融機関での口座振替、クレジットカード、コンビニエン
スストア・郵便局等での払込取扱票等、便利な方法をご利
用いただけます。
保険料を現金でお支払いいただく場合には、契約と同時
にお支払いいただくことになります。その際に、当社は所定
の保険料領収証を発行します。
保険のお申し込みをいただいても、それぞれの払込方法
ごとに定められた期日までに保険料のお支払いがないと、
保険金をお支払いできません。
なお、保険契約が失効した場合や、解除された場合に
は、保険約款の規定にしたがって保険料をお返しします。.
（ただし、お返しできない場合もあります）

 保険証券等の内容の確認
通常、保険契約後、契約の証として保険証券等を作成の
上、発送します。保険契約者は、お申し込み内容どおりとなっ
ているかどうかをご確認いただくこととなります。

 契約後にご注意いただきたいこと
1. 契約内容に変更が生じた場合には、ご連絡ください
契約後に保険証券等に記載されている内容に変更が生じ
た場合には、保険契約者から当社代理店または当社にご連
絡いただく必要があります。
ご連絡をいただけない場合には、変更が生じた時からご
連絡いただくまでの期間の事故による損害について、保険
金をお支払いできないことがあります。

2. 保険証券等を適宜ご確認ください
事故が起きたとき、すでに保険期間が終了していたり、契
約内容の変更のご連絡を忘れていたりすることのないよう
に、保険証券等を定期的にご覧いただき、保険期間や契約
内容をご確認いただくことが重要です。

 クーリング・オフについて
保険期間が1年を超える個人向け契約（金銭消費貸借契
約その他の契約の債務の履行を担保するための保険契約
や営業または事業のための保険契約等を除きます）につい
て、クーリング・オフ制度が適用されています。
お客さまが契約をお申し込みいただいた日またはクーリン
グ・オフに関する説明事項記載書面の受領日のいずれか遅
い日からその日を含めて8日以内であれば、違約金等を負
担することなくお申し込みの撤回または解約を行うことがで
きます。

■ 契約手続きの流れ（例）
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■ 事故発生から保険金お受け取りまでの流れの図
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事故発生から保険金お受け取りまでの流れ

1. 事故の発生
万一事故が発生したら、まず負傷者の救護や二次災害の
防止をしてください。また同時に、警察署・消防署等へ通報
してください。自動車事故の場合は、相手の方の住所・氏
名・勤務先・保険会社等を確認してください。

2. 日新火災または日新火災代理店へのご連絡
緊急措置後は、速やかに当社または当社代理店までご連
絡ください。お名前（契約者名）・証券番号・保険種目と事
故の日時・場所・状況、損害の概略、届出警察署・消防署
名等を伺います。
当社の「サービス24」では、フリーダイヤル（無料）で夜
間・休日を問わず、24時間体制で事故のご連絡・ご相談
を受け付けています。

サービス24　0120-25-7474
3. 日新火災による損害サービス
当社の損害サービス拠点で、お客さまよりご連絡を受けた
事故について、保険種目・証券番号をもとに担保条件・特
約条項等の契約内容を確認します。
その後、当社の専門スタッフ、一般社団法人日本損害保険
協会に登録された鑑定人等が、事故物件・罹災現場の確認
や、被害者・修理業者・病院との打ち合わせ等を行います。.

また、お客さまには進捗状況を節目節目にご連絡します。
なお、解決までの相手の方との示談交渉は、お客さまとご
相談の上、進めていきます。

4. 保険金請求書類のご提出
事故の内容、お支払いする保険金の種類に応じて、必要
な書類を当社へご提出いただきます。

5. 保険金お支払額の決定
契約者・被害者・修理業者・病院等の関係者と打ち合
わせし、修理費見積書、診療報酬明細書、領収証等の資料を
確認の上、お支払いする保険金の額を決定します。

6. 保険金のお受け取り
保険金のお受け取りは、銀行等の金融機関への口座振込

をご指定いただきます。

〔保険金のお支払いに必要な書類の例〕
・.保険金請求書
・.修理見積書
・.事故車両の写真

保険の仕組み

お客さまが万一事故に遭われた場合、お客さまの立場に立って、丁寧な事故対応のアドバイスを行い、速やかに保険金をお
支払いすることが保険会社の使命です。
当社は、損害サービス業務支援システムを導入し、損害サービス業務の細部にわたる工程管理を行っています。
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再保険
当社では、経営の健全性の確保のため、引き受けた保険責
任の一部をほかの保険会社と契約を結び移転しています。
このような保険会社間の保険取引を「再保険」といい、ほか
の保険会社に保険金支払責任を転嫁することを「出再」、引き
受けることを「受再」といいます。また、再保険手配後に自ら保
険責任を負担することを「保有」といいます。
当社が引き受けるリスクの内容や特性、収支状況、再保
険市場の動向等をふまえ、事業成績が単年度で大きく変動
することがないよう保有・出再方針を定めています。
その方針に従って適切に再保険を手配しリスク転嫁を図
るよう努めています。



商品・サービスについて

62 日新火災の現状 2019

当社は、お客さまのニーズにあったさまざまな商品をご用意しています。

個人向け保険商品

●自賠責保険（自動車損害賠償責任保険）

●LプランSupport（住宅安心保険：賃貸住宅ご入居用プラン）
●マンションドクター火災保険（マンション管理組合特約付すまいの保険）
●地震保険

商品ラインナップ（主要商品一覧）

くるまの保険
自動車保険の確かな実績と全国に張り巡らせたサービス網で、カーライフに安心をお届けします。

住宅・家財の保険
事故や災害からお客さまの財産を守り、暮らしの安心をお約束します。

●ユーサイド（新総合自動車保険）
ご自身や相手の方のケガやお
車への補償等、自動車保険に必
要な基本補償でお客さまをお守
りします。さらに充実した特約
で、より安心なカーライフを提供
します。

●住宅安心保険
火災、風水災、盗難・水ぬれ等
による建物や家財の損害を、幅広
く補償します。

●住自在（すまいの保険）
住宅ローン等のご利用者さま向
けの保険です。自由自在に補償が
選べる合理的な保険設計により
家計の負担を減らします。

●お部屋を借りるときの保険
（賃貸家財総合保険）
インターネット申込専用の賃貸入居
者向け家財保険です。火災、盗難等に
よる家財の損害のほか、家主やその他
の第三者に対して賠償責任を負った場
合の補償をセットしています。また、予
期せぬ被害事故に遭った場合の弁護
士への相談費用等も補償し、賃貸住
宅での暮らしをサポートします。

●アサンテ
お車の事故の際、当社が指定す
る優良工場でリサイクル部品を使
用して修理していただくことで、車
両保険料を約10％割り引く環境
配慮型自動車保険です。当社の
指定工場で修理していただきます
ので、質の高い修理とご満足いた
だけるサービスを提供できます。

※アサンテは、ユーサイド（新総合自動車保険）に「リサイクル部品
使用特約」および「指定修理工場入庫条件付車両保険特約」を
セットした商品のことをいいます。
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63日新火災の現状 2019

からだの保険
お客さまご自身やご家族等の予測できない事故によるケガに対して、確かな補償をお届けします。
お客さまのニーズにあわせて、充実の補償をお選びいただけます。

●ジョイエ傷害保険
個人のお客さま向けの積立保険（貯蓄型保険）です。
日常生活で偶然に起きた事故によるケガや第三者に対する賠償責任を補償します。契約の満期時には、満期返れい金を
お支払いします。

●普通傷害保険
●家族傷害保険
●総合補償保険

●交通事故傷害保険
●学生・生徒総合補償保険（こども総合保険）
●所得補償保険

旅行・レジャーの保険
旅行やレジャーを楽しまれる方へ安心をお届けします。

●海外旅行保険
旅先でのケガや病気による治療
費・入院費や第三者に対する賠償
責任、身の回り品の損害、救援を要
した場合の費用等、海外旅行中の
さまざまなリスクを補償します。

●国内旅行傷害保険
旅先でのケガや第三者に対する
賠償責任等、国内旅行中のさまざ
まなリスクを補償します。

●ゴルファー保険
プレー中のケガや第三者に対す
る賠償責任、ゴルフ用品の破損
等、ゴルフ中のさまざまなリスクを
補償します。



商品・サービスについて

64 日新火災の現状 2019

 各種サポート24
24時間・365日、以下のサポートサービスを提供してい

ます。

フリーダイヤル　0120-097-365
■ ドライビングサポート24
自動車保険をご契約のお客さまを
対象として、ロードサービス（レッカー
急行、けん引、緊急軽修理、高速・有
料道路または一般道路上でのガス欠
時給油、脱輪・落輪引き上げ等）を実
施しています。
ロードサービスの対象契約・車両
は下記のとおりです。
※2019年1月1日以降の保険始期契約
・自動車保険に「ロードサービス費用補償特約」がセット
された契約車両

※2018年12月31日以前の保険始期契約
・人身傷害補償保険（実損払）がセットされた契約車両
・「アサンテ」の契約車両
・フリートの契約車両
・二輪盗難危険補償特約がセットされた契約車両

■ すまいのサポート24
住宅安心保険・住自在（すまいの保
険※）をご契約のお客さまを対象とし
て、トイレ・台所等の給排水管の詰ま
りによる応急処置や、鍵の破損・紛失
等による建物の鍵開けサービスを実
施しています。
※すまいの保険は2015年10月1日以降
の保険始期契約が対象です。

 サービス24
24時間・365日、お客さまからの事故のご連絡の受付お
よび事故相談等、さまざまなサービスを提供しています。

フリーダイヤル　0120-25-7474

 安心初期対応センター
安心初期対応センターでは、夜間・休日等、当社の営業
時間外にご連絡をいただいた自動車事故について、事故対
応の専門スタッフが、事故に遭われたお客さまや被害者の
方へのご連絡をはじめ、事故後のアドバイスやお支払いする
保険金のご案内、修理工場や病院との打ち合わせ、代車の
手配等の初期対応を行っています。

個人向けサービス
事故時のサービス

万一の事故の際、お客さまに安心と満足を実感いただける損害サービスの提供は、損害保険会社の重要な役割です。
当社では、全国のサービス支店で専門スタッフがお客さまに寄り添い、不安を取り除き、要望・期待に応えるためきめ細やか
な損害サービスの提供をしています。また、「サービス24」をはじめ、次のとおり多様なサービスを展開しています。
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65日新火災の現状 2019

 その他のサービス
■ 入院事故クイックサービス
自動車事故により、相手の方が入院された場合（対人事
故）、またはお客さまが入院された場合（人身傷害事故）、.
お客さまや相手の方との面談を行い、お客さまの不安を取り
除きます。

■ ご安心4コール
お客さまにご安心いただき、何でもご相談いただけるよ
う、事故の発生から解決に至るまでの節目節目で、お電話に
よる経過等のご連絡を行っています。

■ 事故受付通知・途中経過報告サービス
訪問・電話・はがき等により、お客さまおよび関係者の
方に事故解決までの進捗状況を随時お知らせしています。.

①ご安心コール
事故受付後、直ちにお客さま（契約者・当事者）

とご連絡をとり、事故状況を確認し、当面の対応か
ら解決までの流れをご説明します。お客さまに担当
者の連絡先をご案内し、事故処理に関する不明な
部分をご説明することによってお客さまの不安を取
り除きます。
②リターンコール

ご安心コール後の、相手の方・修理業者・病院
等との打ち合わせ内容をご報告します。

③経過コール
進捗状況を節目節目でご報告します。

④解決コール
事故が解決（示談完了）したことを、いち早く
お客さまにご報告します。

海外旅行サポートサービス
海外旅行保険をご契約のお客さまが、海外で病気やケガ
等のトラブルに見舞われたときのために、日本語受付の日
新火災海外総合サポートデスクを設置し、24時間体制でア
シスタンスサービスを提供しています。

■ 病院紹介サービス
病気やケガをされた場合に、お客さまのご希望・状態に応

じて最寄りの適切な病院をご紹介します。

■ キャッシュレス医療サービス
病気やケガをされ、当社提携病院で治療を受けられる場
合、その費用をお客さまに代わり当社提携病院へお支払い
します。

■ 保険金請求に関する相談サービス
ご加入いただいている保険の契約内容や保険金の請求
方法に関するご相談に、日本語で対応します。

■ その他のアシスタンスサービス
・.通訳の手配
・.弁護士の手配　　
・.緊急帰国のための航空券の手配..等



商品・サービスについて

66 日新火災の現状 2019

当社は、企業を取り巻くさまざまなリスクに対応した商品をご用意しています。

リスク 対　象 主な保険商品

■火　災

■爆　発

■破　裂

■機械設備の損傷

■電気的事故

■自然災害

落　雷

風水災

地　震

■盗　難

■役員・従業員の死亡・
傷病・死亡退職金・弔
慰金等のお支払い

■賠償責任 

財
　物

営
業
利
益
等

役
員
・
従
業
員

損
害
賠
償

建物
機械設備
什器・備品
原材料・仕掛品
商品・製品

ビジネスプロパティ（企業財産総合保険）
Mono保険（財産補償保険）

工事の目的物 工事の保険
（工事の保険特約付帯建設工事保険）

自動車（車両）

生産中止・休業 

従業員福利厚生
経営者保障（補償）

第三者賠償（除く自動車）

第三者賠償（自動車）

ユーサイド（新総合自動車保険）

ビジネスプロパティ（企業財産総合保険）

ビジサポ（統合賠償責任保険）
ビジネスプロパティ（企業財産総合保険）

ユーサイド（新総合自動車保険）

労災あんしん保険（業務災害総合保険）
労働災害総合保険
普通傷害保険

ユーサイド（新総合自動車保険）

企業向け保険商品
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67日新火災の現状 2019

 自動車事故防止支援サービス
■運転適性診断サービス
診断機器を搭載した安全サービスカーにより診断を実施

しています。その場で診断結果を提供するとともに、安全運
転に関するアドバイスを行い、管理者の方向けには「適性
診断結果報告書」を作成しています。

.また、安全サービスカー以外にも、室内設置用の運転適
性診断機器もご用意しています。

■ドライブレコーダーコンサルティング
当社のドライブレコーダーで記録したデータ・映像をも

とに、危険挙動等を分析し、レポートを作成します。レポート
を社内で共有していただくことにより、さらに一層、安全運
転の励行にお役立ていただけます。

■安全運転講習会への講師派遣
お客さまの事故の特徴や事故防止のポイント、事故事例
に基づいた危険予知訓練等、わかりやすい講習会を行って
います。

 建物・機械等調査サービス
■火災保険物件調査サービス
ビル・工場および商業施設等につい
て、適切な保険金額をお決めいただく
ために、建物・機械等を調査・評価
し、火災保険の適切かつ合理的な付保
方法をご提案しています。
また神社や寺院の建築物は、「特別
な技術が多用されている」「建築後の
年数がかなり経過している」等の理由により、適切な評価
額の算出が困難なケースがあるため、神社・仏閣に造詣が
深い鑑定人によるサービスをご用意しています。

 リスクマネジメント情報の提供
■「Safety Information」の発行
社会環境の変化やさまざまな法改正
に加え、情報ネットワークの高度化によ
り企業を取り巻くリスクは多種多様化
しています。リスクマネジメントジャー
ナル「Safety. Information」では、リス
クから企業をどう守っていくのか、その
ヒントとなる最新情報を取り上げてお
届けしています。

■事故事例などの防災資料の提供
火災・爆発、交通事故、労働災害、賠償事故等の各種リ
スクに関する事故事例や、防災対策に関する資料を、.
お客さまのご要望に応じて作成し、ご提供しています。

企業を取り巻くさまざまなリスクに対し、各リスクの特性やお客さま固有のリスクを見極め、費用対効果を考慮した上で適
切な対策をご提案しています。なおサービスは、関連会社ユニバーサルリスクソリューション株式会社と連携しご提供してい
ます。

企業向けサービス



商品・サービスについて

68 日新火災の現状 2019

新商品の開発状況および約款・料率の改定
新商品の開発状況

約款・料率等の改定

2016年 9月 ◦積立傷害保険「ジョイエ傷害保険.スポーツ向けプラン」発売

2017年 1月

7月
10月

◦業務災害総合保険「労災あんしん保険」発売
◦企業財産総合保険「ビジネスプロパティ」発売
◦積立傷害保険「ジョイエ傷害保険.NEWキッズプラン」発売
◦企業財産総合保険「ビジネスプロパティ.神社仏閣プラン」発売

2018年 1月 ◦財産補償保険「Mono保険」発売

2016年 2月
10月

◦統合賠償責任保険「ビジサポ」の改定（運送貨物危険補償の追加等）
◦統合賠償責任保険「ビジサポ」の改定（補償範囲の拡大等）
◦新総合自動車保険「ユーサイド」の改定（「示談代行サービス」の対象拡大等）

2017年 1月

7月

◦地震保険の改定（損害区分の細分化、料率改定等）
◦マンション共用部分用火災保険「マンションドクター火災保険」の改定
（特約の新設、保険の対象の拡大等）
◦ゴルファー保険の料率改定等
◦統合賠償責任保険「ビジサポ」の改定（補償範囲の拡大等）

2018年 1月

7月

◦新総合自動車保険「ユーサイド」の改定
（「人身傷害補償保険における傷害一時金2倍特約」の新設、「ASV割引」の導入等）
◦新総合自動車保険「ユーサイド」の料率改定等
◦火災保険の改定（「示談代行サービス」の対象拡大、割引新設等）
◦マンション共用部分用火災保険「マンションドクター火災保険」の改定
（特約新設・料率改定等）
◦海外旅行保険・国内旅行傷害保険の改定（料率改定・インターネットによる販売開始等）
◦工事の保険特約付帯建設工事保険「工事の保険」の改定（補償範囲の拡大等）

2019年 1月 ◦統合賠償責任保険「ビジサポ」の改定（補償範囲の拡大等）
◦新総合自動車保険「ユーサイド」の改定（「ロードサービス費用補償特約」「レンタカー
費用補償特約（15日限度）」等）
◦新総合自動車保険「ユーサイド」の料率改定等
◦企業財産総合保険「ビジネスプロパティ」の改定（補償範囲の拡大等）
◦地震保険の改定（料率改定等）
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（単位：百万円）

主要な経営指標等の推移

年度　
  項目
正味収入保険料
（対前期増減（△）率）
経常収益
（対前期増減（△）率）
保険引受利益
（対前期増減（△）率）
経常利益
（対前期増減（△）率）

利息及び配当金収入
（対前期増減（△）率）
運用資産利回り
（インカム利回り）
資産運用利回り
（実現利回り）

資本金の額
（発行済株式総数）

当期純利益
（対前期増減（△）率）

正味損害率

正味事業費率

純資産額

総資産額

積立勘定資産残高

責任準備金残高

貸付金残高

有価証券残高

単体ソルベンシー・マージン比率

連結ソルベンシー・マージン比率

自己資本比率

配当性向

従業員数

時価総合利回り

１．４１％

　１．２８％

１．２４％

６１．６４％

３２．７２％

４，７８７
△２．１０％

２０，３８９
２１０，３２０千株

　１３８，６７１
　１．４９％
１５２，２５５
△５．５６％
７，８７５

△46.60%
９，７１５

△４５．０３％
　６，１４７
△５１．１９％

2015年度 2017年度 2018年度

１０５，２６３

４２１，６９０

２７，５９４

２４７，９４１

３１７

３２４，１３５

１，１２７．７％

１，１０５．５％

２４．９６％

１３３．６１％

２，３３３名

１．３９％

　１．４９％

２．３６％

５９．７０％

３３．５２％

４，５２６
４．７２％

２０，３８９
２１０，３２０千株

　１４１，８２０
　１．２１％
１４９，４５２
０．１９％
５，３１４

△34.56%
７，５７４

△１６．０２％
　５，３４６
△１８．７４％

１０１，０２０

４１４，８７２

１５，７４８

２４５，０９０

２３４

２８５，９８５

１，３２１．２％

１，３０４．７％

２４．３５％

１８５．２１％

２，２６０名

１．４８％

　２．０２％

△０．０９％

６９．５４％

３４．１５％

４，４６６
△１．３４％

２０，３８９
２１０，３２０千株

　１４３，７９８
　１．３９％
１６１，１８９
７．８５％
１，５０９

△71.60%
５，０６９

△３３．０７％
　４，４０３
△１７．６４％

９０，５１７

３９６，４７４

１２，０５５

２３６，３９８

２１３

２７５，４４０

１，２１９．９％

１，２０９．７％

２２．８３％

１９７．４２％

２，２２３名

2016年度

１．３１％

　１．１７％

１．０２％

５９．０４％

３３．０８％

４，３２２
△９．７１％

２０，３８９
２１０，３２０千株

　１４０，１１８
　１．０４％
１４９，１６３
△２．０３％
８，１２１
3.12%
９，０１９

△７．１６％
　６，５７９
７．０４％

１０３，８０８

４１７，９１９

２０，５７２

２４５，５４９

２７５

３１０，２９１

１，３２５．５％

１，３０７．９％

２４．８４％

１６５．７０％

２，２９２名

１．４２％

　１．５３％

６．６９％

６３．７５％

３２．５９％

４，８９０
０．９０％

２０，３８９
２１０，３２０千株

１３６，６３４
△０．４８％
１６１，２２６
４．３５％
１４，７４８
814.46％
１７，６７４
２７２．８２％
１２，５９２
２７５．８１％

2014年度

１０５，９５３

４３１，９０３

３４，８３４

２５２，３７９

１，２７４

３３９，６５０

１，０６４．５％

１，０４７．２％

２４．５３％

５８．９１％

２，３９２名

（　 )

（　 ）

( )

( )

（　 ）

( )

（　 )

（　 ）

( )

( )

（　 ）

( )

（　 )

（　 ）

( )

( )

（　 ）

( )

( ) ( ) ( )

（　 )

（　 ）

( )

( )

（　 ）

( )

( )

（　 )

（　 ）

( )

( )

（　 ）

( )

( )

事業の状況

（注）1. 正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
2.正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
3. 単体ソルベンシー・マージン比率および連結ソルベンシー・マージン比率は、2014年度の比率と2015年度以降の比率がそれぞれ異なる基準

によって算出されています。
単体ソルベンシー・マージン比率および連結ソルベンシー・マージン比率の算出方法については、P.80「単体ソルベンシー・マージン比率」およびP.81

「連結ソルベンシー・マージン比率」をご参照ください。
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保険事業の状況

正味収入保険料

元受正味保険料（含む収入積立保険料）及び従業員1人当たり保険料 （単位：百万円）

（注）1.  元受正味保険料（含む収入積立保険料）とは、元受保険料から元受解約返戻金および元受その他返戻金を控除したものをいいます。
2.  従業員1人当たり元受正味保険料（含む収入積立保険料）＝ 元受正味保険料（含む収入積立保険料）÷ 従業員数
3.  海上保険は2009年度より新規の販売を行っていません。

（単位：百万円）

受再正味保険料及び支払再保険料

（注）正味収入保険料とは、元受および受再契約の収入保険料から出再契約の再保険料を控除したものをいいます。

（単位：百万円）

（注）1.  受再正味保険料とは、受再契約に係る収入保険料から受再解約返戻金および受再その他返戻金を控除したものをいいます。
2.  支払再保険料とは、出再契約に係る支払保険料から出再保険返戻金およびその他の再保険収入を控除したものをいいます。

合計

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

　従業員1人当たり
元受正味保険料（含む収入積立保険料）

年度

構成比 増収率金　額
%%

構成比 増収率金　額
%

構成比 増収率金　額
%%%

（　　　）（　　　）（　　　）

種目　

2018年度

６７ ２．０

２７，４１８
―

９，２７８
８５，３２９
１８，６２５
１１，９９５
（　６，６４３）

１８．０
―
６．１
５５．９
１２．２
７．９

（　４．４）

８．４
―

△１４．４
△０．２
△８．２
２１．９

（　４．６）

１５２，６４７ １００．０ ０．６

７０ ４．５

３０，９１４
―

８，７１４
８５，３９８
１８，１５４
１３，７９２
７，１６３

１９．７
―
５．６
５４．４
１１．６
８．８
４．６

１２．８
―

△６．１
０．１
△２．５
１５．０
７．８

１５６，９７４ １００．０ ２．８

2017年度

６６ ０．４

２５，２８３
―

１０，８３６
８５，５３７
２０，２９５
９，８４０

（　６，３４９）

１６．７
―
７．１
５６．４
１３．４
６．５

（　４．２）

△３．１
―

△５．９
△０．１
△４．６
４．９

（　６．２）

１５１，７９３ １００．０ △１．４

2016年度

種目

合計

% % % %

金　額 構成比 増収率 構成比 増収率金　額
% %

構成比 増収率金　額

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任） （　　　）（　　　）（　　　）

2018年度2016年度年度

１８，９０７
２

７，３４６
８５，１４１
１８，７２３
１１，６９８
（　６，５７８）

１３．３
０．０
５．２
６０．０
１３．２
８．２

（　４．６）

１２．９
△４８．５
△１６．１
△０．３
△５．１
２２．８

（　４．７）

１４１，８２０ １００．０ １．２

２１，０４２
０

６，９１０
８５，１６９
１７，２９５
１３，３７８
７，０９８

１４．６
０．０
４．８
５９．２
１２．０
９．３
４．９

１１．３
△７２．０
△５．９
０．０
△７．６
１４．４
７．９

１４３，７９８ １００．０ １．４

2017年度

１６，７４２
4

８，７５２
８５，３６７
１９，７２７
９，５２３

（　６，２８４）

１１．９
０．０
６．２
６０．９
１４．１
６．８

（　４．５）

１５．３
△７４．１
△４．４
△０．１
△３．８
５．２

（　６．３）

１４０，１１８ １００．０ １．０

種目

合計

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

支払再保険料受再正味保険料 支払再保険料受再正味保険料 支払再保険料受再正味保険料

（　　　） （　　　）

８０
２
―
３２

１３，３７３
１３９

（　　　０）

１３，６２８

８，５７１
０
８２
２２０

１３，２７５
４３９

（　　　６５）

２２，５８８

７６
０
―
２９

１２，０７５
１２８

（　　　０）
１２，３１０

９，９４６
０
６６
２５８

１２，９３３
５３４

（　　　６５）
２３，７３９

2018年度

１０８
５
―
３２

１４，５６５
１３７

（　　　０）

１４，８４９

８，６１７
０
８４
２０２

１５，１３２
４５０

（　　　６５）

２４，４８９

2017年度2016年度年度
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解約返戻金 （単位：百万円）

（注）解約返戻金とは、元受解約返戻金、受再解約返戻金および積立解約返戻金の合計額をいいます。

　
種目

合計

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

年度

（　　　）（　　　）（　　　）

　 2016年度

３，６５２ ３，５３６

１，０８３
１

３６２
１，１２７
８８４
１９３
５１

１，０９９
０

２４８
１，１５２
８２９
２０７
５９

３，７４４

１，１４３
０

４６６
１，１０８
８７３
１５２
４９

2018年度2017年度

保険引受利益 （単位：百万円）

　
種目

合計

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

年度

（　　　　）（　　　　） （　　　　）

　

５，３１４

△１，６３０
３

△２５８
８，２３１

―
△１，０３１
△４４７

１，５０９

△４，８２２
△６

　　６５２
　６，３４１

―
　　　△６５４

△８７

2018年度

８，１２１

９０１
９

１７１
７，３６７

―
△３２７
△２５４

2017年度2016年度

元受正味保険金 （単位：百万円）

（注）元受正味保険金とは、元受契約に係る支払保険金から元受契約に係る求償等による回収金を控除したものをいいます。

構成比金　額 構成比金　額 構成比金　額種目

合計

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

% %%

（　　　）（　　　　）（　　　）（　　　　）（　　　）

年度 2018年度

７７，２１８ １００．０

１６．４
△０．０
４．９
５３．３
１９．７
５．６

（　３．８）

１２，６８６
△０

３，７９７
４１，１７３
１５，２４８
４，３１２

（　　２，９０５）

１１３，７７８ １００．０

４０．４
―
３．１
３７．９
１２．９
５．８
３．０

４５，９５７
―

３，４７１
４３，１２２
１４，６５１
６，５７５
３，３９９

2016年度 2017年度

８５，０９１ １００．０

２２．９
０．０
４．４
４８．８
１９．５
４．３

（　２．８）

１９，５１８
０

３，７７０
４１，５１７
１６，５９０
３，６９４

（　　２，４０１）



業績データ

事業の状況

日新火災の現状 2019日新火災の現状 2019 73

正味支払保険金 （単位：百万円）

（注）1.  正味支払保険金とは、元受および受再契約の支払保険金から出再契約に係る回収再保険金を控除したものをいいます。
2.  正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料

金　額 構成比金　額 構成比 金　額 構成比種目

合計

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

年度

%%%% %%
正味損害率正味損害率正味損害率

2018年度2016年度

６９．５９０，１６１

２４，４３７
２

３，４６８
４２，３２４
１３，５４５
６，３８２

（　３，３９９）

２７．１
０．０
３．８
４６．９
１５．０
７．１

（　３．８）

１１９．４
１，０７２．５
５５．５
５７．９
８５．５
５１．５

（　５２．０）

１００．０５９．７７５，１８５

１１，５４１
１０

３，７９４
４１，０８８
１４，２３６
４，５１５

（　３，０８２）

１５．４
０．０
５．０
５４．６
１８．９
６．０

（　４．１）

６４．０
４３３．５
５６．２
５６．４
８２．５
４２．５

（　５１．７）

１００．０

2017年度

５９．０７２，９３７

９，０７４
１０

３，７６７
４１，５１５
１４，８４２
３，７２７

（　２，４２６）

１２．４
０．０
５．２
５６．９
２０．３
５．１

（　３．３）

５７．４
２２７．４
４６．９
５６．９
８２．２
４３．８

（　４３．３）

１００．０

受再正味保険金及び回収再保険金 （単位：百万円）

（注）1.  受再正味保険金とは、受再契約に係る支払保険金から受再契約に係る求償等による回収金を控除したものをいいます。
2.  回収再保険金とは、出再契約に係る回収保険金から出再契約に係る返還金を控除したものをいいます。

回収再保険金受再正味保険金 回収再保険金受再正味保険金 回収再保険金受再正味保険金種目

合計

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

年度 ２０１８年度２０１６年度

４７５
２
―
２０

１３，５４５
１３８

（　　　　　　―）

２１，９９６
０
３

　８１８　
１４，６５１
３３０

（　　　　　　―）
１４，１８３ ３７，８００

４４
１１
０
２２

１４，２３６
２１０

（　　　　　　１７６）

１，１９０
０
３

　１０７
　１５，２４８

７
（　　　　　　―）

１４，５２５ １６，５５８

２０１７年度

９６２
１１
０
２０

１４，８４２
６８

（　　　　　　２５）

１１，４０６
０
３

　２２
　１６，５９０

３６
（　　　　　　―）

１５，９０５ ２８，０６０

正味損害率、正味事業費率及びその合算率

（注）1.  正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
2.  正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
3.  合算率＝正味損害率＋正味事業費率

（単位：％）

年度

種目

合計

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

正味損害率 正味事業費率 合算率 正味損害率 正味事業費率 合算率 正味損害率 正味事業費率 合算率

2018年度2016年度

１１９．４
１，０７２．５
５５．５
５７．９
８５．５
５１．５

（　５２．０）

３９．７
５９６．２
４３．１
３２．９
２６．０
３９．６

（　３８．１）

１５９．０
１，６６８．７
９８．６
９０．８
１１１．６
９１．１

（　９０．１）
　６９．５ ３４．２ １０３．７

６４．０
４３３．５
５６．２
５６．４
８２．５
４２．５

（　５１．７）

３９．５
７０．２
５０．９
３０．７
２４．１
４８．４

（　４８．５）

１０３．５
５０３．７
１０７．１
８７．１
１０６．６
９０．８

（１００．２）
　５９．７ ３３．５ ９３．２

2017年度

５７．５
２２７．４
４６．９
５６．９
８２．２
４３．８

（　４３．３）

４０．０
４２０．３
４９．１
３０．５
２３．１
４９．６

（　５０．７）

９７．５
６４７．７
９６．０
８７．５
１０５．２
９３．４

（　９４．０）
　５９．０ ３３．１ ９２．１
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出再控除前の発生損害率、事業費率及びその合算率

（注）1.  地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
2.  発生損害率＝（出再控除前の発生損害額＋損害調査費）÷ 出再控除前の既経過保険料
3.  事業費率＝（支払諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷出再控除前の既経過保険料
4.  合算率＝発生損害率＋事業費率
5.  出再控除前の発生損害額＝支払保険金＋出再控除前の支払備金積増額
6.  出再控除前の既経過保険料＝収入保険料−出再控除前の未経過保険料積増額
7.  傷害保険のうち介護保険は取り扱いがないため記載を省略しています。
8.  介護費用保険は新規の販売を行っていないため「その他」に含めています。

（単位：％）

種目

合計

火災
海上
傷害
（医療）
（がん）
自動車
その他
（うち賠償責任）

年度

２１７．０
４９３．３
４４．９
２６．０
６５．０
５９．７
５９．９
５７．２
８７．６

３５．３
４２９．０
４１．９

３２．８
３８．９
３８．１
３４．４

２５２．３
９２２．３
８６．８

９２．５
９８．８
９５．３
１２２．０

６７．３
△６．９
４９．６
２８．０
５２．９
５５．４
５０．５
５２．３
５６．７

３３．６
５６．０
４８．２

３０．６
４８．７
４８．４
３３．８

１００．９
４９．１
９７．８

８６．０
９９．２
１００．７
９０．５

2018年度

４６．２
△９１．７
４４．８
２６．５
６５．０
５７．０
４６．１
４７．３
５３．４

３１．１
２６９．７
４７．７

３０．３
４９．０
５０．７
３３．２

７７．３
１７８．０
９２．５

８７．３
９５．１
９８．０
８６．６

2017年度2016年度

( 　　 )
( 　　 )

(　　)
(　　)

(　　) (　　) (　　)( 　 　 ) ( 　 　 ) ( 　 　 )(　　 ) (　　 ) ( 　 　 )

( 　　 )
(　　 )

合算率事業費率発生損害率 合算率事業費率発生損害率 合算率事業費率発生損害率

国内契約・海外契約別の収入保険料の割合

（注）収入保険料（元受正味保険料（除く収入積立保険料）と受再正味保険料の合計）について国内契約および海外契約の割合を記載しています。

国内契約

海外契約

区分 2016年度

１００．０

０．０

１００．０

０．０

2018年度2017年度年度

１００．０

―

（単位：％）



業績データ

事業の状況

日新火災の現状 2019日新火災の現状 2019 75

出再先保険会社数と出再保険料上位5社の割合

（注）1.  出再先保険会社の数は、特約再保険を1,000万円以上出再している再保険者（プール出再を含む）を対象にしています。
2.  （　）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立てないとした保険契約に

限ります。）

2017年度

2018年度

出再先保険会社の数

5 (　̶　)

4 (　̶　)

出再保険料のうち上位5社の出再先に集中している割合

９9．83% (　̶　)

９9．83% (　̶　)

出再保険料の格付区分別構成割合

2.  （　）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立てないとした保険契約に
限ります。）

（注）1.  特約再保険を出再している再保険者を対象としています。ただし、再保険プールを含んでいません。
格付区分は、スタンダード・アンド・プアーズ社の格付を使用しています。

格付区分 ＢＢＢ+～ＢＢＢーＡー以上 その他
（ＢＢ+以下・格付無） 合計

（ ） （ ） （ ） （ ）
１００．０％
　―％

０．０％
―％

０．０％
―％

１００．０％
　―％

（ ） （ ） （ ） （ ）
１００．０％
　―％

０．０％
　―％

０．０％
　―％

１００．０％
　―％2017年度

2018年度

格付区分 ＢＢＢ+～ＢＢＢーＡー以上 その他
（ＢＢ+以下・格付無） 合計

（ ） （ ） （ ） （ ）
１００．０％
　―％

０．０％
―％

０．０％
―％

１００．０％
　―％

（ ） （ ） （ ） （ ）
１００．０％
　―％

０．０％
　―％

０．０％
　―％

１００．０％
　―％2017年度

2018年度
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契約者配当金
　積立保険（貯蓄型保険）では、保険期間が終了し満期を迎えたご契約者に対して、満期返戻金をお支払いするとともに、保険期間
中の運用利回りが予定利回りを上回った場合には、毎月の満期契約ごとに契約者配当金を計算してお支払いします。（運用利回りが
予定利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いできません。）
　従いまして、契約者配当金は毎月変動しますが、昨年６月および本年６月に満期を迎えた積立普通傷害保険のご契約に対しては、
運用利回りが予定利回りを超えなかったため、契約者配当金はお支払いしておりません。

未収再保険金の推移 （単位：百万円）

（注）1.  地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。

年度開始時の未収再保険金

当該年度に回収できる事由が発生した額

当該年度回収等

1＋2－3＝年度末の未収再保険金

1

2

3

4

2018年度
４２０

（　―　）
１９，３３８
（　―　）
１２，２７６
（　―　）
７，４８２
（　―　）

７３８
（　―　）

９６９
（　―　）
１，２８７
（　―　）

４２０
（　―　）

2017年度
６１６

（　―　）
１，８８９
（　―　）
１，７６７
（　―　）

７３８
（　―　）

2016年度区分
年度

2.  （　）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立てないとした保険契約に
限ります。）
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資産運用等の状況

運用資産の推移 （単位：百万円）

区分
% %% % % %

 

預貯金
有価証券
（うち株式）

運
用
資
産
内
訳

総資産

運用資産

貸付金
土地・建物

  

構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率

△８．９
△０．８

３８，８７９
２７５，４４０
（　５０，５８２）

２１３
２７，５５９

９．８
６９．５

（　１２．８）
０．１
７．０

△34．7
△3．7

（　△７．９）

３９６，４７４

３４２，０９３

１００．０

８６．３

△4．4

△８．４

 
△１４．９
△０．７

５９，５４０
２８５，９８５
（　５４，９１５）

２３４
２７，７９１

１４．４
６８．９

（　１３．２）
０．１
６．７

49.4
△７．８

（　　７．６）

４１４，８７２

３７３，５５２

１００．０

９０．０

△０．７

△１．３

 

年度 2016年度末 2018年度末

△１３．１
△０．２

３９，８４６
３１０，２９１
（　５１，０６０）

２７５
２７，９８２

９．５
７４．２

（　１２．２）
０．１
６．７

34.7
△４．３

（　　９．６）

４１７，９１９

３７８，３９５

１００．０

９０．５

△０．９

△１．０

 

2017年度末

利息及び配当金収入・運用資産利回り（インカム利回り） （単位：百万円）

（注）運用資産利回り（インカム利回り）は、運用資産に係る成果を、インカム収入（利息及び配当金収入）の観点から示す指標です。分子は運用資産に係る利息及
び配当金収入、分母は取得原価または償却原価をベースとした利回りです。

　
区分

預貯金
有価証券
（公社債）
（株式）
（外国証券）
（その他の証券）

小計

その他

合計

%

 

% %

 

年度　

貸付金
土地・建物

( )
( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )

利回り 利回り
2018年度

０
４，１９４

０．００
１．７９

４，４６５

１

４，４６６

１．４８

９
２６０

４．３７
０．９４

2016年度

１．２５
３．７７
２．８６
１７．４８

２，２４６　
　９９１　
７８９　
１６８　

２
４，２５３

０．０１
１．６９

４，５２３

３

４，５２６

１．３９

１１
２５６

４．３７
０．９１

１．１７
３．２７
４．５９
１０．０８

２，３９６　
　８８１　
８２０　
１５５　

利回り
2017年度

４
４，０７４

０．０２
１．５１

４，３１５

７

４，３２２

１．３１

１２
２２３

４．３０
０．８０

１．１９
２．８４
２．６９
３．７７

２，５６９　
７８１　
６５３　
７０　
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資産運用利回り（実現利回り） （単位：百万円）

 運用資産利回り（インカム利回り）のみでは、運用の実態を必ずしも適切に反映できないため、以下二つの利回りを開示しています。

　
区分

% % %

貸付金
土地・建物
金融派生商品
その他

合計 

預貯金
有価証券
（公社債）
（株式）
（外国証券）
（その他の証券）

資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース） 利回り 資産運用損益

（実現ベース）
平均運用額
（取得原価ベース） 利回り 資産運用損益

（実現ベース）
平均運用額
（取得原価ベース） 利回り

年度

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

2016年度 2017年度

　２，２９９
９４２

１，４２２
１，８０３

１７９，５３９
２６，３２３
２７，５７４
９６１

１．２８
３．５８
５．１６

１８７．４９

０
６，４６７

９
２６０
△６４２
△６

３９，４３５
２３４，３９９

２２３
２７，７７４

―
―

０．００
２．７６

４．３７
０．９４
―
―

６，０８８ ３０１，８３３ ２．０２

　２，４８８
１，１５５
７８２
３５４

２０４，９３１
２６，９２５
１７，８８６
１，５４４

１．２１
４．２９
４．３７
２２．９３

３５
４，７８０

１１
２５６
△２６２
△５

４４，６９１
２５１，２８８

２５３
２８，０３４

―
―

０．０８
１．９０

４．３７
０．９１
―
―

４，８１５ ３２４，２６８ １．４９

　２，７２５
７７８
２８２
４８

２１５，４０８
２７，５２４
２４，２３３
１，８７９

１．２７
２．８３
１．１７
２．６０

△８７
３，８３５

１２
２２３
△６７
△５７

３１，１５９
２６９，０４５

２９３
２８，０８３

―
―

△０．２８
１．４３

４．３０
０．８０
―
―

３，８５９ ３２８，５８２ １．１７

2018年度

（参考）時価総合利回り （単位：百万円）

（注）資産運用利回り（実現利回り）は、資産運用に係る成果を、当期の期間損益への寄与の観点から示す指標です。
・資産運用損益（実現ベース）＝ 資産運用収益＋積立保険料等運用益−資産運用費用
・平均運用額（取得原価ベース）＝ 取得原価または償却原価による平均残高（原則として各月末残高の平均に基づいて算出しています。）

（注）時価総合利回りは、時価ベースでの運用効率を示す指標です。分子は実現損益に加えて時価評価差額の増減を反映させ、分母は時価をベースとした利回
       りです。

・資産運用損益等（時価ベース）＝（資産運用収益＋積立保険料等運用益−資産運用費用）＋（当期末評価差額（＊）−前期末評価差額（＊））＋繰延ヘッジ損益増減（＊）
・平 均 運 用 額（時 価 ベース）＝取得原価または償却原価による平均残高＋その他有価証券に係る前期末評価差額（＊）＋売買目的有価証券に係る前期末評価損益
（＊）税効果控除前の金額によっています。

　
区分

% % %

△

貸付金
土地・建物
金融派生商品
その他

合計 

預貯金
有価証券
（公社債）
（株式）
（外国証券）
（その他の証券）

資産運用損益等
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース）

資産運用損益等
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース）

資産運用損益等
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース）

年度

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

(        )
(        )
(        )
(        )

利回り 利回り 利回り
2016年度 2017年度

２，４７１
△３，３１０
１，０１０
△１２５

１９８，５９１
５４，９００
３０，４５５
２，８９０

１．２４
△６．０３
３．３２
△４．３４

０
４５

９
２６０
△６４２
△６

３９，４３５
２８６，８３８

２２３
２７，７７４

―
―

０．００
０．０２

４．３７
０．９４
―
―

△３３３ ３５４，２７３ △０．０９

１，５５２
６，１６３
５１３
５２５

　２２４，９１９
５０，４９５
２１，０３６
３，３０２

０．６９
１２．２１
２．４４
１５．９２

３５
８，７５５

１１
２５６
△２６２
△５

４４，６９１
２９９，７５２

２５３
２８，０３４

―
―

０．０８
２．９２

４．３７
０．９１
―
―

８，７９０ ３７２，７３１ ２．３６

△１，４２９
５，３０９
△４７９
４２５

　２３９，５５０
４６，５６２
２８，１４４
３，２６０

△０．６０
１１．４０
△１．７０
１３．０４

△８７
３，８２６

１２
２２３
△６７
△５７

３１，１５９
３１７，５１８

２９３
２８，０８３

―
―

△０．２８
１．２１

４．３０
０．８０
―
―

３，８５０ ３７７，０５５ １．０２

2018年度
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海外投融資 （単位：百万円）

（単位：百万円）

　
区分 構成比 構成比 構成比

外国公社債
その他

外国公社債
その他

外
貨
建

円
貨
建

合計　
インカム利回り
実現利回り
（参考）時価総合利回り

% % %

計

計

２０１６年度末 ２０１７年度末

４，２５２
３５，３１８

１２．０
１００．０

１１，２７３
１９，７９２

３，３１６
９３５

３１，０６５
９．４

　　　２．７

８８．０

２．８６％
５．１６％
３．３２％

２０１８年度末年度

３１．９　
５６．０

５，４０７
１９，０７８

２８．３
１００．０

１２，９２９
７４２

３，５６０
１，８４６

１３，６７１
１８．７
　９．７

７１．７

４．２２％
４．１９％
２．４２％

６７．８　　　　
　３．９

７，２８５
２５，１１０

２９．０
１００．０

１４，９４４
２，８８０

４，８３３
２，４５１

１７，８２５
１９．３
９．８

７１．０

２．５０％
０．７４％
△１．８８％

５９．５
１１．５

（注）1. 外貨建および円貨建の「その他」には外国投資信託を含みます。
2.「インカム利回り」は、海外投融資に係る利息及び配当金収入を当該資産の平均運用額（取得原価ベース）で除した比率です。
3.「実現利回り」は、海外投融資に係る資産についてP.78「資産運用利回り（実現利回り）」と同様の方法により算出したものです。
4.「（参考）時価総合利回り」は、海外投融資に係る資産についてP.78「（参考）時価総合利回り」と同様の方法により算出したものです。

公共関係投融資の推移（新規引受ベース）
（単位：百万円）

構成比 構成比 構成比

  

 

%国債
地方債
公社・公団債

公共団体
公社・公団

% %

貸

付

公
社
債

区分

計

計
合計

―
―
１

―
―

１００．０
１ １００．０

―
１

―
１００．０

̶
̶

̶
̶

―
―
２

―
―

１００．０
２ １００．０

―
２

―
１００．０

̶
̶

̶
̶

―
―
１

―
―

１００．０
１ １００．０

―
１

―
１００．０

̶
̶

̶
̶

年度 2016年度末 2017年度末 2018年度末
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単体ソルベンシー・マージン比率
（単位：百万円）

（注） 上記の金額および数値は、保険業法施行規則第86条および第87条ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出しています。

〈単体ソルベンシー・マージン比率〉
● 損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大災害の

発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、「通常の予測を超える危険」が発生した場合でも、十分な支払能カを保持し
ておく必要があります。

● こうした「通常の予測を超える危険」を示す「単体リスクの合計額」（上表の（B））に対する「損害保険会社が保有している資本金・準備金等
の支払余力」（すなわち単体ソルベンシー・マージン総額：上表の（A））の割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算されたものが、「単
体ソルベンシー・マージン比率」（上表の（C））です。

●「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。
①保険引受上の危険（一般保険リスク・第三分野保険の保険リスク） ：

保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に係る危険を除く）
②予定利率上の危険（予定利率リスク） ：

実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険
③資産運用上の危険（資産運用リスク） ：

保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等
④経営管理上の危険（経営管理リスク） ：

業務の運営上、通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①〜③および⑤以外のもの
⑤巨大災害に係る危険（巨大災害リスク） ：

通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険
●「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（単体ソルベンシー・マージン総額）とは、損害保険会社の純資産（社外流

出予定額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地の含み損益の一部等の総額です。
●単体ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に活用する客観的な判断指標のひとつですが、その数値が

200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

 

資本金等
価格変動準備金
危険準備金
異常危険準備金
一般貸倒引当金

一般保険リスク(R1)

予定利率リスク(R3)
第三分野保険の保険リスク(R2)

資産運用リスク(R4)
経営管理リスク(R5)
巨大災害リスク(R6)

（Ａ）単体ソルベンシー・マージン総額

（Ｂ）単体リスクの合計額

（C）単体ソルベンシー・マージン比率

区分

土地の含み損益
払戻積立金超過額
負債性資本調達手段等

その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益
（税効果控除前）

[(A)/{(B)×１/２}]×１００

(Ｒ1＋Ｒ2)2＋(Ｒ3＋Ｒ4)2＋Ｒ5＋Ｒ6

控除項目
その他

払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段等のうち、
マージンに算入されない額

年度
（2019年３月３１日現在）

2018年度

１，２１９．９％

１５５，１９３

２５，４４３

　４８，２４１
　　　１，５１６

―
　６０，９６２

３

１２，８０７
―

９２８
１２，４８８
６４９

６，２４５

1,150
―
―

４１，４１４

―
１，９０３

―

１，３２１．２％

１７０，８８７

２５，８６７

５２，５２８
１，２９２

―
６５，３９６

２

１２，４８４
―

９８３
１３，９４１
６６３

５，７４６

900
―
―

４７，１９５

―
３，５７１

―

（2018年３月３１日現在）
2017年度
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（単位：百万円）

（注） 「連結ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条の2および第88条ならびに平成23年 金融庁告示第23号の規定に基づいて算出
された比率です。

 〈連結ソルベンシー・マージン比率〉
● 当社は損害保険事業を営むとともに、子会社において保険代理業等を営んでいます。
● 損害保険会社グループは、保険事故発生の際の保険金支払や積立保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大災害

の発生や、保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能カを保持しておく必要があります。
● こうした「通常の予測を超える危険」を示す「連結リスクの合計額」（上表の（Ｂ））に対する「損害保険会社グループが保有している資本金・準備金

等の支払余力」（すなわち連結ソルベンシー・マージン総額：上表の（Ａ））の割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算されたものが、「連
結ソルベンシー・マージン比率」（上表の（Ｃ））です。

●「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。
①保険引受上の危険 （損害保険契約の一般保険リスク・生命保険契約の保険リスク・第三分野保険の保険リスク・少額短期保険業者の保険リスク）：

保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に係る危険を除く）
②予定利率上の危険（予定利率リスク）  ：  実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険
③最低保証上の危険（生命保険契約の最低保証リスク）  ：  変額保険、変額年金保険の保険金等の最低保証に関する危険
④資産運用上の危険（資産運用リスク）  ：  保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等
⑤経営管理上の危険（経営管理リスク）  ：  業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①〜④および⑥以外のもの
⑥巨大災害に係る危険（損害保険契約の巨大災害リスク）  ： 通常の予測を超える損害保険契約の巨大災害（関東大震災、伊勢湾台風相当や外国で
　発生する 巨大災害）により発生し得る危険

● 連結ソルベンシー・マージン比率の計算対象となる範囲は、保険業法上の子会社（議決権が50％超の子会社）について計算対象に含めています。
●「損害保険会社グループが保有している資本金・準備金等の支払余力」（連結ソルベンシー・マージン総額）とは、当社およびその子会社等の純資産
（剰余金処分額を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地の含み益の一部等の総額です。
●連結ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社グループを監督する際に活用する客観的な判断指標のひとつですが、その数値が
200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

連結ソルベンシー・マージン比率

 

資本金等
価格変動準備金
危険準備金
異常危険準備金
一般貸倒引当金
その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益
（税効果控除前）
土地の含み損益

損害保険契約の一般保険リスク(R1)
生命保険契約の保険リスク(R2)
第三分野保険の保険リスク(R3)
少額短期保険業者の保険リスク(R4)
予定利率リスク(R5)
生命保険契約の最低保証リスク(R6)
資産運用リスク(R7)
経営管理リスク(R8)
損害保険契約の巨大災害リスク(R9)

(Ａ)連結ソルベンシー・マージン総額

（Ｂ）連結リスクの合計額

（C）連結ソルベンシー・マージン比率 [(A)/{(B)×１/２}]×１００

区分

(  (Ｒ12＋Ｒ22)＋Ｒ3＋Ｒ4)2＋(Ｒ5＋Ｒ6＋Ｒ7)2＋Ｒ8＋Ｒ9

少額短期保険業者に係るマージン総額
控除項目
その他

保険料積立金等余剰部分及び負債性資本調達手段等の
うち、マージンに算入されない額

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の
合計額（税効果控除前）
保険料積立金等余剰部分
負債性資本調達手段等

2018年度
（2019年３月３１日現在）

年度

２５，４４７

１５３，９２９
４８，８１７
１，５１６

―
６０，９６２

３

４１，４１４

１，１５０

１２，８０７
―
―
―

９２８
―

１２，４９４
６４９

６，２４５
１，２０９．７％

―
―

１，９０３

̶

―
―

△１，８４０

２５，８７３

１６８，７９２
５３，０７１
１，２９２

―
６５，３９６

２

４７，１９５

９００

１２，４８４
―
―
―

９８３
―

１３，９４８
６６３

５，７４６
１，３０４．７％

―
―

３，５７１

̶

―
―

△２，６３７

2017年度
（2018年３月３１日現在）
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当社は、保険業法第111条第1項の規定により公衆の縦覧に供する書類のうち、貸借対照表、損益計算書および株主資本等変
動計算書等について、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受け、監査報告
書を受領しています。

計算書類

貸借対照表 　（単位：百万円）

科目
%%

金　額 構成比

年度

（資産の部）
現金及び預貯金
現金
預貯金

有価証券
国債
地方債
社債
株式
外国証券
その他の証券
貸付金
保険約款貸付

有形固定資産
土地
建物
その他の有形固定資産
無形固定資産
その他資産
未収保険料
代理店貸
共同保険貸
再保険貸
外国再保険貸
未収金
未収収益
預託金
地震保険預託金
仮払金
金融派生商品

前払年金費用
繰延税金資産
貸倒引当金

△１８，３９７３９６，４７４ １００．００

９．８１

６９．４７

０．０５

７．２９

０．０２
９．６８

０．３９
３．３４
△０．０６

３８，８８１
１

３８，８７９
２７５，４４０
１２５，７５１
４，７２３

　５９，０６５
５０，５８２
３５，３１８

―
２１３
２１３

２８，９１４
１８，６０７
８，９５１
１，３５５
９１

３８，３７１
８６

　１３，３７８
　３８７
１２，５９５
１１４

４，９５５
４９０
８７８
６３８

４，８０６
３８

１，５４０
１３，２４９
△２２８

４１４，８７２ １００．００

１４．３５

６８．９３

０．０６

７．００

０．０２
６．２９

０．３６
３．０１
△０．０３

５９，５４４
４

５９，５４０
２８５，９８５
１２７，３４４
５，１４０

　７６，１３９
５４，９１５
１９，０７８
３，３６６
２３４
２３４

２９，０２９
１８，７２７
９，０６４
１，２３７
９１

２６，１０４
５８

　９，８９２
　２２２
５，４２５
２８３

３，０７３
５２５
８７５
９８７

４，７２９
３０

１，５１０
１２，４７８
△１０７

△２０，６６３
△３

△２０，６６０
△１０，５４４
△１，５９３
△４１７

△１７，０７４
△４，３３３
１６，２３９
△３，３６６
△２０
△２０
△１１４
△１１９
△１１３
１１７
―

１２，２６６
２８

３，４８６
１６５

７，１６９
△１６８
１，８８１
△３５
２

△３４８
７６
７
３０
７７０
△１２１

2018年度
（2019年３月３１日現在）
金　額 構成比

２０１７年度
（２０１８年３月３１日現在） 比較増減

資産の部合計

経理の状況
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　（単位：百万円）

% %

科目

年度

負債の部合計

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

（純資産の部）
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金

利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
特別準備金
不動産圧縮積立金
繰越利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計

　５．１４
３．９１

　５．３０

　１４．３６
８．４７
８．４７

　７１．９８

３．８８

０．７８
　０．１３　
０．３８

３０５，９５７ ７７．１７

９０，５１７
３９６，４７４

２２．８３
１００．００

２８５，３９５
４８，９９６
２３６，３９８　
１５，４００
３０７

５，０３６
１７
４０６
２３６　
８

２，３５１
６，８９１
１３０
１１
２

３，１１０
５３４

１，５１６
１，５１６

２０，３８９
１５，５１８
１２，６２０
２，８９８
２１，０２３
７，７６９
１３，２５４

―
１，６７８
１１，５７５
５６，９３２
３３，５８５
３３，５８５

　４．９１
３．７４

　６．３９

　１５．０５
９．３０
９．３０

　７０．８６

３．７８

０．５６
　０．１３　
０．３１

３１３，８５１ ７５．６５

１０１，０２０
４１４，８７２

２４．３５
１００．００

２９３，９６３
４８，８７３

　２４５，０９０
１５，６９６
　２８７

　４，７６８
４５

　１，３２２
　２４３

７
　２，２５２
６，７５４

１
１１
２

２，３３９
５５９

１，２９２
１，２９２

２０，３８９
１５，５１８
１２，６２０
２，８９８
２６，５２２
７，７６９
１８，７５３
８，８４０
１，７４５
８，１６７
６２，４３０
３８，５８９
３８，５８９

△７，８９４

△１０，５０３
△１８，３９７

　△８，５６８
１２３

△８，６９１
△２９６
２０　
２６８
△２７
△９１６
△６
０
９９
１３６
１２９
△０
―

７７０
△２４
２２４
２２４

―
―
―
―

△５，４９８
―

△５，４９８
△８，８４０
△６６
３，４０７
△５，４９８
△５，００４
△５，００４

2017年度
（2018年３月３１日現在）
金　額 構成比

2018年度
（2019年３月３１日現在）
金　額 構成比

比較増減

（負債の部）
保険契約準備金
支払備金
責任準備金

その他負債
共同保険借
再保険借
外国再保険借
未払法人税等
預り金
前受収益
未払金
仮受金
金融派生商品
資産除去債務
その他の負債

退職給付引当金
賞与引当金
特別法上の準備金
価格変動準備金
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 〈2018年度の注記事項〉
　1． 有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりとしています。

（ 1 ）満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法（定額法）によっています。
（２）子会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっています。
（３）その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。
			 	 	なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づいています。

（４）その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法に基づく原価法によっています。

　2． デリバティブ取引の評価は、時価法によっています。

　3． 有形固定資産の減価償却は、定額法によっています。

　4． 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算は外貨建取引等会計処理基準に基づき行っています。

　5． 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しています。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権および実質
的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認めら
れる額等を控除し、その残額を計上しています。

 今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証によ
る回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。上
記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しています。

 また、すべての債権は資産の自己査定基準に基づき、各資産の主管部および審査所管部が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部
監査部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っています。

　6． 退職給付引当金は、従業員の退職給付に充てるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期末に発生して
いると認められる額を計上しています。

　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。過去
勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用処理しています。数理
計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により、発生の翌期から費
用処理しています。

　7． 賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しています。

　8． 価格変動準備金は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上しています。

 9． 外貨建債券に係る将来の為替相場の変動リスクを軽減する目的で実施している為替予約取引については、時価ヘッジを適用しています。
　　なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジ有効性の評価を省略しています。

 1 0． 消費税等の会計処理は税抜方式によっています。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっています。
　　なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、5年間で均等償却を行っています。
  11. 貸付金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸付条件緩和債権額はありません。

（ 1 ）破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済
の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）の
うち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまで（貸倒引当金勘定への繰入限度額）に掲げる事由または
同項第４号に規定する事由が生じている貸付金です。

（２）延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払
を猶予した貸付金以外の貸付金です。

（3）３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸付金で、破綻先債権および延滞債
権に該当しないものです。

（4）貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放
棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しないものです。

  12. 有形固定資産の減価償却累計額は22,759百万円、圧縮記帳額は4,776百万円です。
  13. 関係会社に対する金銭債権総額は１百万円、金銭債務総額は440百万円です。
  14. 繰延税金資産の総額は27,617百万円、繰延税金負債の総額は13,208百万円です。また、評価性引当額として繰延税金資産から控除し

た額は1,158百万円です。
 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、責任準備金20,629百万円、退職給付引当金1,973百万円、ソフトウェア1,279百万円およ

び支払備金1,262百万円です。
 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、その他有価証券に係る評価差額金12,431百万円です。
  15. 関係会社株式の額は、43百万円です。
  16. 支払備金の内訳は次のとおりです。

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 53,865百万円
同上に係る出再支払備金 9,693百万円
差　　引　（イ） 44,171百万円
地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る支払備金（ロ） 4,825百万円
計　（イ＋ロ） 48,996百万円
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 17.  責任準備金の内訳は次のとおりです。
普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 119,012百万円
同上に係る出再責任準備金  2,499百万円
差　　引　（イ） 116,513百万円
その他の責任準備金（ロ） 119,885百万円
計　（イ＋ロ） 236,398百万円

 18 . １株当たりの純資産額は430円37銭です。
 算定上の基礎である純資産額は 90,517百万円、このうち普通株式に帰属しないものはありません。また、普通株式の当期末発行済株式数

は210,320千株です。

 19 . 退職給付に関する事項は次のとおりです。
（ 1 ）退職給付債務およびその内訳

イ.退職給付債務 △20,942百万円
ロ.年金資産 10,862百万円
ハ.退職給付信託 6,669百万円
二.未積立退職給付債務（イ＋ロ＋ハ） △3,409百万円
ホ.未認識数理計算上の差異 1,810百万円
へ.未認識過去勤務費用 29百万円
　ト.貸借対照表計上額の純額（二＋ホ＋へ） △1,569百万円
チ.前払年金費用 1,540百万円
 リ.退職給付引当金（トーチ） △3,110百万円

（２）退職給付債務等の計算基礎
退職給付見込額の期間配分方法 　給付算定式基準
割引率 0.0％
長期期待運用収益率 1.50％
過去勤務費用の額の処理年数 １２年
数理計算上の差異の処理年数 １２年

（3）退職一時金制度、確定給付企業年金制度および自社年金制度に基づく退職給付引当金の当期末残高（年金資産のうち、退職給付信
託に係る退職給付引当金に相当する金額を含む。）の内訳は、次のとおりです。

 20 . 上記における子会社および関係会社の定義は、会社計算規則第２条に基づいています。

 21． 重要な後発事象に関する事項は次のとおりです。
　　当期末日後に、翌期以降の財産または損益に重要な影響を及ぼす事象は生じていません。

 22． ストック・オプションに関する事項は次のとおりです。
（ 1 ）ストック･オプションに係る当期における費用計上額および科目名

営業費及び一般管理費　87百万円
（２）当期に付与したストック・オプションの内容

当社の親会社である東京海上ホールディングス株式会社より、当社の取締役および執行役員に対して株式報酬型ストック・オプション
が付与されており、当社は自社負担額のうち当期末までに発生した額を報酬費用として計上しています。

 23． 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。

  退職一時金 確定給付企業年金 自社年金 合計
 　　　　　　　　　　　　  　 百万円 百万円 百万円 百万円

退職給付引当金（年金資産控除前） △3,447 1,455 △5,549 △7,541
退職給付信託の年金資産 832 85 5,054 5,972
退職給付引当金（純額） △2,615 — △494 △3,110
前払年金費用（純額） — 1,540 — 1,540
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損益計算書 （単位：百万円）

科目

経常収益
保険引受収益
正味収入保険料
収入積立保険料
積立保険料等運用益
責任準備金戻入額
為替差益
その他保険引受収益

資産運用収益
利息及び配当金収入
有価証券売却益
有価証券償還益
為替差益
その他運用収益
積立保険料等運用益振替

その他経常収益
経常費用
保険引受費用
正味支払保険金
損害調査費
諸手数料及び集金費
満期返戻金
契約者配当金
支払備金繰入額
為替差損
その他保険引受費用

資産運用費用
有価証券売却損
有価証券評価損
有価証券償還損
金融派生商品費用
為替差損
その他運用費用

営業費及び一般管理費
その他経常費用
貸倒引当金繰入額
その他の経常費用

特別利益
固定資産処分益
移転補償金

特別損失
固定資産処分損
減損損失
特別法上の準備金繰入額
　価格変動準備金

経常利益

比較増減

△１，６７９
△２，１６８
１，４３１
△７３６
△９４３

１１，７３６
１０，０７７
１，９７７
△１２０
△１１
８，２３３

２
△３

１，６５６
△６０
９２０
７９５
△４
△５
１１
２

１４，２４１
１３，２６２
１４，９７５
３５５

１，０２７
△１，３３０
△１２

△１，８３５
△１
８４
３７０
△８２
６４
△２１
３８０
２０
９

５０４
１０４
１２１
△１７

９２６
７２２
２０４
１０１
９６
△３１
３５
３５

△２，５０４

金　　額

税引前当期純利益
法人税及び住民税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益

１６１，１８９
１５６，０２３
１４３，７９８
１，７４６
１，７７８
８，６９１

２
５

５，０７４
４，４６６
１，３８５
９９６
―
４

△１，７７８
９０

１５６，１１９
１３０，８１５
９０，１６１
９，８３９
２５，０６８
５，３７４
２４
１２３
―

２２３
７６４
１５
６４
―

６４２
２０
２１

２４，３４５
１９５
１２１
７３

９４２
７３８
２０４
３８８
１０５
５８
２２４
２２４

　５，０６９

５，６２４
５７３
６４７

１，２２１
４，４０３

2018年４月１日から
2019年３月３１日まで

2018年度
2017年４月１日から
2018年３月３１日まで

2017年度

金　　額
１４９，４５２
　１４５，９４５
　１４１，８２０

１，８６６
１，７９０
４５８
―
９

３，４１８
４，５２６
４６４
２０１
４
１０

△１，７９０
８７

１４１，８７７
１１７，５５２
７５，１８５
９，４８４
２４，０４１
６，７０５
３６

１，９５８
１

１３９
３９３
９７
―
２１
２６２
―
１１

２３，８４１
９０
―
９０

１６
１６
―

２８６
８
８９
１８８
１８８

　７，５７４

７，３０３
２，７４２
△７８４
１，９５７
５，３４６

年度
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〈２0１8年度の注記事項〉
　１． 関係会社との取引による収益総額は１４１百万円、費用総額は３,１56百万円です。

　２. （１）正味収入保険料の内訳は次のとおりです。
収入保険料 １67,5３7百万円
支払再保険料 ２３,7３9百万円
差　　引 １４３,798百万円

（２）正味支払保険金の内訳は次のとおりです。
支払保険金 １２7,96１百万円
回収再保険金 ３7,800百万円
差　　引 90,１6１百万円

（３）諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりです。
支払諸手数料及び集金費 ２6,４２２百万円
出再保険手数料 １,３5３百万円
差　　引 ２5,068百万円

（４）支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりです。
支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 9,77２百万円
同上に係る出再支払備金繰入額 9,１３7百万円
差　　引　（イ） 6３5百万円
地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る支払備金繰入額（ロ） △5１１百万円
計　（イ＋ロ） １２３百万円

 （5）責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりです。
普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） △１,４２9百万円
同上に係る出再責任準備金繰入額 △４06百万円
差　　引　（イ） △１,0２３百万円
その他の責任準備金繰入額（ロ） △7,668百万円
計　（イ＋ロ） △8,69１百万円

（6）利息及び配当金収入の内訳は次のとおりです。
預貯金利息 0百万円
有価証券利息・配当金 ４,１9４百万円
貸付金利息 9百万円
不動産賃貸料 ２60百万円
その他利息・配当金 0百万円
計 ４,４66百万円

　３. 金融派生商品費用中の評価損益は２09百万円の益です。
　４. １株当たりの当期純利益金額は２0円9３銭です。算定上の基礎である当期純利益は４,４0３百万円、　このうち普通株式に帰属しないものは
 ありません。また、普通株式の期中平均株式数は２１0,３２0千株です。

潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

　5. 損害調査費、営業費及び一般管理費に計上した退職給付費用は１,6１４百万円であり、その内訳は次のとおりです。
勤務費用 8４7百万円
利息費用 ２１百万円
期待運用収益 △１6１百万円
数理計算上の差異の費用処理額 　899百万円
過去勤務費用の費用処理額 8百万円
計 １,6１４百万円

　6. 当期における法定実効税率は28.0％、税効果会計適用後の法人税等の負担率は21.7％であり、この差異の主要な内訳は、評価性引当額
 △6.3％、受取配当等の益金不算入額△2.2％、住民税均等割1.9％、交際費等の損金不算入額0.8％です。

　7. 関連当事者との取引については以下の通りです。

 取引条件及び取引条件の決定方針等
 （注）上記取引は、市場実勢を勘案して、毎期価格交渉の上、取引条件を決定しています。

　8. 当期において、以下の資産について減損損失を計上しています。

保険事業等の用に供している不動産については、保険事業等全体で１つの資産グループとし、賃貸用不動産等、遊休不動産等および売却予
定不動産等については主たる用途に基づき個別の物件毎にグルーピングしています。
当該不動産を遊休資産としたことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しています。
なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額としています。正味売却価額は路線価から処分費用見込額を減じた額です。

　9. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。

種類

親会社の
子会社

科目

再保険貸 
再保険借

会社等
の名称

東京海上
日動火災
保険株式
会社

関連当事者
との関係

再保険
取引先

取引金額
（百万円）

３,599
19,0４２

　４8

期末残高
（百万円）

7,３４8
１8４

取引の
内容

出再取引
保険料
保険金
手数料

議決権等の所有
（被所有）の割合

なし

用途

遊休不動産 ２４
土地

３３
建物

減損損失

58
合計種類

土地および建物

場所等

福岡県大牟田市に保有するビル

（単位：百万円）
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キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

金　　額 金　　額

2018年４月１日から
2019年３月３１日まで

2018年度
2017年４月１日から
2018年３月３１日まで

2017年度

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
減価償却費
減損損失
支払備金の増減額（△は減少）
責任準備金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
価格変動準備金の増減額（△は減少）
利息及び配当金収入
有価証券関係損益（△は益）
為替差損益（△は益）
有形固定資産関係損益（△は益）
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加）
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額（△は増加）
有価証券の取得による支出
有価証券の売却・償還による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
資産運用活動計
営業活動及び資産運用活動計
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物期首残高
現金及び現金同等物期末残高

科目

年度
比較増減

△８
△２２，２１５
２８，５８４
△１２５
１４５

６，３８１
△１０，７７１
△８８５
８８６
―

６，３８３

△９，９０１
―

△２０，６７１
５６，４３６
３５，７６５

５，６２４
６８８
５８
１２３

△８，６９１
１２１
７７０
△２４
２２４

△４，４６６
△２，２８０

１９
△６３３

△１２，７８５
２，０５４

－
△１９，１９７
４，４０９
△２，３６４
△１７，１５２

△１，６７９
３０
△３１
△４８７

△８，２３３
１２２
５８７
△４３
３５
６０

△１，７３０
２４

△６２５
△１１，３５３
２，５２５

０
△２０，７９６
△２５１
６９４

△２０，３５４

△５６０
△５，１１２
△１６，６４７

　０
△２１

△２２，３４０
△４２，６９４

△５４
８６５
０

△２１，５３０

１，０００
１９

△４０，８６３
２０，１９２
△２０，６７１

△9,901
―

５５２
△１７，１０３
４５，２３２
△１２６
１６７

２８，７２２
３１，９２３
△８３０
２１
△０

２７，９１３

△１０，９０２
△１９

２０，１９２
３６，２４４
５６，４３６

７，３０３
６５７
８９
６１０

　　△４５８
△１
１８３
１８
１８８

△４，５２６
△５５０
△４
△７

△１，４３１
　△４７１
　△０

　１，５９９
４，６６１
△３，０５９
　３，２０１

△10,900
△1

999
1
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〈2018年度の注記事項〉
　1. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金および取得日から満期日または償還日までの期間
が３ヵ月以内の定期預金等の短期投資からなっています。

　 2. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
　　    　  　

現金及び預貯金 38,881百万円
預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △3,116百万円
現金及び現金同等物 35,765百万円

　 3. 投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フローを含んでいます。

（2019年３月３１日現在）
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（単位：百万円）

株主資本等変動計算書
2017年度（2017年４月１日から2018年３月31日）

（単位：百万円）

当期首残高
当期変動額
不動産圧縮積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計
当期末残高

３５，８２３

２，７６６
２，７６６
３８，５８９

１０３，８０８

―
△１０，９００
５，３４６
２，７６６
△２，７８８
１０１，０２０

その他
有価証券
評価
差額金

評価・
換算
差額等

純資産
合計

当期首残高
当期変動額
不動産圧縮積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計
当期末残高

２０，３８９

―
２０，３８９

１２，６２０

―
１２，６２０

２，８９８

―
２，８９８

７，７６９

―
７，７６９

８，８４０

―
８，８４０

１，７７８

△３２

△３２
１，７４５

１３，６８９

　　３２
△１０，９００
５，３４６

△５，５２１
８，１６７

６７，９８５

―
△１０，９００
５，３４６

△５，５５４
６２，４３０

資本金 資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金 特別

準備金
不動産
圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

その他利益剰余金

利益剰余金

株主資本

株主資本
合計

資本剰余金
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（単位：百万円）2018年度（2018年４月１日から2019年３月31日）

（単位：百万円）

当期首残高
当期変動額
特別準備金の取崩
不動産圧縮積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

３８，５８９

△５，００４
△５，００４
３３，５８５

１０１，０２０

―
―

△９，９０１
４，４０３
△５，００４
△１０，５０３
９０，５１７

その他
有価証券
評価
差額金

評価・
換算
差額等

純資産
合計

当期首残高
当期変動額
特別準備金の取崩
不動産圧縮積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計
当期末残高

２０，３８９

―
２０，３８９

１２，６２０

―
１２，６２０

２，８９８

―
２，８９８

７，７６９

―
７，７６９

８，８４０

△８，８４０

△8,840
―

１，７４５

△６６

△６６
１，６７８

８，１６７

８，８４０
　　６６
△9,901
４，４０３

３，４０７
１１，５７５

６２，４３０

―
―

△9,901
４，４０３

△５，４９８
５６，９３２

資本金 資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金 特別

準備金
不動産
圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

その他利益剰余金

利益剰余金

株主資本

株主資本
合計

資本剰余金
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〈2018年度の注記事項〉
　１．　発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

―
―

―
―

当事業年度
増加株式数（千株）

当事業年度
減少株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

２１０，３２０
２１０，３２０

２１０，３２０
２１０，３２０

当事業年度期首
株式数（千株）

発 行 済 株 式
普 通 株 式

合 計

３．　配当に関する事項
（1 ）配当金支払額

（２）基準日が２0１8年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が２0１9年度となるもの

（注） 自己株式については、該当ありません。

２．　新株予約権および自己新株予約権に関する事項
該当ありません。

４　．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。

配当の原資 1株当たり配当額配当金の総額株式の種類（決議） 基準日 効力発生日

2019年５月１６日
取締役会 普通株式 ８，６９０百万円 利益剰余金 ４１円３２銭 2019年

３月３１日
2019年
５月２１日

1株当たり配当額配当金の総額株式の種類（決議） 基準日 効力発生日

2018年５月16日
取締役会 普通株式 ９，９０１百万円 ４７円０８銭 2018年

３月３１日
2018年
５月２１日
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貸借対照表（主要項目）の推移 （単位：百万円）

科目
（資産の部）
現金及び預貯金
有価証券
貸付金
有形固定資産
無形固定資産
その他資産
前払年金費用
繰延税金資産
貸倒引当金
資産の部合計

（負債の部）
保険契約準備金
その他負債
退職給付引当金
賞与引当金
特別法上の準備金
価格変動準備金
負債の部合計

（純資産の部）
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

年度

( )( )( )

2016年度

３８，８８１
２７５，４４０

２１３
２８，９１４

９１
３８，３７１
１，５４０
１３，２４９
△２２８

３９６，４７４

２８５，３９５
１５，４００
３，１１０
５３４

１，５１６
１，５１６

３０５，９５７

２０，３８９
１５，５１８
２１，０２３
５６，９３２
３３，５８５
３３，５８５
９０，５１７
３９６，４７４

５９，５４４
２８５，９８５

２３４
２９，０２９

９１
２６，１０４
１，５１０
１２，４７８
△１０７

４１４，８７２

２９３，９６３
１５，６９６
２，３３９
５５９

１，２９２
　１，２９２
３１３，８５１

２０，３８９
１５，５１８
２６，５２２
６２，４３０
３８，５８９
３８，５８９
１０１，０２０
４１４，８７２

３９，８５２
３１０，２９１

２７５
２８，９６０

９１
２４，０８４
１，５６９
１２，９０２
△１０９

４１７，９１９

２９３，８１２
１６，４９７
２，１５６
５４０

１，１０４
１，１０４

３１４，１１０

２０，３８９
１５，５１８
３２，０７７
６７，９８５
３５，８２３
３５，８２３
１０３，８０８
４１７，９１９

2018年度2017年度
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業績データ

経理の状況

日新火災の現状 2019日新火災の現状 2019

損益計算書（主要項目）の推移 （単位：百万円）

科目
経常収益
保険引受収益
正味収入保険料
収入積立保険料
積立保険料等運用益
支払備金戻入額
責任準備金戻入額
その他の保険引受収益
資産運用収益
利息及び配当金収入
有価証券売却益等
その他の運用収益
積立保険料等運用益振替
その他経常収益

経常費用
保険引受費用
正味支払保険金
損害調査費
諸手数料及び集金費
満期返戻金
契約者配当金
支払備金繰入額
その他の保険引受費用
資産運用費用
有価証券売却損等
有価証券評価損
その他の運用費用
営業費及び一般管理費
その他経常費用

経常利益

税引前当期純利益
法人税及び住民税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益

特別利益
固定資産処分益
移転補償金
特別法上の準備金戻入額
　価格変動準備金

特別損失
固定資産処分損
減損損失
特別法上の準備金繰入額
価格変動準備金

年度

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

２０１８年４月１日から
２０１９年３月３１日まで

２０１８年度

１６１，１８９
１５６，０２３
１４３，７９８
１，７４６
１，７７８

―
８，６９１

５
５，０７４
４，４６６
２，３８１

４
△１，７７８

９０

５，６２４
５７３
６４７

１，２２１
４，４０３

９４２
７３８
２０４
―
―　

３８８
１０５
５８
２２４
２２４

１５６，１１９
１３０，８１５
９０，１６１
９，８３９
２５，０６８
５，３７４
２４
１２３
２２３
７６４
６５８
６４
４１

２４，３４５
１９５

５，０６９

１４９，４５２
１４５，９４５
１４１，８２０
１，８６６
１，７９０

―
４５８
９

３，４１８
４，５２６
６６６
１５

△１，７９０
８７

７，３０３
２，７４２
△７８４
１，９５７
５，３４６

１６
１６
―
―
―

２８６
８
８９
１８８
１８８

１４１，８７７
１１７，５５２
７５，１８５
９，４８４
２４，０４１
６，７０５
３６

１，９５８
１４０
３９３
３８１
―
１１

２３，８４１
９０

７，５７４

２０１７年４月１日から
２０１８年３月３１日まで

２０１７年度

１４９，１６３
１４６，４１８
１４０，１１８
２，０３４
１，８５６

―
２，３９２
１４

２，６７１
４，３２２
１９５
１０

△１，８５６
７３

９，２１６
２，９５５
△３１８
２，６３６
６，５７９

２７４
４
―

２７０
２７０
７７
７７
―
―
―

１４０，１４３
１１５，５００
７２，９３７
９，７８６
２３，２０５
８，８０９
２３
５６８
１７０
６６８
３８５
３０
２５２

２３，４８８
４８６

９，０１９

２０１６年４月１日から
２０１７年３月３１日まで

２０１６年度
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業績データ

経理の状況

日新火災の現状 2019日新火災の現状 2019

1株当たり配当等の推移

（注）1.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないので記載していません。
2.  1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目

1株当たり配当額

1株当たり当期純利益金額

配当性向

1株当たり純資産額

従業員1人当たり総資産

年度

４１円３２銭

２０円９３銭

１９７．４２％

４３０円３７銭

１７８百万円

４７円０８銭

２５円４２銭

１８５．２１％

４８０円３１銭

１８３百万円

2018年度

５１円８３銭

３１円２８銭

１６５．７０％

４９３円５７銭

１８２百万円

2017年度2016年度

　項目

当期純利益（百万円）

普通株主に帰属しない金額（百万円）

普通株式に係る当期純利益（百万円）

普通株式の期中平均株式（千株）

年度 2016年度 2018年度

４，４０３

―

４，４０３

２１０，３２０

５，３４６

―

５，３４６

２１０，３２０

2017年度

６，５７９

―

６，５７９

２１０，３２０
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業績データ

経理の状況

日新火災の現状 2019日新火災の現状 2019

資産・負債の明細

現金及び預貯金 （単位：百万円）

商品有価証券・同平均残高・同売買高
該当ありません。

 

　

現金
預貯金
（郵便振替・郵便貯金）
（当座預金）
（普通預金）
（通知預金）
（定期預金）
（譲渡性預金）

年度
区分

合計

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

１
３８，８７９
７４５　
３　

３４，７１４
３００

３，１１６
―

38,881

４
５９，５４０
６１２
１０７

５５，４１２
３００　

　３，１０８
―

59,544

2016年度末 2018年度末

５
３９，８４６
７６０

１，５４９
３３，５２８
４００

２，６３２
９７５

39,852

2017年度末

保有有価証券の内訳と推移 （単位：百万円）
  

   区分 構成比 構成比 構成比
% %

国債
地方債
社債
株式
外国証券
その他の証券

%

合計

年度 2016年度末

１２５，７５１
４，７２３
５９，０６５
５０，５８２
３５，３１８

―

４５．７
１．７
２１．４
１８．４
１２．８
―

２７５，４４０ １００．０

１２７，３４４
５，１４０
７６，１３９
５４，９１５
１９，０７８
３，３６６

４４．５
１．８
２６．６
１９．２
　６．７
１．２

２８５，９８５ １００．０

2018年度末

１２８，６９８
８，６９４
９５，３５５
５１，０６０
２３，１１０
３，３７２

４１．５
２．８
３０．７
１６．５
　７．４
１．１

３１０，２９１ １００．０

2017年度末
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業績データ

経理の状況

日新火災の現状 2019日新火災の現状 2019

保有有価証券利回りの内訳と推移

（注）1. 「インカム利回り」は、利息及び配当金収入を当該資産の平均運用額（取得原価ベース）で除した比率です。
2.「実現利回り」は、P.78「資産運用利回り（実現利回り）」と同様の方法により算出したものです。
3.「時価総合利回り」は、P.78「（参考）時価総合利回り」と同様の方法により算出したものです。

　　　　　　   
　   

%

%

%

%

%

%

%

%

%

公社債
株式
外国証券
その他
合計

合計

合計

公社債
株式
外国証券
その他

公社債
株式
外国証券
その他

イ
ン
カ
ム
利
回
り

実
現
利
回
り

時
価
総
合
利
回
り

年度
区分

１．２８
３．５８
５．１６

１８７．４９

１．２４
△６．０３
３．３２
△４．３４

１．２５
３．７７
２．８６
１７．４８
１．７９

２．７６１．４３

０．０２

１．２１
４．２９
４．３７
２２．９３

０．６９
１２．２１
２．４４
１５．９２

１．１７
３．２７
４．５９
１０．０８
１．６９

１．９０

２．９２

2018年度

１．２７
２．８３
１．１７
２．６０

△０．６０
１１．４０
△１．７０
１３．０４

１．１９
２．８４
２．６９
３．７７
１．５１

１．２１

2017年度2016年度

有価証券残存期間別残高 （単位：百万円）

（注） 「元本額（額面金額）」を表示しています。

合計３年超
５年以下

１年超
３年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 期間の定めの

ないものを含む（ ）
１０年超１年以下

残存期間
区分

合計

国債
地方債
社債
株式
外国証券
その他の証券

合計

２
０
１
８
年
度
末

国債
地方債
社債
株式
外国証券
その他の証券

１７，７００
―

５，０００
―

１，０５４
―

２３，７５４

４，０００
１，５００
１７，５００

―
４，３８１

―

２７，３８１

１７，１００
１，３００
１６，８２２

―
１，７７３

―

３６，９９６

１７，９００
１，０００
３，６００

―
６００
―

２３，１００

３５，３００
５００

７，７００
５０，５８２
２０，０１２

―

１１４，０９５

１０８，０００
４，３００
５５，８０６
５０，５８２
３４，９８０

―

２５３，６７０

１６，０００
―

５，１８４
―

７，１５８
―

２
０
１
７
年
度
末

２８，３４２

１６，８５０
―

２，９８４
―

６，３２１
―

２６，１５５

１，０００
４００

１５，７６０
―

３，０６６
２３

２０，２５０

１３，１００
２，７００
３７，８２２

―
５，３８１

―

５９，００３

１８，５５０
―

２，５００
―

１，１００
―

２２，１５０

４５，６００
１，５００
９，２００
５４，９１５
１，８４６
３，３４２

１１６，４０４

１０９，５００
４，７００
７２，７６６
５４，９１５
１８，７７８
３，３６６

２６４，０２７

１４，４００
１００

４，５００
―

１，０６２
―

２０，０６２



業績データ

経理の状況

日新火災の現状 2019日新火災の現状 201998

業種別保有株式 （単位：千株、百万円）

（注）約款貸付は、含みません。

（注）約款貸付は、含みません。

　区分
%%%

陸運業
金融保険業
食料品
その他製品
建設業
機械
商業
サービス業
金属製品
化学
その他

合計

構成比金　額株　数 構成比金　額株　数 構成比金　額株　数
2018年度末

３，６２２
１２，８６７
２，４９６
　１，１５７
４，０７６
１，３３１
３，２８２
５５５

１，７０１
１，８６１
３，８４０

１１，６０９
８，２７４
５，６７０
３，８２０
３，６１１
３，４３３
３，３２４
２，６７４
２，３２５
１，９４８
３，８９１

２３．０
１６．４
１１．２
７．６
７．１
６．８
６．６
５．３
４．６
３．９
７．７

３６，７９２ ５０，５８２ １００．０

３，９９０
１２，９６６
２，５０７
１，１５７
５，６４６
３，５１３
３，３２２
５５５

１，７０１
２，４８４
４，４８７

９，９２４
９，６３６
５，３８０
５，０２４
４，９５４
４，４９７
３，１２３
２，３５１
３，０６７
２，３３８
４，６１６

１８．１
１７．５
９．８
９．１
９．０
８．２
５．７
４．３
５．６
４．３
８．４

４２，３３４ ５４，９１５ １００．０

2017年度末

１０，１６０
１６，１９２
３，１６４
１，１５７
５，７２６
７，９９７
３，６０２
５９９

１，７０１
２，５２９
６，７６２

９，１４７
９，３９２
５，３０８
３，８７４
３，９８２
４，１６４
２，８６０
１，７６４
３，０５５
２，０９８
５，４１１

１７．９
１８．４
１０．４
７．６
７．８
８．２
５．６
３．５
６．０
４．１
１０．６

５９，５９４ ５１，０６０ １００．０

2016年度末年度

（注）1. 業種区分は証券取引所の業種分類に準じています。
2. 陸運業は空運業を、化学は医薬品を含んでいます。また、卸売業および小売業は商業として、銀行業、保険業およびその他金融業は金融保険業として
　  記載しています。

貸付金の残存期間別残高

（単位：百万円）2017年度末

１年以下 合　計3年超
5年以下

1年超
3年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下区 分 （ ）

10年超

固定金利
変動金利
計

国内企業向け

そ の 他

合 計

固定金利
変動金利
計

固定金利
変動金利
計

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

期間の定めの
ないものを含む

（単位：百万円）2018年度末

１年以下 合　計3年超
5年以下

1年超
3年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下区 分 （ ）

10年超

固定金利
変動金利
計

国内企業向け

そ の 他

合 計

固定金利
変動金利
計

固定金利
変動金利
計

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

期間の定めの
ないものを含む
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（単位：百万円）貸付金担保別内訳

貸付金使途別内訳 （単位：百万円）

貸付金の業種別内訳と推移 （単位：百万円）

（注）業種別区分は、日本標準産業分類の大分類に準じています。

構成比 構成比 構成比
%

区分

担保貸付
保証貸付
信用貸付
その他
一般貸付計
約款貸付
合計
（うち劣後特約付貸付）

% %

年度

―
―
―
―
―

２１３
２１３

―
―
―
―
―

１００．０
１００．０

( ―) ( ―)

―
―
―
―
―

２３４
２３４

―
―
―
―
―

１００．０
１００．０

( ―) ( ―)( ―)

２０１６年度末 2018年度末

―
―
―
―
―

２７５
２７５

―
―
―
―
―

１００．０
１００．０
( ―)

2017年度末

構成比 構成比 構成比
%

  

設備資金
運転資金

% %

合計

年度
区分

２０１６年度末

̶
１００．０

̶
２１３

２１３ １００．０

2018年度末

̶
１００．０

̶
２７５

２７５ １００．０

2017年度末

̶
１００．０

̶
２３４

２３４ １００．０

構成比 構成比 構成比
  　

区分
%

農林・水産業
鉱業・採石業・砂利採取業
建設業
製造業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業・物品賃貸業
情報通信業
運輸業・郵便業
電気・ガス・熱供給・水道業
サービス業等
その他
（うち個人住宅・消費者ローン）

公共団体
公社・公団
約款貸付

% %

年度

計

合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

２１３
２１３

―
―
―

１００．０
１００．０

2016年度末 2018年度末

（　　　） （　　　）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

２３４
２３４

―
―
―

１００．０
１００．０

（　　　） （　　　）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

２７５
２７５

―
―
―

１００．０
１００．０

2017年度末

（　　　） （　　　）
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貸付金企業規模別内訳 （単位：百万円）

（注）1. 大企業とは資本金１0億円以上の企業をいいます。
2.中堅企業とは（注）１の「大企業」および（注）３の「中小企業」以外の企業をいいます。
3.中小企業とは資本金３億円以下の企業をいいます。（ただし、卸売業は資本金１億円以下、小売業、飲食業、サービス業は資本金5千万円以下の企業をいいます。）
4.その他とは個人ローン等です。

構成比 構成比 構成比
% % %

  
   区分
大企業
中堅企業
中小企業
その他

一般貸付計

2016年度末

―
―
―
―

̶

―
―
―
―

̶

―
―
―
―

̶

―
―
―
―

̶

―
―
―
―

̶

2018年度末

―
―
―
―

̶

2017年度末年度

貸付金地域別内訳

（注）1. 個人ローン・約款貸付等は含みません。
2. 国内の区分は、当社取扱部店所在地による分類です。

（単位：百万円）

構成比 構成比 構成比区分
% % %

国
内

首都圏
その他の地域
国内計

海外計
合計

2016年度末 2017年度末

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

2018年度末年度

有形固定資産及び有形固定資産合計の残高 （単位：百万円）

  
  区分

土地
営業用
賃貸用

建物
営業用
賃貸用

土地・建物合計
営業用
賃貸用

建設仮勘定
営業用
賃貸用

合計
営業用
賃貸用

リース資産
その他の有形固定資産
有形固定資産合計

年度 2016年度末

―
１，３５５
２８，９１４

１８，６０７
１７，７３１
８７６

８，９５１
８，２０７
７４３

２７，５５９
２５，９３８
１，６２０

―
―
―

２７，５５９
２５，９３８
１，６２０

―
１，２３７
２９，０２９

１８，７２７
１７，８２１
９０５

９，０６４
８，２６１
８０２

２７，７９１
２６，０８３
１，７０８

―
―
―

２７，７９１
２６，０８３
１，７０８

2018年度末

１
９７６

２８，９６０

１８，７９１
１７，９２２
８６８

９，１９０
８，３６６
８２４

２７，９８２
２６，２８８
１，６９３

―
―
―

２７，９８２
２６，２８８
１，６９３

2017年度末
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支払承諾の残高内訳
該当ありません。

支払承諾見返の担保別内訳
該当ありません。

住宅関連融資

（注）長期性資産は、積立保険の払戻積立金・契約者配当準備金の合計額を表示しています。

長期性資産 （単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）合計欄の（　）内は総貸付残高に対する比率です。

  
  

年度
区分

長期性資産

2016年度末 2018年度末

２３，４７５

2017年度末

２６，３２９３０，３２３

区分
% % %

総貸付残高

合計

年度

個人向ローン
住宅金融会社貸付
地方住宅供給公社貸付

構成比
2016年度末

構成比

―
（　　―）

２１３

―
―
―

―
―
―

――
（　　―）

２７５

―
―
―

―
―
―

―

2018年度末
構成比

―
（　　―）

２３４

―
―
―

―
―
―

―

2017年度末
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リスク管理債権
破綻先債権、延滞債権、3ヵ月以上延滞債権、貸付条件緩和債権はありません。

元本補塡契約のある信託に係る貸出金の状況
該当ありません。

債務者区分に基づいて区分された債権 （単位：百万円）

（注）上記の表は、貸付金・貸付有価証券およびそれらに準ずる未収利息・仮払金を基礎として区分しています。
　１．　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始または再生手続開始の申し立て等により経営破綻に陥っている債務者に対

する債権およびこれらに準ずる債権であり、実質破綻先に対する債権および破綻先に対する債権です。
 2．　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受け

取りができない可能性の高い債権であり、破綻懸念先に対する債権です。
 3 ．　要管理債権とは、要注意先に対する債権のうち３ヵ月以上延滞貸付金（元本または利息の支払いが、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸付金）

および条件緩和貸付金（債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債
務者に有利となる取り決めを行った貸付金）です。ただし前記１．　2．に掲げる貸付金を除きます。

 4．　正常債権とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、前記１．　2．３．およびこれらに準ずる債権以外のものに区分される債権であり、国、
地方公共団体および被管理金融機関に対する債権、正常先に対する債権および要注意先に対する債権のうち要管理債権に該当する債権以外の債権です。

区分

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

正常債権

合計

年度 2016年度

―

―

―

217

217

―

―

―

280

280

2018年度

―

―

―

238

238

2017年度
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自己査定結果

（単位：百万円）2017年度

貸付金

有価証券

有形固定資産

その他

合計

分 類 資 産
Ⅲ分類Ⅱ分類 計Ⅳ分類 合　計非分類資産

（ Ⅰ 分類）区　分

２３４

２８５，７９７

２８，９９０

９９，５４３

４１４，５６６

―

１８７

３８

８２

３０７

―

―

―

１０４

１０４

―

―

―

０

０

―

１８７

３８

１８７

４１２

２３４

２８５，９８５

２９，０２９

９９，７３０

４１４，９７９

（単位：百万円）

（注）1.その他とは、預貯金、保険料債権、預託金等です。
2.資産の自己査定結果における各分類区分は次のとおりです。
（1）非分類（Ⅰ分類）資産

「Ⅱ分類、Ⅲ分類、Ⅳ分類としない資産」で、回収の危険性または価値の毀損の可能性について、問題のない資産です。
（２）Ⅱ分類資産

債権確保上の諸条件が満足に充たされていないため、あるいは、信用上疑義が存する等の理由により、その回収について通常の度合を超える危険を
含むと認められる債権等の資産です。

（３）Ⅲ分類資産
最終の回収または価値について重大な懸念が存し、したがって損失の発生の可能性が高いが、その損失額について合理的な推計が困難な資産です。

（４）Ⅳ分類資産
回収不可能または無価値と判定される資産です。

3.各欄の金額は、自己査定による償却および評価損計上実施前の残高を表示しています。

2018年度

貸付金

有価証券

有形固定資産

その他

合計

分 類 資 産
Ⅲ分類Ⅱ分類 計Ⅳ分類 合　計非分類資産

（ Ⅰ 分類）区　分

２１３

２７５，２５３

２８，９０３

９１，８１１

３９６，１８１

―

１８７

１１

９８

２９６

―

―

―

２２４

２２４

―

―

―

０

０

―

１８７

１１

３２３

５２２

２１３

２７５，４４０

２８，９１４

９２，１３４

３９６，７０３
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支払備金 （単位：百万円）

期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト） （単位：百万円）

（注）1. 国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
2.地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
3.当期把握見積り差額＝期首支払備金−（前期以前発生事故に係る当期支払保険金+前期以前発生事故に係る当期末支払備金）

種目
火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

年度

合計

2016年度末

４８，９９６

５，０６８
３

２，４１９
３０，９５６
４，８２５
５，７２４

（　２，４４３）

４８，８７３

５，５５９
６

３，０６９
３０，２０４
５，３３６
４，６９７

（　２，０７１）

2018年度末

４８，２６２

４，５０８
４３

３，３５５
３０，７７３
５，６２７
３，９５４

（　２，１３９）

2017年度末

期 首 支 払 備 金 前期以前発生事故に係る
当期支払保険金

前期以前発生事故に係る
当期末支払備金

当期把握
見積り差額会 計 年 度

４９，７３２

４２，７３７

４１，５１９

４１，６７５

４３，８４３

２７，９３０

２２，９２１

２１，３５６

２１，９４６

２５，１３１

２０，４４８

１９，５２６

１９，２８１

１９，１５８

２０，１４５

１，３５３

２８９

８８１

５７１

△ 1,433

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度
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事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表 
自動車保険 （単位：百万円）

傷害保険 （単位：百万円）

賠償責任保険 （単位：百万円）

（注）1. 国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
2.「比率」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した倍率を記載しています。
3.「変動」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した額を記載しています。

事故発生年度

 

金額 比率 変動金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金

事故発生年度末

１年後

２年後

３年後

４年後

最終損害見積り額

累計保険金

支払備金

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

42,49042,663

41,215 0.966 △1,448

41,918

41,238

40,861

0.984

0.991

△680

△377

40,993

40,566

40,629

40,399

0.990

1.002

0.994

△427

63

△230

40,327 0.998 △72

41,510

40,810

44,585

42,097 0.991 △393

４０，３２７

３９，１３０

１，１９７

４４，５８５

２８，３５６

１６，２２９

４２，０９７

３５，７２０

６，３７７

４１，５１０

３８，０１４

３，４９６

４０，８１０

３９，０１２

１，７９８

0.999 △51

1.007 295

 

事故発生年度

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金

事故発生年度末

１年後

２年後

３年後

４年後

最終損害見積り額

累計保険金

支払備金

金額 比率 変動金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

4,336

4,250

4,300

4,286

4,308

0.980

1.012

0.997

1.005

△86

50

△14

22

3,640

3,658

3,619

3,461

3,385

2,8414,134

4,055

4,057

4,055

 

0.981

1.000

1.000

 

△79

2

△2

1.005

0.989

18

△39

0.978 △76

４，３０８

４，２３４

７４

４，０５５

３，９０１

１５４

３，６１９

３，３９８

２２１

２，８４１

１，４４１

１，４００

３，３８５

３，０４６

３３９
 

事故発生年度

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金

事故発生年度末

１年後

２年後

３年後

４年後

最終損害見積り額

累計保険金

支払備金

金額 比率 変動金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

2,267

2,396

2,404

2,307

2,300

1.057

1.003

0.960

0.997

129

8

△97

△7

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

2,629

2,769

2,851

2,273

2,194

2,221

2,268

2018年度

0.965

1.012

1.021

△79

27

47

1.053

1.030

140

82

3,062

3,065

２，３００

２，２２６

７４

２，２６８

２，１２９

１３９

２，８５１

２，５５８

２９３

３，６９３

２，１５５

１，５３８

３，０６５

２，７６７

２９８

3,693

1.001 3
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責任準備金 （単位：百万円）

種目
火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）
合計

年度 2016年度末 2018年度末

２３６，３９８

８９，５１３
２，４３６
３１，０５４
５０，９２６
３５，４０２
２７，０６４

（　７，４４５）
２４５，０９０

９６，９４８
２，４３８
３３，４３７
５０，１９１
３５，７８２
２６，２９１

（　７，０２５）

2017年度末

２４５，５４９

９８，９２９
２，４４１
３６，６４３
４６，８６４
３５，５３８
２５，１３２

（　６，６４５）

責任準備金積立水準

（注）1. 積立方式および積立率は、保険業法第３条第5項第１号に掲げる保険に係る保険契約および保険業法第３条第5項第１号に掲げる保険を主たる保険
としている保険契約を除いています。

2.保険料積立金および積立保険に係る払戻積立金以外について積立方式という概念がないため、積立方式は保険料積立金および積立保険に係る
払戻積立金について記載しています。

3. 積立率＝（実際に積み立てている普通責任準備金＋払戻積立金）÷（下記（1）〜（３）の合計額）
（1）標準責任準備金対象契約に係る平成8年大蔵省告示第４8号に定める方式により計算した保険料積立金および払戻積立金（保険業法施行

規則第68条第２項に定める保険契約に限る）
（２）標準責任準備金対象外契約に係る平準純保険料式により計算した2001年7月１日以降に保険期間が開始する保険契約に係る保険料積立金、
　  保険業法施行規則第68条第２項に定める保険契約以外の保険契約で2001年7月１日以降に保険期間が開始する保険契約に係る払戻積立
　  金ならびに2001年7月１日前に保険期間が開始する保険契約に係る普通責任準備金および払戻積立金

（３）2001年7月１日以降に保険期間が開始する保険契約に係る未経過保険料

積 立 方 式
標準責任準備金対象契約

標準責任準備金対象外契約

積　立　率

区分
年度

標準責任準備金

平準純保険料式又は全期チルメル式

１００．０％

2018年度末

標準責任準備金

平準純保険料式又は全期チルメル式

１００．０％

2017年度末

責任準備金の残高内訳 （単位：百万円）

（注）地震保険と自動車損害賠償責任保険の責任準備金については、普通責任準備金として記載しています。

区　分

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

合計

火災
海上
傷害
自動車
自動車損害賠償責任
その他
（うち賠償責任）

合計

異常危険準備金普通責任準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金 合　計

（　　 ）（ ） （ ） （　　 ） （　　 ） （ ）

（ ）（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

―
―
―
―
―
―
―

―

７６，３９８
２

２，７７３
２７，４９１
３５，７８２
１２，１２６
２，０９２

１５４，５７４

２０，２２０
２，４３６
６，２５８
２２，７００

―
１２，５２４　　　
４，９３２

６４，１３９

３２６
―

２４，２５２
―
―

１，６２４
―

２６，２０３

３
―

１５２
―
―
１６
―

１７２

９６，９４８
２，４３８
３３，４３７
５０，１９１
３５，７８２
２６，２９１
７，０２５

２４５，０９０

２
０
１
８
年
度
末

２
０
１
７
年
度
末

―
―
―
―
―
―

　　―

―

７６，５０８
０

２，６４７
２５，４９６
３５，４０２
１２，６８５
　２，１５７

１５２，７４０

１３，００５
　　２，４３６
６，４７８
２５，４２９

―
１２，７８７　　　
　５，２８８

６０，１３７

―
―

２１，７９８
―
―

　１，５７６
　　―

２３，３７４

　―
―

１３０
―
―
１５

　　―

１４６

８９，５１３
２，４３６
３１，０５４
５０，９２６
３５，４０２
２７，０６４
　７，４４５

２３６，３９８
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引当金明細表
（単位：百万円）2017年度

（単位：百万円）2018年度

貸
倒
引
当
金

2016年度末
残高

2017年度末
残高

2017年度
増加額 その他目的使用

2017年度減少額
摘要

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
計

賞与引当金
価格変動準備金

区　分

５
１０３
１０９
５４０

１，１０４

２
３
５

５５９
１８８

―
0
0

540
―

５
１
７
―
―

２
１０５
１０７
５５９

１，２９２

※

※

※洗替による取崩額

※回収等による取崩額

貸
倒
引
当
金

2017年度末
残高

2018年度末
残高

2018年度
増加額 その他目的使用

2018年度減少額
摘要

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
計

賞与引当金
価格変動準備金

区　分

２
１０５
１０７
５５９

１，２９２

３
１２０
１２４
５３４
２２４

―
―
―

559
―

２
０
３
―
―

３
２２５
２２８
５３４

１，５１６

※

※

※洗替による取崩額

※回収等による取崩額

（注）退職給付引当金に関する事項はP.85に記載しています。

資本金等明細表
純資産の変動については、P.90、91「株主資本等変動計算書」をご参照ください。

特別勘定資産・同残高・同運用収支
該当ありません。

貸付金償却の額
該当ありません。
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損益の明細

（単位：百万円）固定資産処分損益明細表

（注）1. 金額は、損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費ならびに諸手数料及び集金費の合計額です。
2.拠出金は、火災予防拠出金および交通事故予防拠出金です。
3.負担金は、保険業法第２65条の３３の規定に基づく保険契約者保護機構負担金です。

事業費（含む損害調査費） （単位：百万円）

有価証券売却損益および評価損明細表 （単位：百万円）

(注)国債等には、国内公社債およびその他の証券を含みます。

  
  

国債等
株式
外国証券

合計

売却損売却益 評価損 売却損売却益 評価損売却損売却益 評価損
年度

区分
１４
０
―

１５

―
64
―

６４

１，１６６
　１５
２０２

１，３８５

０
９６
―

９７

―
―
―

―

９２
３７１
０

４６４

2018年度

２
―

278

２８１

―
３０
―

３０

１６４
３１
―

１９５

2017年度2016年度

  
  

土地・建物
その他の有形固定資産

小計

無形固定資産

合計

処分益 処分損処分益 処分損 処分益 処分損
年度

区分
９３
１１

１０５

―

１０５

735
２

７３８

―

７３８

０
８

８

―

８

13
２

１６

―

１６

2018年度

７１
６

７７

―

７７

―
４

４

―

４

2017年度2016年度

  
区分   
人件費
物件費
税金
拠出金
負担金
諸手数料及び集金費
合計

年度 2016年度

１８，９２１
１３，９０１
１，３６１

０
―

２５，０６８
５９，２５３

１８，５８９
１３，４１９
１，３１６

０
―

２４，０４１
５７，３６６

2018年度

１８，６８７
１３，２１８
１，３６９
△０
―

２３，２０５
５６，４８０

2017年度
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減価償却費及び賃貸用不動産等減価償却明細表
（単位：百万円）2017年度

売買目的有価証券運用損益明細表
該当ありません。

（注）1. 取得原価は、減損評価損控除後としています。
2.社宅用・厚生用の建物は、営業用に含めて表示しています。
3.賃貸割合に応じて営業用・賃貸用に区分し表示しています。

（単位：百万円）2018年度

営 業 用
賃 貸 用

リ ー ス 資 産
その他の有形固定資産
合 計

建 物

資産の種類

２５，０７３
２，８２１

―
５，２８９
３３，１８５

３５１
４２
１

２６２
６５７

―
４，０５２
２２，８８２

１６，８１１
２，０１８

８，２６１
８０２
―

１，２３７
１０，３０２

―％
７６．６１％

６７．０５％
７１．５５％

取得原価 2017年度償却額 2017年度末残高 償却累計率

２７，８９５ ３９４ １８，８３０ ９，０６４ ６７．５０％

償却累計額

営 業 用
賃 貸 用

リ ー ス 資 産
その他の有形固定資産
合 計

建 物

資産の種類

２５，０８７
２，５８２

―
５，３９６
３３，０６５

３３８
３０
―

３１９
６８８

―
４，０４０
２２，７５９

１６，８８０
１，８３８

８，２０７
７４３
―

１，３５５
１０，３０６

―％
７４．８８％

６７．２９％
７１．１９％

取得原価 2018年度償却額 2018年度末残高 償却累計率

２７，６６９ ３６９ １８，７１８ ８，９５１ ６７．６５％

償却累計額

リース取引
（通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引）
該当ありません。

（オペレーティング・リース取引）
該当ありません。

●　増加する発生損害額＝既経過保険料×１％
●　増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳については、当年度発生事故
におけるそれぞれの割合により按分しています。

●　増加する異常危険準備金取崩額＝正味支払保険金の増加を考慮した取崩額－決算時取崩額
●　経常利益の減少額＝増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額

経 常 利 益 の 減 少 額 ２０１８年度 ：　 ８７１百万円　（注）異常危険準備金残高の取崩額　３８６百万円
２０１７年度 ： １，０４４百万円　（注）異常危険準備金残高の取崩額　１９１百万円

地震保険と自動車損害賠償責任保険を除く、すべての保険種目について、均等に発生損害率が１％
上昇すると仮定します。

計 算 方 法

損害率の上昇シナリオ

損害率感応度

損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の変動
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金融商品関係

（単位：百万円）

（＊）その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。

2017年度

貸借対照表計上額 時　価
2017年度末

差　額
５９，５４４

１，２１１
２８１，２９２
３４２，０４８

―
２９
２９

５９，５４４

１，４３５
２８１，２９２
３４２，２７２

―
２９
２９

―

２２４
―

２２４

―
―
―

（１）現金及び預貯金
（２）有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券
資産計
（３）デリバティブ取引（＊）
　ヘッジ会計が適用されていないもの
　ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれていません（（注）2をご参照ください）。

（単位：百万円）

（＊）その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。

2018年度

貸借対照表計上額 時　価
2018年度末

差　額
３８，８８１

１，２１１
２７０，７９８
３１０，８９０

―
△９２
△９２

３８，８８１

１，５１４
２７０，７９８
３１１，１９３

―
△９２
△９２

―

３０３
―

３０３

―
―
―

（１）現金及び預貯金
（２）有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券
資産計
（３）デリバティブ取引（＊）
　ヘッジ会計が適用されていないもの
　ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計
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（注）2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりです。

（注）1. 金融商品の時価の算定方法
（1）現金及び預貯金

預金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額としています。
（2）有価証券

有価証券のうち、株式は取引所の価格によっており、債券は店頭取引による価格または取引金融機関から提示された価格等としています。
また、投資信託については、公表されている基準価格等としています。

（３）デリバティブ取引
P．114、P．115「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

 非上場株式および非上場株式中心に資産が構成されている組合出資金等は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることが
 できないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。
 なお、貸付金は全額約款貸付です。約款貸付は保険契約に基づいた融資制度で、解約返戻金の範囲内で返済期限を定めずに実行しており、将来
 キャッシュ・フローを見積もることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の開示対象とはしていません。

（単位：百万円）

非上場株式および組合出資金等
約款貸付
合計

2017年度
［2018年３月３１日現在］

2018年度
［2019年３月３１日現在］

　３，４８１
　２３４
３，７１５

　３，４３１
　２１３
３，６４５
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経理の状況

日新火災の現状 2019日新火災の現状 2019112

有価証券関係

⑥保有目的の変更
該当ありません。

⑦減損処理を行った有価証券
該当ありません。

2017年度

①売買目的有価証券
該当ありません。

②満期保有目的の債券

（単位：百万円）

種　　　類

合　　　　計
　

公 社 債
株 式
外国証券
そ の 他
小　計

公 社 債
株 式
外国証券
そ の 他
小　計

貸借対照表
計 上 額 が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計 上 額 が
取 得 原 価を
超えないもの

取得原価 差　額貸借対照表
計 上 額

１５４，８７３
２３，３９８
１６，２７２
１，４１３

１９５，９５８

３３，４８６
２２４
０
―

３３，７１１
２２９，６７０

１９，０９２
２８，６１６
２，０６３
１，９２８
５１，７０１

△４０
△３９
―
―

△７９
５１，６２２

１７３，９６６
５２，０１５
１８，３３６
３，３４２

２４７，６６０

３３，４４６
１８４
０
―

３３，６３１
２８１，２９２

2017年度末

（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は上表に含めていません。
2.過年度の貸借対照表において、現金及び預貯金として処理されていた譲渡性預金、CP等をその他に含めておりましたが、2017年度は該当ありません。

⑤売却したその他有価証券 （単位：百万円）

　

公 社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他
合　　　　　計

種 類

0
96
―
―
97

１，５６９
１，４２８
２００
―

３，１９８

９２
３７１
０
―

４６４

2017年度

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

③子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式43百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。

④その他有価証券

種　　　類

合　　　　計

　

公 社 債
公 社 債時価が貸借対照表計上額を超えないもの

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

時　価 差　額貸借対照表
計 上 額

̶
１，２１１

̶
２２４

̶
１，４３５

2017年度末

１，２１１ ２２４１，４３５

（単位：百万円）
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⑥保有目的の変更
該当ありません。

⑦減損処理を行った有価証券
その他有価証券について64百万円の減損処理を行っています。

2018年度

①売買目的有価証券
該当ありません。

②満期保有目的の債券

（単位：百万円）

種　　　類

合　　　　計
　

公 社 債
株 式
外国証券
そ の 他
小　計

公 社 債
株 式
外国証券
そ の 他
小　計

貸借対照表
計 上 額 が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計 上 額 が
取 得 原 価を
超えないもの

取得原価 差　額貸借対照表
計 上 額

１４９，３７１
２１，４４９
３２，６４３

―
２０３，４６５

１９，７３３
２，０９３

―
―

２１，８２６
２２５，２９１

　１９，２３１
２４，６７６

　　１，９５８
―

４５，８６６

△７
△３５２
―
―

△３５９
４５，５０６

１６８，６０３
４６，１２６
３４，６０２

―
２４９，３３１

１９，７２５
１，７４１

―
―

２１，４６６
２７０，７９８

2018年度末

（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は上表に含めていません。
2.過年度の貸借対照表において、現金及び預貯金として処理されていた譲渡性預金、CP等をその他に含めておりましたが、2018年度は該当ありません。

⑤売却したその他有価証券 （単位：百万円）

　

公 社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他
合　　　　　計

種 類
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

14
0
―
―
15

７，３８２
　　　３１
２，２４６
２，０５１
１１，７１１

６８
　　１５
２０２

１，０９８
１，３８５

2018年度

③子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式43百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。

④その他有価証券

種　　　類

合　　　　計

　

公 社 債
公 社 債時価が貸借対照表計上額を超えないもの

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

時　価 差　額貸借対照表
計 上 額

̶
１，２１１

̶
３０３

̶
１，５１４

2018年度末

１，２１１ ３０３１，５１４

（単位：百万円）
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金銭の信託関係
該当ありません。

デリバティブ取引関係

（単位：百万円）

2017年度

該当ありません。

a. 通貨関連

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（注）時価の算定方法
為替予約取引 … 先物為替相場によっています。

b .金利関連
　 該当ありません。

c .株式関連
　 該当ありません。

d .債券関連
　 該当ありません。

e .その他
　 該当ありません。

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　

合　　　　計

為 替 予 約 取 引
売 　 建
米 ド ル
ユ ー ロ

取引の種類 主なヘッジ対象

時価ヘッジ

ヘッジ会計
の 方 法

その他有価証券

̶

11,605
1,142

̶
̶

29

22
7

時　　価契　約　額　等
うち1年超

2017年度末

12,748
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（単位：百万円）

2018年度

該当ありません。

a. 通貨関連

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（注）時価の算定方法
為替予約取引 … 先物為替相場によっています。

b .金利関連
　 該当ありません。

c .株式関連
　 該当ありません。

d .債券関連
　 該当ありません。

e .その他
　 該当ありません。

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　

合　　　　計

為 替 予 約 取 引
売 　 建
米 ド ル
ユ ー ロ

取引の種類 主なヘッジ対象

時価ヘッジ

ヘッジ会計
の 方 法

その他有価証券

̶

28,728
 1,055

̶
̶

△92

△104
11

時　　価契　約　額　等
うち1年超

2018年度末

29,784
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　当社取締役社長は、当社の2018年４月１日から2019年３月３１日までの事業年度に係る財務諸表等は、不実の記載がないもの
と2019年5月16日付で認識しています。
　不実の記載がないと認識するに至った理由は、当社は、財務諸表等を適正に作成するため内部監査を含む以下の内部管理
体制を整備していますが、その体制が機能していることを確認したためです。
      1．業務分掌と所管部署ならびに権限基準が明確にされ、各部署が適正に業務を遂行する体制を整備していること。
2．経理部門では、財務諸表等の作成に必要な情報を把握し、その内容を財務諸表等に適正に反映していること。
3．経理部門では、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき財務諸表等を作成していること。
4．財務諸表等の作成にあたっては、適宜会計監査人の助言を受け、適正に対応していること。
5．内部監査部門では、財務諸表作成に係る各部門の業務プロセスが、法令・社内規程等にしたがい、適切に遂行されていることを

事業年度ごとに確認していること。

財務諸表の適正性と財務諸表作成に係る内部監査の有効性について
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コーポレートデータ

日新火災の現状 2019日新火災の現状 2019118

日新火災のあゆみ

年　月 事　項
１９０８年 （明治４１年）　６月　帝国帆船海上保険株式会社として東京に設立

１９１０年 （明治４３年）　８月 社名を東洋海上保険株式会社と改称

１９２５年 （大正１４年）　１０月　社名を東洋海上火災保険株式会社と改称

１９４２年 （昭和１７年）　４月 東明火災海上保険株式会社を合併

１９４３年 （昭和１８年）　７月 豊国火災保険株式会社と福寿火災保険株式会社の両社と合併し、
     現在の日新火災海上保険株式会社と改称

１９４９年 （昭和２４年）　５月　東京証券取引所に株式を上場

１９５７年 （昭和３２年）　７月 日新実業株式会社（現 日新火災インシュアランスサービス株式会社）を設立

１９７０年 （昭和４５年）　４月　株式会社日新査定センター（後の日新火災損害調査株式会社）を設立

１９７８年 （昭和５３年）　７月 ＴＡＬＫクラブ（当社専業代理店ならびに代理店会による連合組織）発足

１９８３年 （昭和５８年）　２月 トークビルサービス株式会社（現 日新火災総合サービス株式会社）を設立

１９８８年 （昭和６３年）　１１月　日新情報システム開発株式会社を設立

１９９１年 （平成 ３年）　４月　日新総合サービス株式会社（現 日新火災総合サービス株式会社）を設立

１９９２年 （平成 ４年）　２月　東京本社・浦和本社（現 さいたま本社）の２本社体制スタート

１９９９年 （平成１１年）　１２月　東京本社を千代田区神田駿河台に移転

２０００年　（平成１２年）　４月 ユニバーサルリスクソリューション株式会社を設立

２００３年　（平成１５年）　３月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）と業務提携・ 
　    資本提携

２００６年　（平成１８年）　９月 株式会社ミレアホールディングス（現 東京海上ホールディングス株式会社）との
     経営統合による完全子会社化（株式上場廃止）

２００７年　（平成１９年）　６月　日新総合サービス株式会社とトークビルサービス株式会社が合併し、
     日新火災総合サービス株式会社と改称

２０１１年 （平成２３年）　４月 日新火災損害調査株式会社を吸収合併

沿革
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2019年３月３１日現在、当社の発行可能株式総数は３８９，９５７千株、発行済株式総数は２１０，３２０千株です。なお、当社は、株式交換によ
り2006年９月３０日付で東京海上ホールディングス株式会社の完全子会社となっています。

基本事項
決　算　期　日	 毎年３月３１日
定時株主総会	 毎年４月１日から４ヵ月以内に開催
期末配当の基準日	 毎年３月３１日
公告掲載方法	 電子公告の方法により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、
	 東京都において発行する日本経済新聞に掲載します。
	 （注）公告を掲載する当社ホームページ　https://www.nisshinfire.co.jp/
１単元の株式数	 １,０００株
株主名簿管理人	 なし
上場証券取引所	 なし

株主及び株式の状況

臨時株主総会
2019年4月1日付の臨時株主総会の決議事項は以下のとおりです。

決議事項	 取締役６名選任の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

第112期定時株主総会
第１12期定時株主総会の報告事項および決議事項は以下のとおりです。（決議日 	：	20１9年6月20日）

報 告事 項	 ２０１8年度（２０１8年4月1日から２０１9年3月31日まで）事業報告、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
計算書類監査結果報告の件
上記について報告しました。

決議事項	 取締役 1名選任の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

株式の状況
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大株主 （2019年3月31日現在）

（注）１,０００株未満は切り捨てて表示しています。

発行済株式総数及び資本金の額の推移

%千株
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号

合　　　計

所有株式数所　在　地氏名または名称 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合

２１０，３２０

２１０，３２０ １００．０

１００．０

千株 千株 千円千円
2001年３月３１日

2002年３月３１日

2005年３月３１日

2006年３月３１日

2007年３月３１日

2019年３月３１日

摘　要
増　減　数 残　高 増　減　数 残　高

資本金の額発行済株式総数年　月　日

利益による株式の消却
（2001年4月1日～2002年3月31日）

転換社債の株式への転換
（2004年4月1日～2005年3月31日）

転換社債の株式への転換
（2005年4月1日～2006年3月31日）

自己株式の消却
（2006年4月1日～2007年3月31日）

利益による株式の消却
（2000年4月1日～2001年3月31日）１５，６３４，６５２

１５，６３４，６５２

１５，６３５，１５２

２０，３８９，６４０

２０，３８９，６４０

２０，３８９，６４０

―

―

４９９

４，７５４，４８８

―

―

１９４，８０５

１８９，１５７

１８９，１５９

２１２，６９６

２１０，３２０

２１０，３２０

△１，９４２

△５，６４８

２

２３，５３７

△２，３７６

―

株式の状況
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組織図（2019年７月1日現在）

北 海 道 事 業 部

北 東 北 事 業 部

南 東 北 事 業 部

東 京 第 １ 事 業 部

東 京 第 ２ 事 業 部

関 東 第 １ 事 業 部

関 東 第 ２ 事 業 部

信 越 事 業 部

神 奈 川 事 業 部

静 岡 事 業 部

東 海 第 １ 事 業 部

東 海 第 ２ 事 業 部

北 陸 事 業 部

京 滋 事 業 部

関 西 第 １ 事 業 部

関 西 第 ２ 事 業 部

中 国 事 業 部

四 国 事 業 部

九 州 第 １ 事 業 部

九 州 第 ２ 事 業 部

安 心 サ ー ビ ス 部

火 新 損 害 サ ービ ス 部

保
険
計
理
人

株

主

総

会

取

締

役

会

社

長

監

査

役

監

査

役

会

業
務
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質
向
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委
員
会

顧
客
保
護
委
員
会

リ
ス
ク
管
理
委
員
会

経

営

会

議

担

当

役

員

内 部 監 査 部

リスク管理業務品質部

経 営 企 画 部

経 理 総 務 部

人 事 企 画 部

商 品 企 画 部

I T 企 画 部

ビジネスプロセス企画部

事 業 推 進 部

会社の組織

※組織図は部までとし、部内室・課・支店・支社・
　サービスセンターの表示は省略
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取	締	役 （2019年7月1日現在）

略 歴氏 名
（生年月日）役 名

村 島 雅 人
むら しま まさ と

（1960年３月２１日生）

当社入社
以後 営業推進部長を経て、
執行役員営業推進部長
執行役員経営企画部長
取締役執行役員経営企画部長
取締役常務執行役員経営企画部長
取締役常務執行役員
取締役社長（代表取締役）
取締役社長（代表取締役）改革推進本部長
取締役社長（代表取締役）（現職）

取締役社長
（代表取締役）

１９８２　年　４　月

２００８　年　６　月
２００９　年　４　月
　同 　年　６　月
２０１０　年　６　月
２０１１　年　４　月
２０１２　年　６　月
２０１３　年　４　月
２０１５　年　４　月

坂 本 　 新
さか もと あらた

（１９６２年３月３日生）

当社入社
以後 経理部長を経て、
取締役執行役員経理部長
取締役執行役員人事総務部長
取締役常務執行役員
取締役（代表取締役）常務執行役員（現職）

１９８５　年　４　月

２０１６　年　４　月
２０１７　年　４　月
２０１８　年　４　月
２０１９　年　４　月

取締役
（代表取締役）

森 　 博 彦
もり ひろ ひこ

（１９６３年９月２５日生）

当社入社
以後 西日本損害サービス業務部長を経て、
執行役員商品サービス部長
執行役員
執行役員経営企画部長
取締役常務執行役員（現職）

１９８６　年　４　月

２０１５　年　４　月
２０１７　年　４　月
２０１８　年　４　月
２０１９　年　４　月

取締役

織 山 　 晋
おり やま しん

（１９６６年１月２９日生）

当社入社
以後 経営企画部長を経て、
執行役員経営企画部長
取締役執行役員
取締役常務執行役員（現職）

１９９０　年　４　月

２０１７　年　４　月
２０１８　年　４　月
２０１９　年　４　月

取締役

（１９６１年７月４日生）

東京海上火災保険株式会社入社
東京海上日動火災保険株式会社個人商品業務部部長
同社個人商品業務部長
同社理事個人商品業務部長
同社執行役員個人商品業務部長
同社執行役員IT企画部長
同社常務執行役員
東京海上ホールディングス株式会社常務執行役員
当社取締役専務執行役員(現職)

１９８４　年　４　月
２００８　年　７　月
２０１３　年　６　月
２０１５　年　４　月
２０１６　年　４　月
２０１７　年　４　月
２０１８　年　４　月
　
２０１９　年　４　月

取締役 五十嵐逸郎
い　が　ら　し ろういつ

（１９６１年４月４日生）

都内私立女子一貫校勤務
学校法人品川女子学院勤務
学校法人品川女子学院校長
教育再生実行会議委員(内閣府)(現職)
キユーピー株式会社社外取締役(現職)
学校法人品川女子学院理事長(現職)
学校法人品川女子学院中等部校長
カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社社外取締役(現職)
当社取締役(現職)

１９８６　年　４　月
１９８９　年　４　月
２００６　年　４　月
２０１４　年　９　月
２０１６　年　２　月
２０１７　年　４　月
　
２０１８　年　４　月　
２０１９　年　６　月

取締役
（社外取締役）

漆　紫穂子
うるし こほし

（１９７０年９月１８日生）

東京海上火災保険株式会社入社
Ｔｏｋｉｏ Ｍａｒｉｎｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｔｈａｉｌａｎｄ） Ｐｕｂｌｉｃ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ・バンコク（アジア）駐在員（部長待遇）
東京海上日動火災保険株式会社経営企画部部長
同社経営企画部部長
東京海上ホールディングス株式会社事業戦略部部長
東京海上日動火災保険株式会社経営企画部長(現職)
東京海上ホールディングス株式会社事業戦略部長(現職)
当社取締役(現職)

１９９３　年　４　月
２０１６　年　４　月
２０１７　年　４　月
２０１８　年　８　月

２０１９　年　４　月

取締役 堀 江 哲 朗
ろうてつえほり

役員の状況
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（2019年7月1日現在）監	査	役

伊 藤 武 志
い とう たけ し

（１９５９年４月１６日生）

坂 本 佳 観
さか もと よし み

（1953年9月5日生）

深 尾 邦 彦
ふか お くに ひこ

（1951年11月26日生）

略 歴氏 名
（生年月日）役 名

監査役
（常勤）

監査役
（常勤）

監査役
（社外監査役）

監査役
（社外監査役）

株式会社静岡銀行入行
同社コンプライアンス・リスク統括部長
同社理事浜松中央支店長
同社執行役員浜松営業部長
同社常務執行役員西部カンパニー長
静岡保険総合サービス株式会社代表取締役副社長
同社代表取締役社長
当社監査役（現職）

当社入社
以後 業務品質部推進役を経て、
監査役（常勤）（現職）

１９８２　年　４　月

２０１７　年　６　月

１９７７　年　４　月
２００３　年　６　月
２００５　年　６　月
２００７　年　４　月
２０１０　年　４　月
２０１３　年　６　月
２０１４　年　４　月
２０１７　年　６　月

１９７４　年　４　月
２００４　年　６　月
　同 　年　１０　月
２００６　年　６　月
２００８　年　６　月
２０１０　年　６　月
２０１１　年　６　月
２０１２　年　６　月
２０１６　年　６　月

東京海上火災保険株式会社入社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
東京海上日動火災保険株式会社常務取締役
同社専務取締役
同社取締役副社長
同社常勤監査役
当社監査役（現職）

花 村 吉 昭
はな むら よし あき

（１９５８年１１月１９日生）

当社入社
以後 経営企画部長を経て、
取締役執行役員経営企画部長
取締役執行役員
取締役執行役員人事部長
取締役執行役員
取締役常務執行役員損害サービス本部長
取締役常務執行役員
取締役常務執行役員改革推進本部副本部長
取締役常務執行役員改革推進本部副本部長兼事業推進本部副本部長
取締役常務執行役員
顧問
監査役（常勤）（現職）

１９８１　年　４　月

２００８　年　６　月
２００９　年　４　月
　同 　年　６　月
２０１０　年　４　月
　同 　年　６　月
２０１１　年　４　月
２０１３　年　４　月
２０１４　年　４　月
２０１５　年　４　月
２０１６　年　４　月
　同 　年　６　月
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（注）担当欄の（　）は副担当です。

役員の状況
執	行	役	員 （2019年7月1日現在）

氏 名
（生年月日）役 名 略 歴 担 当

「取締役」の欄をご参照ください。

当社入社
以後 九州第1事業部長を経て、
執行役員九州第1事業部長
執行役員商品サービス部長
執行役員損害サービス企画部長
執行役員（現職）

１９８５　年　４　月

２０１３　年　６　月
２０１４　年　４　月
２０１５　年　４　月
２０１７　年　４　月

当社入社
以後 南東北事業部長を経て、
執行役員営業企画部長
執行役員事業推進部長
執行役員（現職）

１９８６　年　４　月

２０１５　年　４　月
２０１８　年　４　月
２０１９　年　４　月

当社入社
以後 東京事業部長を経て、
執行役員東京事業部長
執行役員
執行役員事業推進本部副本部長
執行役員（現職）

１９８６　年　４　月

２０１５　年　４　月
２０１６　年　４　月
２０１７　年　４　月
２０１８　年　４　月

東京海上火災保険株式会社入社
当社商品開発部担当部長
当社執行役員商品企画部長
当社執行役員経営企画部長（現職）

１９９０　年　４　月
２０１４　年　４　月
２０１７　年　４　月
２０１９　年　４　月

当社入社
以後 安心サービス部長を経て、
執行役員安心サービス部長（現職）

１９８１　年　４　月

２０１８　年　４　月

当社入社
以後 九州第1事業部長を経て、
執行役員東京第２事業部長
執行役員（現職）

１９８７　年　４　月

２０１８　年　４　月
２０１９　年　４　月

当社入社
以後 中国事業部長を経て、
執行役員人事企画部長（現職）

１９８７　年　４　月

２０１８　年　４　月

当社入社
以後 東海第1事業部長を経て、
執行役員事業推進部長（現職）

１９８９　年　４　月

２０１９　年　４　月

当社入社
以後 関東第2事業部長を経て、
執行役員北海道事業部長
執行役員IT企画部長
常務執行役員IT企画部長
常務執行役員（現職）

１９８７　年　５　月

２０１６　年　４　月
２０１７　年　４　月
２０１８　年　４　月
２０１９　年　４　月

「取締役」の欄をご参照ください。

当社入社
以後 本店営業部長を経て、
執行役員神奈川事業部長
常務執行役員（現職）

１９８４　年　４　月

２０１４　年　４　月
２０１６　年　４　月

「取締役」の欄をご参照ください。
内部監査部、リスク管理業務品
質部、商品企画部、関東第2事
業部

北海道事業部、北東北事業部、
南東北事業部、安心サービス部

静岡事業部、東海第1事業部、
東海第2事業部、（事業推進部）

東京第1事業部、九州第1事業部、
九州第2事業部、（事業推進部）

IT企画部、北陸事業部

経営企画部、火新損害サービス部

経理総務部、ビジネスプロセス企
画部、信越事業部、（内部監査部）

東京第2事業部、関東第1事業部

当社入社
以後 北海道事業部長を経て、
執行役員静岡事業部長
執行役員
常務執行役員（現職）

１９８４　年　４　月

２０１６　年　４　月
２０１８　年　４　月
２０１９　年　４　月

「取締役」の欄をご参照ください。

「取締役」の欄をご参照ください。

京滋事業部、関西第1事業部、
関西第2事業部、中国事業部、
四国事業部

人事企画部、事業推進部、神奈
川事業部

当社入社
以後 経営企画部長を経て、
執行役員経営企画部長
執行役員人事総務部長
取締役常務執行役員人事総務部長
取締役常務執行役員
取締役（代表取締役）常務執行役員
常務執行役員（現職）

１９８５　年　４　月

２０１３　年　６　月
２０１５　年　４　月
２０１６　年　４　月
２０１７　年　４　月
２０１８　年　４　月
２０１９　年　４　月

社長 村 島 雅 人
むら しま まさ と

丸 尾 　 朗
まる お あきら

（１９６１年９月１０日生）
執行役員

執行役員

執行役員

大 田 紀 之
おお た のり ゆき

（１９６１年５月９日生）

執行役員 松 岡 正 人
まつ おか とまさ

（１９６５年４月１３日生）

権 平 憲 昭
ごん だいら のり あき

（１９６２年６月１３日生）

執行役員 久保田かおり
く ぼ た

（１９６２年８月５日生）

執行役員 板 東 和 彦
ばん どう かず ひこ

（１９６２年５月２１日生）

執行役員 天 野 正 和
あま の まさ かず

（１９６３年４月２４日生）

執行役員

常務執行役員 山 本 育 生
やま もと いく お

（１９６２年２月２５日生）

常務執行役員 坂 本 　 新
さか もと あらた

常務執行役員

佐々木俊哉
さ さ き やとし

（１９６１年１２月２３日生）
常務執行役員

専務執行役員 五十嵐逸郎
い　が　ら　し いつ ろう

常務執行役員

常務執行役員 真 原 樹 彦
ま はら みき ひこ

（１９６１年６月１９日生）

常務執行役員 織 山 　 晋
おり やま しん

森 　 博 彦
もり ひろ ひこ

（１９６５年５月２８日生）
横 山 尚 之
よこ やま なお ゆき

岡 本 隆 裕
おか もと たか ひろ

（１９６２年７月４日生）
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従業員数等 （2019年3月31日現在）

従 業 員 数

平 均 年 齢

平 均 勤 務 年 数

平 均 年 間 給 与

２，２２３名

４４．８歳

１５．７年

６，０４７，１３９円

（注）1.	従業員数については、就業人員数を記載しています。
						2 .平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。

新規採用数の推移 （各年度とも4月1日現在）

（注）職種転換者および関連会社からの移籍者は除いています。

社員の採用と教育

福利厚生制度

社員の健康増進に向けた取り組み

　法律で定められている社会保険等の福利厚生制度のほか、以下の諸制度を実施しています。
・財形貯蓄制度　・持株会制度　・共済会　・各種保養施設　	ほか　　　

採用方針
　お客さまに最も身近で信頼されるリテール損害保険会社の実現を目指す当社では、地域に密着した代理店とともに高品質な
サービスを提供する独自のビジネスモデルを実践することができる人材を求め、積極的な採用活動を行っています。具体的には、
コミュニケーションとリーダーシップを基盤に、「人に優しく向上心のある人材」を求めています。
　採用にあたっては、基本的人権の尊重および就職の機会均等をすべての応募者に保障し、就職差別のない公平・明白な採用
選考を行うという観点から、「公正採用基本方針」を策定し、面接者への教育を実施しています。また、面接を重視し、一人ひとりの
適性・能力および意欲を見極めた採用を行っています。

社員育成体制
　目指す人材像を「人に優しくコミュニケーション力の高い人材」「損害保険サービスのプロとなる人材」「けん引力あるリーダー人材」
と定め、真のお客さま本位を自らの業務を通じて実践できる社員の教育・研修・育成を体系的なプログラムに基づき実施しています。
　新入社員に対しては、入社後２年以内に会社戦力として十分な技量を身につけることを目標に、教育・研修を実施しています。
　また、階層別、部門別等の集合研修のほか、ＯＪＴや自己啓発等、全社員に共通するプログラムを提供し、個々	　に必要な知識や
能力等に応じた教育・研修を実施しています。
　また、教育や研修だけでなく、採用・配置（人事異動）・評価（昇格）のすべてを人材育成の機会と位置付けて、人材育成の取り
組みを推進しています。

　当社の経営理念を実現するためには、「社員一人ひとりが心身ともに健康であり、個々の持てる能力を発揮することが不可欠である」
という考えのもと、社員の健康増進に向けた各種取り組みを実施しています。
　特に、メンタル不調者対策、生活習慣病対策、喫煙対策を重点施策として掲げ、各種取り組みの実施にあたっては「経営者トップを
責任者とするトップダウンの推進」「ライン管理職による職場の環境改善・快適化の推進」「日新火災健康保険組合との連携による推進」
「働く社員自らの健康意識向上による推進」を主体として進めます。
　また、中期経営計画においても「社員の心身の健康と充実が、当社ならではの価値提供の第一歩」であるとしており、これからも社
員全員の健康増進に積極的に取り組んでいきます。

合　計社員（地域型）社員（全国型・広域型）年　度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

３１名

２４名

３２名

26名

33名

４５名

４８名

４７名

46名

56名

１４名

２４名

１５名

20名

23名

従業員の状況
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主要な事業の内容および組織の構成

　当社グループは、持株会社である東京海上ホールディングス株式会社のもと、当社および子会社４社で構成され、損害保険事業
を営んでいます。2019年3月31日現在の事業系統図は以下のとおりです。
（1）損害保険事業および保険関連事業

損害保険事業を営んでいる会社は、当社です。
保険関連事業を営んでいる会社は、子会社であるユニバーサルリスクソリューション株式会社および日新火災インシュアランスサー
	ビス株式会社であり、それぞれリスクコンサルタント業務、保険募集代理業務等を主要事業としています。

（2）事務代行等関連事業
事務代行等関連事業を営んでいる会社は、子会社である日新火災総合サービス株式会社および日新情報システム開発株式会
社であり、それぞれ物流関係業務、システム設計業務等を主要事業としています。

企業集団の状況

（2019年3月31日現在）
［　事業系統図　］

保険関連事業

ユニバーサルリスクソリューション株式会社
日新火災インシュアランスサービス株式会社

事務代行等関連事業

日新火災総合サービス株式会社
日新情報システム開発株式会社

東京海上ホールディングス株式会社

日 新 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社
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子会社

当社では、連結財務諸表を作成していません。

（2019年3月31日現在）

連結財務諸表

設立年月日 資本金 当社の議決権の
所有割合 主な事業内容本社所在地会 社 名

日新火災総合サービス
株式会社

日新情報システム開発
株式会社

日新火災インシュアランス
サービス株式会社

ユニバーサルリスク
ソリューション株式会社

２０

２０

１０

１０

１００

%
１００

１００

１００

東京都千代田区
神田駿河台２－３

埼玉県さいたま市
浦和区上木崎２－７－５

東京都千代田区
神田駿河台２－３

東京都千代田区
神田駿河台２－３

保険代理業

荷造・印刷・製本・集配業務、
付随設備保守管理業務等

プログラム作成、ソフトウエア開発

リスクコンサルタント業務

百万円

１９５７．　７．２４

１９８３．　２．　１

１９８８．１１．　１

２０００．　４．１１
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設備投資等の概要

　当期の設備投資は、主として、営業店舗の建物・設備等の維持改善を目的に実施しました。当期中の投資総額は8億85百万円
でした。

主要な設備の状況
（2019年3月31日現在）

（注）　１．上記「店名」は、本社または事業部ごとの区分によって記載し、「所属出先機関」以下の各計数は、同一の本社または事業部に属する支店、支社および営業所
等出先機関の合計を記載しています。各本社・事業部の所在地については、P13０「店舗の一覧」をご参照ください。

　2．上記はすべて営業用設備です。
3．上記のほか、主要な賃貸用設備として以下のものがあります。

※　1	　東京第1事業部、東京第2事業部、関東第1事業部を含む。
※	2　関東第2事業部を含む。

（単位：百万円）

4．前記のほか、主要な社宅用・厚生用設備として以下のものがあります。

5．主要な設備のうち、リース契約によるものについては該当ありません。

（単位：百万円）

812
トークハイム日進
（さいたま市北区） 812３８５

８０４　
　（　３，５２９）

設 備 名
帳　簿　価　額

土地（面積 m2） 建　物

人

従業員数所 　 属
出 先 機 関 土地（面積 m2） 建　　物 動　　産 リース資産

東 京 本 社

さ い た ま 本 社

信 越 事 業 部

神 奈 川 事 業 部

北 海 道 事 業 部

北 東 北 事 業 部
南 東 北 事 業 部

静 岡 事 業 部

東 海 第 1 事 業 部
東 海 第 2 事 業 部

北 陸 事 業 部

京 滋 事 業 部
関 西 第 1 事 業 部
関 西 第２事 業 部
中 国 事 業 部
四 国 事 業 部
九 州 第 1 事 業 部
九 州 第２事 業 部

店　名
帳　簿　価　額 （百万円）

店※１

※２

９

５

７

３

６

１２

４

９

３

３，３６７

１，３４９

１６８

１７８

－

５９５

８０

８３９

１５２

２２２

６０８

１０

９

２３

２９

１１

５２

９

－

－

－

－

－

－

－

－

－

５７４

２３１

９１

８０

８７

２０５

８１

１９５

６８

１０，５２４（　３，２７２）

３，０８９（　９，５３３）

２８１（　１，８２６）

０（　　　２０７）

－（　　　　－）

１，００３（　２，５３７）

４（　　　１５８）

４６４（　２，１８３）

２８（　　　１２１）

２２

１１

２９５（　１，２３１）

２８１（　１，３９０）

３７４ ６７

１０６ ３８

４１７

１９４

－

－

名 古 屋 ビ ル
（名古屋市中区）

設 備 名
帳　簿　価　額

土地（面積 m2）
１

（　　２１１） ２０１

建　物

設備の状況
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（2019年7月1日現在）

東京本社（本店） 〒１０１ー８３２９ 東京都千代田区神田駿河台２－３ （０３）３２９２ー８０００

さいたま本社 〒３３０ー９３１１ 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５

北海道事業部　 〒０６０ー０００３　 北海道札幌市中央区北三条西１－１－１（札幌ブリックキューブ4F）　　 （０１１）２４１ー１３１１

札幌サービス支店　 〒０６０ー０００３　 北海道札幌市中央区北三条西１－１－１（札幌ブリックキューブ4F）　〈営〉　（０１１）２４１ー１３１５      〈損〉　（０１１）２４１ー１３１３

南北海道サービス支店　 〒０５３ー００２２　 北海道苫小牧市表町２－１－１４（王子不動産第3ビル3F）　 〈営〉　（０１４４）３４ー８１９１
      〈損〉　（０１4４）30ー9022

旭川サービス支店　 〒０７０ー００３４　 北海道旭川市４条通９－１７０４－１２（朝日生命旭川ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０１６６）２６ー４４３１
      〈損〉　（０１６６）２３ー２７３２

道東サービス支店　 〒０８５ー００１５　 北海道釧路市北大通１２－１－４（明治安田生命釧路第２ビル５F）　 〈営〉　（０１５４）２３ー８２５１
      〈損〉　（０１５４）２３ー８２６０

北東北事業部　 〒０２０ー００３４　 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－１９（フコク生命ビル２Ｆ）　 　 （０１９）６２３ー４３３０

盛岡サービス支店　 〒０２０ー００３４　 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５－１９（フコク生命ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０１９）６２３ー４３１６
      〈損〉　（０１９）６２３ー４３６８

岩手南サービス支店　 〒０２４ー００３２　 岩手県北上市川岸３－１０－２（東北永愛友商事ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０１９７）６５ー３８２１
      〈損〉　（０１９７）６５ー３８３３

青森サービス支店　 〒０３０ー０８６１　 青森県青森市長島２－１０－３（青森フコク生命ビル６Ｆ）　 〈営〉　（０１７）７７５ー１４６１
      〈損〉　（０１７）７７５ー１４６５

八戸サービス支店　 〒０３１ー００７２　 青森県八戸市城下４－５－９（日新火災八戸ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０１７８）４３ー１５６７
      〈損〉　（０１７８）４４ー５３０９

秋田サービス支店　 〒０１０ー０００１　 秋田県秋田市中通４－５－２（明治安田生命秋田第二ビル４Ｆ）　 〈営〉　（０１８）８３７ー５２５５
      〈損〉　（０１８）８３７ー５２５４

南東北事業部　 〒９８０ー０８０４　 宮城県仙台市青葉区大町１ー４ー７（日新火災仙台ビル５Ｆ）　　 　 （０２２）２２７ー３１５３

仙台サービス支店　 〒９８０ー０８０４　 宮城県仙台市青葉区大町１－４－７（日新火災仙台ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２２）２６３ー５４６５
      〈損〉　（０２２）２２７ー２１３３

山形サービス支店　 〒９９０ー００２３　 山形県山形市松波１－８－１４（日新火災山形ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２３）６２２ー４００６
      〈損〉　（０２３）６２４ー２９００

酒田サービス支社　 〒９９８ー０８５３　 山形県酒田市みずほ２－１９－１　 　 〈営〉　（０２３４）２３ー５１０６
      〈損〉　（０２３４）２３ー５９６８

郡山サービス支店　 〒９６３ー８８７１　 福島県郡山市本町２－１－１２（日新火災郡山ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２４）９３２ー２２６６
      〈損〉　（０２４）９３２ー２２８０

福島サービス支店　 〒９６０ー８０３５　 福島県福島市本町５－５（殖産銀行フコク生命ビル７Ｆ）　 〈営〉　（０２４）５２６ー０２０５
      〈損〉　（０２４）５２２ー９８３１

いわきサービス支店　 〒９７０ー８０２６　 福島県いわき市平字大町７－１（平セントラルビル７Ｆ）　 〈営〉　（０２４６）２２ー１８８１
      〈損〉　（０２４６）２２ー１９５１

会津若松サービス支店　 〒９６５ー００４２　 福島県会津若松市大町２－１４－２４（山本中央ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２４２）２４ー５６６１
      〈損〉　（０２４２）２４ー５７９７

東京第1事業部　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 　 　 （０３）５２８２ー５５４０

東京東サービス支店　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　　 　 〈営〉 （０３）５２８２ー５６５５
      〈損〉　（０３）５２８２ー５５６０

東京西サービス支店　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　　 　 〈営〉 （０３）５２８２ー５６５６
      〈損〉　（０３）５２８２ー５６６８

多摩サービス支店　 〒１９０ー００１２　 東京都立川市曙町２－２２－２２（ＴＢＫ立川ビル５Ｆ）　 〈営〉　（０４２）５２７ー７７７１
      〈損〉　（０４２）５２４ー０７１１

山梨サービス支店　 〒４００ー００３１　 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０（東武穴水ビル９Ｆ）　 〈営〉　（０５５）２２８ー１２７７
      〈損〉　（０５５）２２８ー１２１８

店舗の一覧

●主な店舗を掲載しています。
●各店舗の営業時間は、9：00〜17：00（土日祝除く）です。
●電話番号横に記載している〈営〉、〈損〉の文字は、それぞれ「営業担当」、「損害サービス担当」を表しています。
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東京第2事業部　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 　 　（０３）５２８２ー５５５５

公務金融サービス支店　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 　　 〈営〉　（０３）５２８２ー５５４７
           〈損〉　（０３）５２８２ー５５４６

東京中央サービス支店　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 　　 〈営〉　（０３）５２８２ー５５５０
           〈損〉　（０３）５２８２ー５６１１

東京南サービス支店　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 　　 〈営〉　（０３）５２８２ー５６５７
           〈損〉　（０３）５２８２ー５６１２

関東第１事業部　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 　 　（０３）５２８２ー５６３９

水戸サービス支店　 〒３１０ー０８０５　 茨城県水戸市中央１－１－７（日新火災水戸ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２９）２２１ー９１２５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２９）２２４ー０８２３

つくばサービス支店　 〒３０５ー００３１　 茨城県つくば市吾妻１－１２－９（セントラルビルつくば３０１）　 〈営〉　（０２９）８４４ー９１２５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２９）８４４ー９１３０

千葉北サービス支店　 〒２７７ー００１１　 千葉県柏市東上町２－２８（第１水戸屋ビル４Ｆ）　 〈営〉　（０４）７１６３ー７４４３
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０４）７１６３ー８２５６

千葉サービス支店　 〒２６０ー００２８　 千葉県千葉市中央区新町２４－９（千葉ウエストビル７Ｆ）　 〈営〉　（０４３）２４４ー０５２１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０４３）２４４ー３１３０

宇都宮サービス支店　 〒３２０ー０８１５　 栃木県宇都宮市中河原町１－２４（日新火災宇都宮ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２８）６３５ー１５７１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２８）６３５ー１１８３

関東第２事業部　 〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　　 　（０４８）８３４ー１４９８

埼玉新都心サービス支店　 〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　 　 〈営〉　（０４８）８３４ー２２９５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０４８）８３４ー１８３４

埼玉東サービス支店　 〒３４４ー００６７　 埼玉県春日部市中央１－１３－６（春日部フコク生命ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０４８）７６１ー６１８１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０４８）７５５ー２８３６

埼玉北サービス支店　 〒３６０ー００４２　 埼玉県熊谷市本町２－４８（熊谷第一生命ビル７Ｆ）　 〈営〉　（０４８）５２３ー１３１３
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０４８）５２３ー１２１５

埼玉西サービス支店　 〒３５０ー１１２３　 埼玉県川越市脇田本町１－２（山崎ビル８Ｆ）　　 〈営〉　（０４９）２４９ー５１１７
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０４９）２４９ー５１２５

群馬サービス支店　 〒３７１ー００２３　 群馬県前橋市本町２－４－３（日新火災前橋ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０２７）２２４ー３６２２
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２７）２２４ー５０２１

太田サービス支店　 〒３７３ー０８５１　 群馬県太田市飯田町９４５（日新火災太田ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２７６）４５ー４６９１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２７６）４５ー４７０２

信越事業部　 〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　　 　（０４８）８３４ー１４７９

長野サービス支店　 〒３８０ー０９０１　 長野県長野市居町４７（日新火災長野ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２６）２４４ー０２３２
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２６）２４４ー０４４２

松本サービス支店　 〒３９０ー０８７４　 長野県松本市大手２－１０－３（日新火災松本ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２６３）３３ー３２１０
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２６３）３３ー９７００

新潟サービス支店　 〒９５０ー００８７　 新潟県新潟市中央区東大通１－３－８（明治安田生命新潟駅前ビル２Ｆ）　〈営〉　（０２５）２４５ー０３２４　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２５）２４５ー０３４５

長岡サービス支店　 〒９４０ー００５２　 新潟県長岡市神田町２－１－６（日新火災長岡ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２５８）３２ー２２８５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２５８）３２ー２２９３

三条サービス支店　 〒９５５ー００６５　 新潟県三条市旭町２－１３－２３（日新火災三条ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０２５６）３３ー１０４５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０２５６）３２ー８１５９

神奈川事業部　 〒２３１ー０００７　 神奈川県横浜市中区弁天通５－７２（日新火災横浜ビル８Ｆ）　 　（０４５）６３３ー５２８０

横浜サービス支店　 〒２２１ー００５２　 神奈川県横浜市神奈川区栄町８－１（ポートサイドビル１Ｆ）　 〈営〉　（０４５）４６１ー２２２３
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０４５）４６１ー２５２１

横浜中央サービス支店　 〒２３１ー０００７　 神奈川県横浜市中区弁天通５－７２（日新火災横浜ビル４Ｆ）　 〈営〉　（０４５）６３３ー５２９１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（045）633ー5295

神奈川県央サービス支店　 〒２５２ー０３０３　 神奈川県相模原市南区相模大野７－１－６（相模大野第一生命ビル６Ｆ）　〈営〉　（０４２）７４９ー１９１２　 　　 　 　 　 〈損〉　（０４２）７４９ー１９２１

湘南サービス支店　 〒２５４ー００３４　 神奈川県平塚市宝町３－１（平塚ＭＮビル９Ｆ）　 〈営〉　（０４６３）２１ー２１７６
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０４６３）２１ー６６５１
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静岡事業部　 〒４２０ー００３１　 静岡県静岡市葵区呉服町１－１－２（静岡呉服町スクエア９Ｆ）　 　（０５４）２５３ー３１０５

静岡サービス支店　 〒４２０ー００３１　 静岡県静岡市葵区呉服町１－１－２（静岡呉服町スクエア９Ｆ）　 〈営〉　（０５４）２５４ー８８６１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０５４）２５４ー８８９６

藤枝サービス支店　 〒４２６ー００３４　 静岡県藤枝市駅前１－１５－１（マークス・ザ・タワー藤枝１０１）　 〈営〉　（０５４）６４５ー２２００
　 　　 　 　 　 〈損〉　（054）333ー9292

沼津サービス支店　 〒４１０ー０８０１　 静岡県沼津市大手町４－３－４５（アゴラ沼津６Ｆ）　 〈営〉　（０５５）９６２ー１３１１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０５５）９６２ー７０８６

富士サービス支店　 〒４１７ー００４５　 静岡県富士市錦町１－２－１（シンセアビル錦町６Ｆ）　 〈営〉　（０５４５）５２ー１５３２
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０５４５）５１ー９７３１

浜松サービス支店　 〒４３０ー０９２８　 静岡県浜松市中区板屋町５２７（静岡不動産ビル４Ｆ）　 〈営〉　（０５３）４５５ー４３１１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０５３）４５５ー４３９５

東海第１事業部　 〒４６０ー０００３　 愛知県名古屋市中区錦２－４－１１（日新火災名古屋ビル２Ｆ）　 　（０５２）２３１ー７６７６

名古屋第1サービス支店　 〒４６０ー０００３　 愛知県名古屋市中区錦２－４－１１（日新火災名古屋ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０５２）２３１ー１１１２
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０５２）２３１ー１１１３

名古屋第2サービス支店　 〒４６０ー０００３　 愛知県名古屋市中区錦２－４－１１（日新火災名古屋ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０５２）２３１ー７８８２
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０５２）２３１ー９２２６

三河サービス支店　 〒４４４ー００４４　 愛知県岡崎市康生通南２－５（日新火災岡崎ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０５６４）２１ー１６０１
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０５６４）２１ー１５７６

豊橋サービス支社 〒440-0881 愛知県豊橋市広小路3－45－2（豊橋第一生命ビルディング5F） 〈営〉 （0532）54ー3188
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０５３２）５４ー３１８５

愛知北サービス支店　 〒４８６ー０８４４　 愛知県春日井市鳥居松町２－２６８（日新火災春日井ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０５６８）８１ー８４００
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０５６８）８１ー６９１１

一宮サービス支店　 〒４９１ー００４２　 愛知県一宮市松降１－２－１８（松降ビル２Ｆ）　　　 〈営〉　（０５８６）７２ー０１７８
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０５８６）７２ー０５１１

東海第２事業部　 〒４６０ー０００３　 愛知県名古屋市中区錦２－４－１１（日新火災名古屋ビル２Ｆ）　 　（０５２）２３１ー７５３１

岐阜サービス支店　 〒５００ー８０６９　 岐阜県岐阜市今小町２８（日新火災岐阜ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０５８）２６４ー７２６１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０５８）２６４ー８２３１

高山サービス支社　 〒５０６ー００２５　 岐阜県高山市天満町４－６４－８（第一ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０５７７）３２ー１２７７
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０５７７）３２ー５５０８

多治見サービス支店　 〒５０７ー００３４　 岐阜県多治見市豊岡町２－５７－２（日新火災多治見ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０５７２）２２ー７２６８
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０５７２）２５ー８６６１

三重サービス支店　 〒５１０ー００６８　 三重県四日市市三栄町２－１７（日新火災四日市ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０５９）３５１ー２４７７
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０５９）３５１ー２９７７

三重中央サービス支店　 〒５１４ー００２８　 三重県津市東丸之内２２－１４（津フコク生命ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０５９）２２７ー５１８５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０５９）２２７ー６２３１

北陸事業部　 〒９２０ー０９８１　 石川県金沢市片町1－3－27(日新火災金沢ビル3F）　 　（０７６）２０３ー９００５

金沢サービス支店　 〒９２０ー０９８１　 石川県金沢市片町１－３－２７（日新火災金沢ビル4F）　 〈営〉　（０７６）２６３ー２１５０
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７６）２６３ー２１８０

福井サービス支店　 〒９１０ー０００５　 福井県福井市大手３－１４－９（商工中金Ｅ・Ｓ福井ビル４Ｆ）　 〈営〉　（０７７６）２１ー０４０１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７７６）２７ー２８５１

富山サービス支店　 〒９３０ー０００４　 富山県富山市桜橋通り６－１１（富山フコク生命第２ビル3Ｆ）　 〈営〉　（０７６）４３３ー３５４５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７６）４３３ー３５５７

京滋事業部　 〒６００ー８００４　 京都府京都市下京区四条通寺町西入ル奈良物町３５８（日新火災京都ビル８Ｆ）　 　（０７５）２１１ー４５９１

京都サービス支店　 〒６００ー８００４　 京都府京都市下京区四条通寺町西入ル奈良物町３５８（日新火災京都ビル７Ｆ）　〈営〉　（０７５）２１１ー４５９２　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７５）２１１ー４５９４

福知山サービス支社　 〒６２０ー００５９　 京都府福知山市厚東町２０８（ＦＭーＥビル２Ｆ）　 〈営〉　（０７７３）２２ー６３２７
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７７３）２４ー６３９０

大津サービス支店　 〒５２０ー０８０６　 滋賀県大津市打出浜１３－４９（日新火災大津ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０７７）５２２ー４０７７
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７７）５２２ー４１７９

彦根サービス支店　 〒５２２ー００７３　 滋賀県彦根市旭町１－２４（田中ビル２ｎｄ５Ｆ）　 〈営〉　（０７４９）２２ー１８２６
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７４９）２３ー１９６０

店舗の一覧
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関西第１事業部　 〒５３０ー００１７　 大阪府大阪市北区角田町８－１（梅田阪急ビルオフィスタワー１９Ｆ）　 　（０６）６３１２ー９８２０

大阪第１サービス支店 〒５３０ー００１７ 大阪府大阪市北区角田町８－１（梅田阪急ビルオフィスタワー１９Ｆ） 〈営〉 （０６）６３１２ー9811　 　　 　 　 　 〈損〉　（06）6312ー9843

大阪第２サービス支店 〒５３０ー００１７ 大阪府大阪市北区角田町８－１（梅田阪急ビルオフィスタワー１９Ｆ） 〈営〉　（０６）６３１２ー９８２５　 　　 　 　 　 〈損〉　（06）6312ー9838

北大阪サービス支店　 〒５６７ー００３２　 大阪府茨木市西駅前町５－１（京都銀行茨木ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０７２）６２３ー６１４６
　 　　 　 　 　 〈損〉　（072）625ー3071

神戸サービス支店　 〒６５１ー００８６　 兵庫県神戸市中央区磯上通７－１－３０（三宮フコク生命ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０７８）２４２ー４９１１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（078）242ー4930

姫路サービス支店　 〒６７０ー０９６５　 兵庫県姫路市東延末１－１（姫路NKビル１０Ｆ）　 〈営〉　（０７９）２８８ー５５８０
　 　　 　 　 　 〈損〉　（079）288ー5376

関西第２事業部　 〒５３０ー００１７　 大阪府大阪市北区角田町８－１（梅田阪急ビルオフィスタワー１９Ｆ）　 　（０６）６３１２ー９８０５

大阪東サービス支店　 〒５３０ー００１７　 大阪府大阪市北区角田町８－１（梅田阪急ビルオフィスタワー１９Ｆ）　〈営〉　（０６）６３１２ー９８３５　 　　 　 　 　 〈損〉　（０６）６３１２ー９８４６

南大阪サービス支店　 〒５９０ー００６３　 大阪府堺市堺区中安井町３－２－１３（堺フコク生命ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０７２）２３８ー１９８５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７２）２２２ー３８７３

和歌山サービス支店　 〒６４０ー８０４５　 和歌山県和歌山市ト半町３１（日新火災和歌山ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０７３）４２２ー１１３１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７３）４２２ー１１３４

田辺サービス支店　 〒６４６ー００４６　 和歌山県田辺市本町４９－３（田辺中央ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０７３９）２４ー１６２１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７３９）２４ー１６７１

奈良サービス支店　 〒６３４ー００７８　 奈良県橿原市八木町１－６－１（草楽ビル６Ｆ）　　 〈営〉　（０７４４）２３ー３６５０
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０７４４）２３ー３９８２

中国事業部　 〒７００ー０９０４　 岡山県岡山市北区柳町２－１０－２２（日新火災岡山ビル２Ｆ）　 　（０８６）２３５ー１５７５

広島サービス支店　 〒７３０ー００３６　 広島県広島市中区袋町３－１７（シシンヨービル６Ｆ）　 〈営〉　（０８２）２４７ー９２６２
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０８２）２４７ー９２６５

福山サービス支店　 〒７２０ー００６４　 広島県福山市延広町１－２５（明治安田生命福山駅前ビル６Ｆ）　 〈営〉　（０８４）９２２ー２１２９
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０８４）９２３ー４１０８

山口サービス支店　 〒７４７ー０８０９　 山口県防府市寿町２－１１（吉幸ビル１Ｆ）　 　 〈営〉　（０８３５）２５ー１７１１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０８３５）３８ー６２５０

岡山サービス支店　 〒７００ー０９０４　 岡山県岡山市北区柳町２－１０－２２（日新火災岡山ビル2F）　 〈営〉　（０８６）２２５ー０５４１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０８６）２２４ー７９７６

島根サービス支店　 〒６９０ー０８８７　 島根県松江市殿町５１６（山陰鴻池ビル４Ｆ）　　 〈営〉　（０８５２）２２ー３５２５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０８５２）２２ー３５７５

鳥取サービス支社　 〒６８０ー０８４６　 鳥取県鳥取市扇町７（鳥取フコク生命駅前ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０８５７）２３ー４６５１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０８５７）２１ー７４１５

四国事業部　 〒７６０ー００２５　 香川県高松市古新町８－１（高松スクエアビル8F）　 　（０８７）８５１ー００２６

高松サービス支店　 〒７６０ー００２５　 香川県高松市古新町８－１（高松スクエアビル8F）　 〈営〉　（０８７）８５１ー００３０
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０８７）８５１ー００３２

松山サービス支社　 〒７９０ー０００２　 愛媛県松山市二番町４－５－２（Ｒー２番町ビル５Ｆ）　 〈営〉　（０８９）９４１ー８２９８
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０８９）９３１ー６１１３

四国中央サービス支店　 〒７９９ー０４１１　 愛媛県四国中央市下柏町７５－１（ロイヤルマンション柏１Ｆ）　 〈営〉　（０８９６）２４ー５３０６
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０８９６）２４ー５３２４

徳島サービス支社　 〒７７０ー０８３１　 徳島県徳島市寺島本町西１－７－１（徳島駅前171ビル４Ｆ）　 〈営〉　（０８８）６２２ー３７１１
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０８８）６２２ー３７１６

高知サービス支店　 〒７８０ー０８３４　 高知県高知市堺町２－２６（高知中央ビジネススクエア９Ｆ）　 〈営〉　（０８８）８２３ー４４８８
　 　　　　 　　 　　 　　 〈損〉　（０８８）８２３ー４４６９
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九州第１事業部　 〒８１２ー００２５　 福岡県福岡市博多区店屋町８－３０（博多フコク生命ビル７Ｆ）　 　 （０９２）２８１ー８１６２

福岡サービス支店　 〒８１２ー００２５　 福岡県福岡市博多区店屋町８－３０（博多フコク生命ビル８Ｆ）　 〈営〉　（０９２）２８１ー８１６１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９２）２８１ー８１６４

久留米サービス支店　 〒８３０ー００１８　 福岡県久留米市通町５－１８（日栄第２ビル2F）　 〈営〉　（０９４２）３５ー２８１９
　　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９４２）３３ー４４５０

佐賀サービス支社　 〒８４０ー０８０１　 佐賀県佐賀市駅前中央１－１０－３７（佐賀駅前センタービル8F）　 〈営〉　（０９５２）２２ー４７１１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９５２）２２ー４１８１

北九州サービス支店　 〒８０２ー００６６　 福岡県北九州市小倉北区萩崎町１－４（日新火災小倉ビル１Ｆ）　 〈営〉　（０９３）９２３ー１５８１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９３）９２３ー１５９１

大分サービス支店　 〒８７０ー００２６　 大分県大分市金池町２－６－１５（ＥＭＥ大分駅前ビル３Ｆ）　 〈営〉　（０９７）５３５ー２１４３
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９７）５３５ー２１４１

九州第２事業部　 〒８１２ー００２５　 福岡県福岡市博多区店屋町８－３０（博多フコク生命ビル７Ｆ）　 　 （０９２）２８１ー８１７１

熊本サービス支店　 〒８６０ー０８４４　 熊本県熊本市中央区水道町１４－２７（ＫＡＤビル８Ｆ）　 〈営〉　（０９６）３２５ー７２１１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９６）３２５ー７１１５

鹿児島サービス支店　 〒８９０ー００６３　 鹿児島県鹿児島市鴨池２－１０－２０（日新火災鹿児島ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０９９）２５４ー１１１５
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９９）２５４ー２４４０

宮崎サービス支店　 〒８８０ー０８０５　 宮崎県宮崎市橘通東１－７－４（第１宮銀ビル５Ｆ）　 〈営〉　（０９８５）２４ー３８３３
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９８５）２４ー３８８３

長崎サービス支店　 〒８５０ー００３２　 長崎県長崎市興善町６－５（興善町イーストビル１Ｆ）　 〈営〉　（０９５）８２５ー４１３１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９５）８２５ー４１３５

佐世保サービス支店　 〒８５７ー０８０５　 長崎県佐世保市光月町４－１４（日新火災佐世保ビル２Ｆ）　 〈営〉　（０９５６）２３ー３１７１
　 　　 　 　 　 〈損〉　（０９５６）２３ー３２３０

　０１２０‐２５‐７４７４

　

サービス24  （受付時間 ２４時間３６５日）
事故受付、ロードサービスへの取り次ぎ等

日新火災テレフォンサービスセンター （受付時間 平日　９：００～２０：００　土日祝　９：００～１７：００）
自動車保険（ユーサイド）の契約内容変更、各種相談・問い合わせ等 ０１２０‐６１６‐８９８

安心サービス部　 〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　　 （０４８）８３４ー１５３９
安心初期対応センター　 〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　　　 （０４８）８３４ー１５３９
安心お支払センター（ロードサービス担当）　〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　　　 （０４８）８３４ー２７３１
安心お支払センター（車物・人傷担当）　〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　　 （０４８）８３４ー１７７６
安心お支払センター（債権管理・書類管理チーム） 〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　　 （０４８）８３４ー１７２３
自賠責損害サービスセンター　〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　　 （０４８）８３４ー２５７７
カスタマーセンター（事故受付チーム）　〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　　 （０４８）８３４ー１３４８

火新損害サービス部　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 　 （０３）５２８２ー５５５７
損害サービス課　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 （０３）５２８２ー５５５７
医療保険サービスセンター　 〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 （０３）５２８２ー５６４７
北海道火新サービスセンター　〒０６０ー０００３　 北海道札幌市中央区北三条西１－１－１（札幌ブリックキューブ4F）　 （０１１）２４１ー１３１４
東北火新サービスセンター　 〒９８０ー０８０４　 宮城県仙台市青葉区大町１－４－７（日新火災仙台ビル５Ｆ）　 （０２２）２２７ー２１３５
傷害サービスセンター（第１Ｇ）　〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　 （０４８）８３４ー１１２４
傷害サービスセンター（第２Ｇ）　〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　 （０４８）８３４ー１１９２
傷害サービスセンター（第３Ｇ）　〒３３０ー９３１１　 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－７－５　 （０４８）８３４ー２３７１
首都圏火新サービスセンター　〒１０１ー８３２９　 東京都千代田区神田駿河台２－３　 （０３）５２８２ー５５５８
東海火新サービスセンター　 〒４６０ー０００３　 愛知県名古屋市中区錦２－４－１１（日新火災名古屋ビル２Ｆ）　 （０５２）２３１ー９２２５
西日本火新サービスセンター　〒５３０ー００１７　 大阪府大阪市北区角田町８－１（梅田阪急ビルオフィスタワー１９Ｆ）　 （０６）６３１２ー９８５０
九州火新サービスセンター　 〒８１２ー００２５　 福岡県福岡市博多区店屋町８－３０（博多フコク生命ビル７Ｆ）　 （０９２）２８１ー８１３６

店舗の一覧
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主な店舗の一覧についてはP.130をご参照ください。
※１ 部には、「事業部、安心サービス部、火新損害サービス部」の合計部数を表示しています。
※２ 当社では、各地のサービス支店・支社において、営業と損害サービスを一体化したサービスをお届けしています。

部※１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
サービス支店・支社※2・・・・・・９7
支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
損害サービスセンター・・・・・・１1
事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

北海道
部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
サービス支店・支社・・・・・4
支社・・・・・・・・・・・・・・・・・3
損害サービスセンター・・・１

東北
部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
サービス支店・支社・・・・１２
支社・・・・・・・・・・・・・・・・・２
損害サービスセンター・・・１

関東・甲信越
部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
サービス支店・支社・・・・２7
支社・・・・・・・・・・・・・・・・・4
損害サービスセンター・・・・6

東海・北陸
部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
サービス支店・支社・・・ 19
支社・・・・・・・・・・・・・・・・・１
損害サービスセンター・・・１

関西
部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
サービス支店・支社・・・・１４
支社・・・・・・・・・・・・・・・・・１
損害サービスセンター・・・１

九州・沖縄
部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
サービス支店・支社・・・・１０
支社・・・・・・・・・・・・・・・・・１
事務所・・・・・・・・・・・・・・・１
損害サービスセンター・・・１

中国・四国
部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
サービス支店・支社・・・・１１
支社・・・・・・・・・・・・・・・・・1
事務所・・・・・・・・・・・・・・・１

店舗ネットワーク



〒101-8329 東京都千代田区神田駿河台2-3
TEL．03-3292-8000（大代表）
https://www.nisshinfire.co.jp/
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日新火災の現状

日新火災は、東京海上日動と同じグループの会社です。
日新火災は、東京2020オリンピック・パラリンピックを応援しています。


